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規 則

　川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の一部の施

行期日を定める規則をここに公布する。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第57号

　　　川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例

　　　の一部の施行期日を定める規則

　川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例（令和４年

川崎市条例第26号）附則ただし書に規定する改正規定の

施行期日は、令和４年10月１日とする。

　　　───────────────────

　川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第58号

　　　川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支

　　　給に関する規則の一部を改正する規則

　川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則（昭和38年川崎市規則第66号）の一部を次のように改

正する。

　第３条第２項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（次に掲げる育児休業を除く。）をしてい

る職員」に改め、同号に次のように加える。

　　ア 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業であって、当該育児休業の承

認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下であ

る育児休業

　　イ 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業以外の育児休業であって、当

該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

　第３条第４項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（第２項第４号ア及びイに掲げる育児休

業を除く。）をしている職員」に改める。

　　　附　則
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　この規則は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第59号

　　　川崎市難病の患者に対する医療等に関す

　　　る法律施行細則の一部を改正する規則

　川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細

則（平成30年川崎市規則第21号）の一部を次のように改

正する。

　第１号様式（表）を次のように改める。
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第１号様式 

（表） 
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　第２号様式（表）を次のように改める。

 
第２号様式 

（表） 
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第８号様式（表）中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　に改め、同様式（裏）注意事項第６項及び第７項を次

のように改める。

６ 　この証で受診できる医療機関等は、難病法に規定す

る指定医療機関です。

７ 　この証に記載された氏名、住所、加入している医療

保険等に変更があったときは、速やかに、この証を添

えて、区の担当窓口又はこの証に記載された問合せ先

（以下「窓口等」という。）にその旨を届け出てくだ

さい。

　第13号様式を次のように改める。

第８号様式（表）中  

「 

 

 

 

 

               」  

を 

「 

 

 

 

 

               」  

に改め、同様式（裏）注意事項第６項及び第７項を次のように改める。  

６ この証で受診できる医療機関等は、難病法に規定する指定医療機関です。  

７ この証に記載された氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった

ときは、速やかに、この証を添えて、区の担当窓口又はこの証に記載された

問合せ先（以下「窓口等」という。）にその旨を届け出てください。  

 第１３号様式を次のように改める。  

第８号様式（表）中  

「 

 

 

 

 

               」  

を 

「 

 

 

 

 

               」  

に改め、同様式（裏）注意事項第６項及び第７項を次のように改める。  

６ この証で受診できる医療機関等は、難病法に規定する指定医療機関です。  

７ この証に記載された氏名、住所、加入している医療保険等に変更があった

ときは、速やかに、この証を添えて、区の担当窓口又はこの証に記載された

問合せ先（以下「窓口等」という。）にその旨を届け出てください。  

 第１３号様式を次のように改める。  
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第１３号様式 
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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和４年10月１日から施行する。

　　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては当分の間、必要な箇所を訂正した

上、引き続きこれを使用することができる。

告 示

川崎市告示第502号

　　　産業廃棄物処理施設設置許可の申請に伴

　　　う申請書等の縦覧について

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第

137号。以下「法」という。）第15条第１項の規定により

産業廃棄物処理施設の設置許可の申請がありましたの

で、同条第４項の規定により次のとおり告示し、当該設

置許可の申請書及び周辺地域の生活環境に及ぼす影響に

ついての調査の結果を記載した書類を縦覧に供します。

　　令和４年９月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　申請年月日

　　令和３年３月１日

２ 　申請の概要

　⑴ 　申請者

　　ア 　氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

　　　　株式会社デイ・シイ

　　　　代表取締役　神長　俊樹

　　イ 　住所（法人にあっては事務所又は事業所の所在

地）

　　　　川崎市川崎区浅野町１番１号

　⑵ 　施設の設置場所

　　　川崎市川崎区浅野町１番１号

　⑶ 　施設の種類

　　　廃プラスチック類の焼却施設

　　　　　産業廃棄物の焼却施設

　⑷ 　施設において処理する産業廃棄物の種類

　　　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず

３ 　縦覧の概要

　⑴ 　場所

　　 　川崎区役所、田島支所及び市役所第３庁舎(環境

局生活環境部廃棄物指導課)

　⑵ 　期間

　　 　令和４年９月20日（火）から令和４年10月20日

（木）まで

　　 　ただし、土曜日及び日曜日、並びに国民の祝日に

関する法律及びその他の法令で定める休日を除く。

　　　縦覧時間は、午前９時から午後５時までとする。

４ 　意見書の提出

　 　この産業廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を

有する者は、法第15条第６項の規定により、次のとお

り生活環境の保全上の見地からの意見書を川崎市長に

提出することができる。

　⑴ 　提出期間

　　 　令和４年９月20日（火）から令和４年11月４日

（金）まで

　⑵ 　提出先

　　　環境局生活環境部廃棄物指導課

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地（市役

所第３庁舎16階）

　　　ファクシミリ　044－200－3923

　　　電子メール　30haiki@city.kawasaki.jp

　　　（電話番号　044－200－2594）

　　　───────────────────

川崎市告示第503号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車          ２，500円

　　　原動機付自転車  ５，000円

　　　自動二輪車    10，000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他
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　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第504号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届

　　　出区域の指定について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示

します。

　　令和４年９月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定する区域

　　川崎市川崎区大川町２番32（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　ベンゼン、カドミウム及びその化合物、鉛及びその

化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、セ

レン及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　 　カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、六

価クロム化合物、砒素及びその化合物、セレン及びそ

の化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化

合物

４ 　当該区域は、土壌汚染対策法施行規則第58条第５項

第12号に該当する。
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第505号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年９月21日から令和４年10月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年９月21日

　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区　間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
宿河原

第54号線

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番２先
４.00 ２.00

隅切

り部川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番２先

新
宿河原

第54号線

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番４先
４.00 ２.00

隅切

り部川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番４先

旧
宿河原

第70号線

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番１先
３.64 65.36

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番１先

新
宿河原

第70号線

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番５先
４.00 65.36

川崎市多摩区宿河原

６丁目1219番16先

　　　───────────────────

川崎市告示第506号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和４年９月21日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年９月21日から令和４年10月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年９月21日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供　用　開　始　の　区　間 備考

宿河原

第54号線

川崎市多摩区宿河原６丁目1219番４先
隅切り部

川崎市多摩区宿河原６丁目1219番４先

宿河原

第70号線

川崎市多摩区宿河原６丁目1219番５先

川崎市多摩区宿河原６丁目1219番16先

　　　───────────────────

川崎市告示第507号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年９月21日から令和４年10月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年９月21日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
下作延

第４号線

川崎市高津区下作

延６丁目1813番１

先
１.82 49.61

川崎市高津区下作

延６丁目1815番１

先

新
下作延

第４号線

川崎市高津区下作

延６丁目1813番１

先
１.82 21.14

川崎市高津区下作

延６丁目1815番１

先

　　　───────────────────

川崎市告示第508号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号） 第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定します。

　　令和４年９月22日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　新規指定

　⑴ 　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名

指定

年月日

管理薬剤師

氏名

１
セントラル薬局

　武蔵小杉
川崎市中原区新丸子町727- ３

育成医療・

更生医療

株式会社グリ

ーンエイト

代表取締役

田中　宏和

令和４年

２月１日
高橋　良平

２

クオール薬局　

小田急向ヶ丘遊

園駅店

川崎市多摩区登戸2045- ５　向ヶ丘

遊園駅南口店舗１階101号

育成医療・

更生医療

クオール株式

会社

代表取締役

柄澤　忍

令和４年

８月１日
土屋　愛

３
ひまりファーマ

シー小田栄店

川崎市川崎区小田栄２- ３- １　コ

ーナンPRO小田栄店２階

育成医療・

更生医療

株式会社レイ

ニア

代表取締役

齋藤　秀明

令和４年

８月１日
森川　直樹

４

調剤薬局ツルハ

ドラッグ　川崎

駅前大通り店

川崎市川崎区砂子２-６-26
育成医療・

更生医療

株式会社ツル

ハ

代表取締役社

長八幡　政浩

令和４年

８月１日
野﨑　篤志
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５

スギ薬局　在宅

調剤センター宮

崎台店

川崎市宮前区宮崎１- ９- １　宮崎

台ビューグリーン地下１階

育成医療・

更生医療

株式会社　ス

ギ薬局

代表取締役

榊原　栄一

令和４年

８月１日
小菅　尊

６
アイセイハート

薬局　宮前平店

川崎市宮前区小台２- ５- １　ティ

モネ宮前平102

育成医療・

更生医療
株式会社A＆M

代表取締役

網　良一

令和４年

８月１日
元山　莉那

７
クリエイト薬局

　登戸新町店
川崎市多摩区登戸新町123- １

育成医療・

更生医療

株式会社クリ

エイトエス・

ディー

代表取締役

廣瀨　泰三

令和４年

８月１日
及川　赳矢

８
クリエイト薬局

　川崎星ヶ丘店
川崎市多摩区菅北浦４-11- ８

育成医療・

更生医療

株式会社クリ

エイトエス・

ディー

代表取締役

廣瀨　泰三

令和４年

８月１日
森田　美保

９
かもめ薬局　川

細矢上店
川崎市幸区矢上13- ５

育成医療・

更生医療

トライアドジ

ャパン株式会

社

代表取締役

石本　裕一

令和４年

６月１日
相馬　美歩

　⑵ 　訪問看護

No. 医療機関名 所在地
自立支援医

療の種類
事業者名称 代表者氏名 指定年月日

１
ONE　TEAM訪問看護

ステーション

川崎市幸区北加瀬１-34- ８　

KKFハイム201

育成医療・

更生医療

株式会社

Be Diamonds

代表取締役

高林　愛

令和４年

８月１日

２
あっぷる訪問看護

ステーション溝の口

川崎市高津区下作延２-７-41　

コロナーデ溝口207

育成医療・

更生医療

株式会社

セレモニア

代表取締役社長

鈴木　康伸

令和４年

８月１日

３
訪問看護ステーション

ジョイフルライフ
川崎市麻生区上麻生７-43-18-403

育成医療・

更生医療

株式会社　ジョ

イフルライフ

代表取締役

佐々木　恵美

令和４年

８月１日

２ 　医療機関コード変更に伴う新規指定

　⑴ 　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

１
フジ薬局　

三田本店

川崎市多摩区三田１-14- ５　

エステート内田ビル１F

育成医療・

更生医療

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

令和４年

５月６日
岡　美智子

２ いずみ薬局 川崎市多摩区中野島４－８－１
育成医療・

更生医療
- 髙橋　賢二

令和２年

10月１日
日下石　里佳

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

№
医療機関

名称

新開設者

名称

新開設者

氏名
新開設者住所

旧開設者

名称
旧開設者氏名 旧開設者住所

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１
なかじま

クリニック

医療法人

社団槿仁会

理事長　

惟村　公郁

川崎市川崎区

中島３－９－９
- 木村　美根雄

川崎市川崎区中

島３－９－９

育成医療・

更生医療

令和３年

11月１日

２
ＡＯＩ

国際病院

医療法人

社団　葵会

理事長　

新谷　幸義

千葉県柏市小青

田１－３－12

医療法人

社団　葵会

理事長　

新谷　幸義

千葉県柏市小青

田１－３－２　

医療法人社団葵

会柏たなか病院

内３階事務室

育成医療・

更生医療

令和４年

２月10日

２　主として担当する医師又は歯科医師の変更

№
医療機関

名称
所在地

担当する

医療種類
新医師氏名 旧医師氏名

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１
聖マリアンナ

医科大学病院

川崎市宮前区

菅生２－16－１

(02)耳鼻咽喉科

に関する医療
小森　学 肥塚　泉

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

２
聖マリアンナ

医科大学病院

川崎市宮前区

菅生２－16－１

(07)脳神経外科

に関する医療
村田　英俊 田中　雄一郎

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

川崎市告示第509号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定内容を変更します。

　　令和４年９月22日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の

変更(病院・診療所)



川 崎 市 公 報 （第1,852号）令和4年(2022年)10月11日

－3617－

３
聖マリアンナ

医科大学病院

川崎市宮前区

菅生２－16－１

(08)心臓脈管外

科に関する医療

更生医療）宮入　剛・

明石　嘉浩　育成医療）

麻生　健太郎・明石　

嘉浩

更生医療）宮入　剛・

明石　嘉浩　育成医療）

近田　正英・明石　嘉

浩

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

４
聖マリアンナ

医科大学病院

川崎市宮前区

菅生２－16－１

(01)眼科に関す

る医療
徳田　直人 高木　均

育成医療・

更生医療

令和４年

６月９日

５
川崎市立

川崎病院

川崎市川崎区

新川通12－１

(07)脳神経外科

に関する医療
片山　真 今西　智之

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

６
川崎市立

川崎病院

川崎市川崎区

新川通12－１

(08)心臓脈管外

科に関する医療
灰田　周史 井上 慎也

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

３　薬局の名称又は所在地の変更

№ 新医療機関名称 新所在地 旧医療機関名称 旧所在地 自立支援医療の種類 変更年月日

１
ドラッグセイムス

川崎梶ケ谷店

川崎市高津区梶ヶ谷

６－８－１

スマイル薬局　

梶ヶ谷店

川崎市高津区梶ヶ谷

６－８－１
育成医療・更生医療 令和４年３月30日

４　開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(薬局)

№ 医療機関名称
新開設者名

称

新開設者

氏名
新開設者住所

旧開設者

名称

旧開設者

氏名
旧開設者住所

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１
ポピー薬局

稲田堤店

株式会社　

ポピー

代表取締役

武内　春美

川崎市多摩区

菅 ２ －15－ ５

－１Ｆ

有限会社　

ポピー

取締役　

武内　春美

川崎市多摩区菅

２－15－５－１

Ｆ

育成医療・

更生医療

令和３年

９月13日

２
かもめ薬局

柿生店

トライアド

ジャパン株

式会社

代表取締役

石本　裕一

相模原市南区

相模大野３－

14－20

トライアド

ジャパン株

式会社

代表取締役

竹内　尚子

相模原市南区相

模大野３－14－

20

育成医療・

更生医療

令和４年

５月25日

３
川崎コスモス

薬局

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

藤 沢 市 藤 沢

854-11

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

横浜市神奈川区

鶴屋町３－35－

１　第２米林ビ

ル６階

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

４
川崎すみれ

薬局

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

藤 沢 市 藤 沢

854-11

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

横浜市神奈川区

鶴屋町３－35－

１　第２米林ビ

ル６Ｆ

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

５ 川崎薬局

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

藤 沢 市 藤 沢

854-11

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

横浜市神奈川区

鶴屋町３－35－

１　第２米林ビ

ル６階

育成医療・

更生医療

令和４年

２月14日

６
そよかぜ

薬局

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

藤 沢 市 藤 沢

854-11

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

横浜市神奈川区

鶴屋町３－35－

１　第２米林ビ

ル６階

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

７ 大師薬局

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

藤 沢 市 藤 沢

854-11

一般社団法

人メディホ

ープかなが

わ

代表理事　

佐久間　誠

横浜市神奈川区

鶴屋町３－35－

１　第２米林ビ

ル６階

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

８
フジ薬局　

長沢店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日

９
フジ薬局　

大学病院前店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日

10
フジ薬局　

柿生店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日

11
フジ薬局　

オーパ店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日
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12
フジ薬局　

登戸駅ビル店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日

13

フジ薬局　

新百合ケ丘駅

前店

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　功

川崎市多摩区

三田４－１－

３

株式会社　

フジ薬局

代表取締役

井上　学

川崎市多摩区三

田４－１－３

育成医療・

更生医療

令和４年

１月８日

14
ファーコス

薬局中央

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

15
ファーコス薬

局　かしの木

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

16 なかじま薬局

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

17 東門前薬局

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

18
ファーコス薬

局　川崎大島

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

19
ファーコス薬

局たちばな

株式会社　

ユニスマイ

ル

代表取締役

白　成澤

東京都千代田

区神田練塀町

68－ １　 ム ラ

タヤビル３階

株式会社　

ファーコス

代表取締役

白　成澤

東京都千代田区

神田練塀町68－

１　ムラタヤビ

ル３階

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

20
すみれ薬局

駅前店

晃栄プラン

ニング株式

会社

代表取締役

田代　雅也

東京都品川区

小山３丁目27

番１号

晃栄プラン

ニング株式

会社

代表取締役

宮川　榮

東京都品川区小

山３丁目27番１

号

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

21 鋼管通薬局

株式会社　

メディカル

サポート

代表取締役

皿澤　康志

東京都中央区

日本橋本町２

－８－12

株式会社　

メディカル

サポート

代表取締役

興野　清

東京都中央区日

本橋本町２－８

－12

育成医療・

更生医療

令和４年

４月15日

22
イロドリ薬局

千年店

株式会社ブ

ルペン

代表取締役

瀧上　君枝

川崎市高津区

千 年623- １　

小宮ビル

株式会社ブ

ルペン

代表取締役

瀧上　君枝

川崎市中原区新

丸子２－926－

15　マノア武蔵

小杉501

育成医療・

更生医療

令和４年

５月17日

５ 管理薬剤師の変更

№ 医療機関名称 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名
自立支援

医療の種類

変更

年月日

１
ひまわり調剤　

平間薬局
川崎市幸区下平間39 森　大洋 内田　令奈

育成医療・

更生医療

令和３年

12月１日

２
クリエイト薬局

宮前土橋店

川崎市宮前区土橋１－21－11ビル・ベルディア

１階
清村　真貴子 竹川　唯

育成医療・

更生医療

令和３年

９月11日

３
クリエイト薬局

川崎鷺沼店

川崎市宮前区鷺沼１－18－11　ニューウェル１

階
本間　小百合 田口　裕美

育成医療・

更生医療

令和３年

11月11日

４
クオール薬局　

武蔵小杉南店

川崎市中原区市ノ坪127－24　クレール武蔵小杉

１階
佐藤　友希 須藤　達也

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

５
ひまわり調剤

さいわい薬局
川崎市幸区大宮町２－８ 長谷川　美鈴 森　大洋

育成医療・

更生医療

令和２年

12月１日

６ 鋼管通薬局
川崎市川崎区鋼管通１－３－１　サンフラワー

ビル１Ｆ
中澤　唯木 松下　嘉宏

育成医療・

更生医療

令和４年

３月１日

７
薬樹薬局

川崎

川崎市川崎区新川通11－８

アオキガーデンヒル新川通１階
川合　望海 星野　慶太

育成医療・

更生医療

令和３年

12月23日
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８
日本調剤

川崎東薬局
川崎市川崎区田町２－10－37 岡部　可菜子 木村　美奈子

育成医療・

更生医療

令和３年

６月１日

９
日本調剤

川崎中央薬局
川崎市川崎区新川通10－22 甲斐　明子 清水　修

育成医療・

更生医療

令和３年

８月１日

10
日本調剤

小杉町薬局
川崎市中原区小杉町３－441－１ 本多　絢子 髙橋　義紀

育成医療・

更生医療

令和２年

７月１日

11
日本調剤

こすぎ薬局
川崎市中原区小杉町１－513 谷﨑　勝利 大矢　維人

育成医療・

更生医療

令和３年

１月１日

12
日本調剤

宮崎台薬局

川崎市宮前区宮崎２－10－３　さくら坂ビル１

Ｆ
山内　崇義 髙橋　大輔

育成医療・

更生医療

令和３年

９月１日

13
アイランド薬局

新丸子店
川崎市中原区小杉町１－528－６　三浦ビル１階 史陀　由恵 齋藤　通子

育成医療・

更生医療

令和４年

２月22日

14

調剤薬局

ツルハドラッグ

新城駅前店

川崎市中原区上新城２－14－23　アドヴァンス

スクエア武蔵新城Ａ－２
田那部　勇貴 吉原　達哉

育成医療・

更生医療

令和４年

３月16日

15
すみれ薬局

駅前店
川崎市中原区木月１－27－10 高木　基陽 岡村　恵理子

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

16 たま薬局 川崎市多摩区菅北浦２－２－23 三宅　千恵 佐藤　明子
育成医療・

更生医療

令和４年

３月16日

17
アットファーマシー

新城店
川崎市高津区千年新町14－12 永野　英恵 福高　祥恵

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

18
アイン薬局

鋼管通店
川崎市川崎区鋼管通１－２－２ 簑島　良子 竹澤　秀文

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

19
ＳＦＣ薬局

貝塚店

川崎市川崎区貝塚２－５－19

ハイツ内田１階
阿部　真子 松本　豊

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

20
クリエイト薬局

川崎向ヶ丘遊園店
川崎市多摩区登戸1854　伊藤ビル１階 野々山　友亮 及川　赳矢

育成医療・

更生医療

令和４年

３月17日

21
イオン薬局イオンス

タイル上麻生

川崎市麻生区上麻生４－３－１　イオンスタイ

ル上麻生１階
大出　はるか 加納　奎佑

育成医療・

更生医療

令和４年

３月26日

22

フィットケアエクス

プレス　川崎ダイス

店薬局

川崎市川崎区駅前本町８　川崎ダイス１階 齊藤　和樹 津田　浩治
育成医療・

更生医療

令和４年

４月21日

23
アイン薬局

高津店
川崎市高津区溝口１－17－６ラピスラズリ１Ｆ 金田　啓子 佐々木　真高

育成医療・

更生医療

令和４年

５月１日

24
アイセイ薬局

宮崎台店
川崎市宮前区宮崎２－10－２　１階 小山　祥一 藤塚　恵理子

育成医療・

更生医療

令和４年

５月１日

25
イオン薬局イオンス

タイル新百合ヶ丘
川崎市麻生区上麻生１－19 加藤　通孝 義田　督

育成医療・

更生医療

令和４年

３月26日

26
日本調剤

菅生薬局
川崎市宮前区菅生２－16－１ 髙橋　義紀 小野寺　陽亮

育成医療・

更生医療

令和３年

10月１日

27
日本調剤

宮崎台薬局

川崎市宮前区宮崎２－10－３　さくら坂ビル１

Ｆ
峰野　順子 山内　崇義

育成医療・

更生医療

令和３年

12月１日

28
日本調剤

新武蔵小杉薬局

川崎市中原区小杉町１－529－２　Ｋ＆Ｗガーデ

ン１階
竹重　周 東藤　秀則

育成医療・

更生医療

令和４年

２月１日

29
日本調剤

武蔵小杉駅前薬局
川崎市中原区新丸子東３－1302　４階 川畑　知世 蛭田　剛俊

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

30
アイン薬局

川崎浅田店
川崎市川崎区浅田３－７－19 佐藤　加奈子 杉木　沙織

育成医療・

更生医療

令和４年

６月１日

31
ファーコス薬局

かしの木
川崎市宮前区有馬３－13－５ 米山　和寿 鈴木　悠希

育成医療・

更生医療

令和４年

６月６日

６　訪問看護ステーションの名称又は所在地の変更

№ 新医療機関名称 新所在地 旧医療機関名称 旧所在地
自立支援

医療の種類

変更

年月日

１

医療法人社団三医会

訪問看護ステーション

長沢ひまわり

川崎市多摩区長沢

１-27- ７　２階

医療法人社団三医会

訪問看護ステーション

長沢ひまわり

川崎市多摩区長沢１－

27－６　第５松沢マン

ション104号

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日
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７　開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(訪問看護)

№
医療機関名

称
新開設者名称

新開設者

氏名

新開設者住

所
旧開設者名称

旧開設者

氏名

旧開設者住

所

自立支援

医療の種類

変更

年月日

１

ソフィアメ

ディ訪問看

護ステーシ

ョン溝口

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１－３－８

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

濵口　慶太

東京都品川

区西五反田

１－３－８

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

２

ソフィアメ

ディ訪問看

護ステーシ

ョン元住吉

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１－３－８

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

濵口　慶太

東京都品川

区西五反田

１－３－８

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

３

ソフィアメ

ディ訪問看

護ステーシ

ョン鹿島田

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１－３－８

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

濵口　慶太

東京都品川

区西五反田

１－３－８

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

４

ソフィアメ

ディ訪問看

護ステーシ

ョン宮前

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１－３－８

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

濵口　慶太

東京都品川

区西五反田

１－３－８

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

５

ソフィアメ

ディ訪問看

護ステーシ

ョン麻生

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

伊藤　綾

東京都品川

区西五反田

１－３－８

ソフィアメデ

ィ株式会社

代表取締役

濵口　慶太

東京都品川

区西五反田

１－３－８

育成医療・

更生医療

令和４年

４月１日

６

ガイア訪問

看護ステー

シ ョ ン　 鷺

沼

株式会社ガイ

アメディケア

代表取締役

社長　山口

　隆

東京都中央

区日本橋大

伝馬町６－

８

株式会社ガイ

アメディケア

代表取締役

社長

柳　真一

東京都中央

区日本橋大

伝馬町６－

８

育成医療・

更生医療

令和４年

２月24日

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

１　薬局

No. 医療機関名 所在地
自立支援

医療の種類
開設者名称 開設者氏名 指定年月日

管理薬剤師

氏名

１
クリエイト薬局

マリアンナ医大前店

川崎市多摩区長沢２－20－

40

育成医療・

更生医療

株式会社クリエイト

エス・ディー

代表取締役

廣瀨　泰三

令和４年

２月１日
田口　翔大

２
日生薬局

元住吉店

川崎市中原区木月住吉町３

－10　アーク元住吉１Ｆ

育成医療・

更生医療

ミアヘルサ

株式会社

代表取締役

青木　勇

令和４年

２月１日
髙井　友子

３
ポピー薬局

稲田堤店

川崎市多摩区菅２－15－５

　１Ｆ

育成医療・

更生医療
株式会社　ポピー

代表取締役

武内　春美

令和４年

２月１日
横田　彩香

４
ひまわり調剤

平間薬局
川崎市幸区下平間39

育成医療・

更生医療

ひまわり調剤薬局株

式会社

代表取締役

山崎　守

令和４年

２月１日
森　大洋

５ 向日葵薬局
川崎市多摩区登戸3167－８

　ウインドヒル101

育成医療・

更生医療

有限会社　

葵調剤薬局

代表取締役

安室　千草

令和４年

８月１日
鞠子　京子

６
薬樹薬局

宮崎台

川崎市宮前区神木２－２－

１　宮崎台メディカルプラ

ザＡ棟１階

育成医療・

更生医療
薬樹株式会社

代表取締役

入江　充

令和４年

８月１日
里脇　未緒

７
フジ薬局

新百合山手通り店

川崎市麻生区万福寺６－７

－２　メディカルモリノビ

ル１Ｆ

育成医療・

更生医療

株式会社

　フジ薬局

代表取締役

井上　功

令和４年

８月１日
藤井　優香

８
かもめ薬局

柿生店

川崎市麻生区上麻生５－40

－３

育成医療・

更生医療

トライアドジャパン

株式会社

代表取締役

石本　裕一

令和４年

８月１日
岩田　誠大

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第511号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和４年９月26日

川崎市告示第510号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号） 第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。

　　令和４年９月22日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　６件

　　イ 　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　１件

　　ウ 　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　２件

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　19件

　　イ 　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　１件

　　ウ 　消　防　長　　　　　　　　　　　　　　１件

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第512号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月27日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　２，500円

　　　原動機付自転車　５，000円

　　　自動二輪車　　　10，000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告第513号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和４年９月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第514号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和４年９月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第515号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和４年９月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第516号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和４年９月28日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第517号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、令和４年10月１日から適用する。

　　令和４年９月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　別表18事務所附帯施設の表中

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区東扇島

92番地

グラベルベッド舗

装、アスコン舗装、

コンクリート版

２,465

川崎コンテナ

シャーシー置場

川崎区東扇島

84番 地、92番

地及び93番地

インターロッキン

グブロック、アス

コン舗装

12,584

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ

荷役機械置場

川崎区東扇島

92番地

グラベルベッド舗

装、アスコン舗装、

コンクリート版

２,682

川崎コンテナ

シャーシー置場

川崎区東扇島

84番 地、92番

地及び93番地

アスコン舗装 13,412

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別表23駐車施設の表中

「

名称 位置 面積

千鳥町第１駐車場 川崎区千鳥町24番地
平方メートル

１,722

川崎コンテナ駐車場 川崎区東扇島92番地 １,716

東扇島東駐車場 川崎区東扇島60番地 16,861

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

名称 位置 面積

千鳥町第１駐車場 川崎区千鳥町24番地 平方メートル

１,722

川崎コンテナ駐車場 川崎区東扇島92番地 １,716

東扇島東駐車場 川崎区東扇島60番地 16,861

川崎コンテナトラクター

ヘッド置場

川崎区東扇島93番地 394

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第518号

　定期予防接種の実施について、予防接種法施行令（昭

和23年政令第197号）第５条の規定に基づき、次のとお

り告示します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　予防接種の種類

　　インフルエンザ

２ 　実施期間

　　令和４年10月１日から令和４年12月31日まで

３ 　実施機関

　 　市内の予防接種個別協力医療機関及び専門相談協力

医療機関等

４ 　実施対象者

　⑴ 　接種日に65歳以上の者

　⑵ 　接種日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイル

スによる免疫の機能に障害を有するもの

５ 　次のいずれかに該当する者に対しては、予防接種法

（昭和23年法律第68号）第７条の規定に基づき予防接

種を行わない。

　⑴ 　当該予防接種に相当する予防接種を受けたことの

ある者で当該予防接種を行う必要がないと認められ

るもの

　⑵ 　明らかな発熱を呈している者

　⑶ 　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

　⑷ 　当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって

アナフィラキシーを呈したことがあることが明らか

な者

　⑸ 　上記⑴から⑷までに掲げる者のほか、予防接種を

行うことが不適当な状態にある者

　　　───────────────────

川崎市告示第519号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う令和４年度インフルエンザ予防

接種については、別表に掲げる場所で同表に掲げる医師

等が当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭和23年

政令第197号）第４条第１項の規定に基づき告示します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

施設名  姓  名 〒 住所１ 住所２

日本鋼管病院 祝田 靖 210-0852 川崎市川崎区鋼管通１-２-１ 　

総合新川橋病院 内海 通 210-0013 川崎市川崎区新川通１-15 　

太田総合病院 太田 史一 210-0024 川崎市川崎区日進町１-50 　

総合川崎臨港病院 小田 一郎 210-0806 川崎市川崎区中島３-13- １ 　
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第一病院 方波見 剛 210-0021 川崎市川崎区元木２-７-２ 　

川崎協同病院 田中 久善 210-0833 川崎市川崎区桜本２-１-５ 　

川崎市立川崎病院 野﨑 博之 210-0013 川崎市川崎区新川通12- １ 　

AOI国際病院 古川 良幸 210-0822 川崎市川崎区田町２-９-１ 　

馬嶋病院 馬嶋 正和 210-0024 川崎市川崎区日進町24-15 　

宮川病院 宮川 政久 210-0802 川崎市川崎区大師駅前２-13-13 　

相澤整形外科 相澤 策郎 210-0813 川崎市川崎区昭和１-２-12 　

青山クリニック 青山 眞一 210-0805 川崎市川崎区伊勢町25- ３ 　

あべクリニック 阿部 秀樹 210-0007 川崎市川崎区駅前本町４-７ 堀井ﾋﾞﾙ３F

阿部医院 阿部 能明 210-0014 川崎市川崎区貝塚１-９-10 　

門前外科医院 阿保 雅也 210-0812 川崎市川崎区東門前１-14- ４ 　

東扇島診療所 新井 理之 210-0869 川崎市川崎区東扇島78 福利厚生ｾﾝﾀｰ２F

飯塚医院 飯塚 和弘 210-0848 川崎市川崎区京町２-14- ２ 　

いしいクリニック乳腺外科 石井 誠一郎 210-0006 川崎市川崎区砂子２-６-２ 三恵ﾋﾞﾙ10FB

いしい医院 石井 貴士 210-0833 川崎市川崎区桜本２-４-９ 　

いしぐろ耳鼻科 石黒 隆一郎 210-0022 川崎市川崎区池田１-６-３-３F 　

川崎大師いしまる内科クリニック 石丸 尚 210-0831 川崎市川崎区観音２-10- ６ 第３忠ぶねﾋﾞﾙ１Ｆ

稲葉医院 稲葉 周作 210-0006 川崎市川崎区砂子１-５-22 　

かわさきデイケア・クリニック 今井 聡 210-0015 川崎市川崎区南町１-８ 林ﾋﾞﾙ川崎１F

入江医院 入江 宏 210-0006 川崎市川崎区砂子２-６-２ 三恵ﾋﾞﾙ

うすい整形外科医院 薄井 利郎 210-0006 川崎市川崎区砂子２-２-10 第２園ﾋﾞﾙ

アルトクリニック 大澤 慶成 210-0837 川崎市川崎区渡田３-４-12 　

おおしま内科 大島 康男 210-0007 川崎市川崎区駅前本町14- ６ ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎３階・４階

川崎おおつか内科・消化器内科 大塚 征爾 210-0006 川崎市川崎区砂子２-６-２ 三恵ﾋﾞﾙ４F

大塚眼科クリニック 大塚 宏之 210-0007 川崎市川崎区駅前本町12- １ 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ７F

おさふね耳鼻咽喉科 長舩 宏隆 210-0803 川崎市川崎区川中島１-12-11 ｻﾝｳｨｽﾀﾘｱ１F

野末整形外科歯科内科 小澤 穣 210-0846 川崎市川崎区小田５-１-３ 　

川崎小児科・内科 小山 美佳 210-0007 川崎市川崎区駅前本町14- １ DKﾋﾞﾙ２F

元木町眼科・内科 方波見 隆史 210-0844 川崎市川崎区渡田新町２-１-１ 　

なかじまクリニック 木村 美根雄 210-0806 川崎市川崎区中島３-９-９ 　

熊谷医院 倉田 典子 210-0846 川崎市川崎区小田５-28-15 　

京町診療所 倉田 眞行 210-0848 川崎市川崎区京町２-15- ６ 神和ﾋﾞﾙ

京町クリニック 栗須 修 210-0848 川崎市川崎区京町１-９-11 　

黒坂医院 黒坂
きょう

子
210-0848 川崎市川崎区京町２-８-17 　

協同ふじさきクリニック 桑島 政臣 210-0804 川崎市川崎区藤崎４-21- ２ 　

市電通りごうだクリニック 郷田 素彦 210-0853 川崎市川崎区田島町23- １ ﾗｳﾞｨｰﾚ浜川崎１階

ナビタスクリニック川崎 河野 一樹 210-0007 川崎市川崎区駅前本町26- １ ｱﾄﾚ川崎８F

後藤医院 後藤 雅彦 210-0813 川崎市川崎区昭和２-16-16 　

さくら中央クリニック 櫻井 与志彦 210-0817 川崎市川崎区大師本町９-11 　

ささきクリニック 佐々木 博一 210-0022 川崎市川崎区池田１-６-３ ２階

川崎クリニック 宍戸 寛治 210-0024 川崎市川崎区日進町７-１
川崎日進町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

６. ７. ８階

柴田医院 清水 泉 210-0847 川崎市川崎区浅田３-10-12 　

鈴木医院 鈴木 真 210-0822 川崎市川崎区田町１-６-15 　

川崎すずき内科クリニック 鈴木 竜司 210-0014 川崎市川崎区貝塚１-15- ４ ESTA BILDING ３階

川崎七福診療所 大黒 学 210-0843 川崎市川崎区小田栄２-３-１ ｺｰﾅﾝ小田栄店２階

大師診療所 高村 彰夫 210-0816 川崎市川崎区大師町６-８ 　

髙良医院 髙良 憲光 210-0834 川崎市川崎区大島３-15-17 　

竹内クリニック 竹内 明男 210-0848 川崎市川崎区京町２-24- ４ ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111

昭和医院 田添 貴史 210-0825 川崎市川崎区出来野７-20 　

田辺医院 田邊 裕明 210-0836 川崎市川崎区大島上町１-10 　
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川崎健診クリニック 塚田 一義 210-0007 川崎市川崎区駅前本町10- ５ ｸﾘｴ川崎７階・８階

こうかんクリニック 石橋 正史 210-0852 川崎市川崎区鋼管通１-２-３ 　

川崎ひのわクリニック 中野 寿美 210-0001 川崎市川崎区本町１-８-２ ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ３階

港町つばさクリニック 永野 智久 210-0807 川崎市川崎区港町５-２ ﾘｳﾞｧﾘｴB棟104号

真木クリニック 永光 雄造 210-0006 川崎市川崎区砂子２-11-20 加瀬ﾋﾞﾙ133 ４階

野田医院小児科内科眼科 野田 美恵子 210-0804 川崎市川崎区藤崎１-１-３ 　

畑医院 畑 章一 210-0012 川崎市川崎区宮前町５-１ 　

花田内科胃腸科医院 花田 徹野 210-0834 川崎市川崎区大島４-16- １ 　

平安医院 平安 良博 210-0804 川崎市川崎区藤崎４-19-15 　

川崎駅前クリニック 古川 智洋 210-0007 川崎市川崎区駅前本町12- １ 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ６F

増田耳鼻咽喉科 増田 康一 210-0848 川崎市川崎区京町１-９-11 大森ﾋﾞﾙ２F

松田内科医院 松田 文男 210-0003 川崎市川崎区堀之内10-24 　

三島クリニック 三島 雅辰 210-0007 川崎市川崎区駅前本町５-２ 大星川崎ﾋﾞﾙ６F

川崎大師みずの耳鼻咽喉科 水野 浩美 210-0802 川崎市川崎区大師駅前１-６-17
ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師表

参道102

内科小児科宮島医院 宮島 真之 210-0022 川崎市川崎区池田２-７-４ 　

村上外科医院 村上 俊一 210-0834 川崎市川崎区大島１-５-14 　

村山整形外科 村山 均 210-0802 川崎市川崎区大師駅前１-６-17
ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師表

参道２F

森田クリニック 森田 裕人 210-0834 川崎市川崎区大島５-10- ５ 　

安岡クリニック 安岡 昇二 210-0006 川崎市川崎区砂子２-６-２ 三恵ﾋﾞﾙ７F

安士医院 安士 達夫 210-0851 川崎市川崎区浜町１-22- ６ 　

山下整形外科 山下 方也 210-0835 川崎市川崎区追分町５-２ 青木楽山堂ﾋﾞﾙ２F

悠翔会在宅クリニック川崎 山路 仁 210-0014 川崎市川崎区貝塚１-15- ４ ｴｽﾀﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ７F

川崎グランハートクリニック 山本 慧 210-0841 川崎市川崎区渡田向町15- ２ 　

かわさき診療所 山本 保天 210-0006 川崎市川崎区砂子２-６-２ 川崎三恵ﾋﾞﾙ10階

由井クリニック 由井 史樹 210-0014 川崎市川崎区貝塚２-４-19 　

第一クリニック 横峯 憲吾 210-0844 川崎市川崎区渡田新町２-３-５ 　

ヨシムラ耳鼻咽喉科医院 吉邨 博孝 210-0851 川崎市川崎区浜町１-７-６ 　

和田内科医院 和田 齊 210-0812 川崎市川崎区東門前３-１-６ 　

渡辺外科内科医院 渡辺 健児 210-0834 川崎市川崎区大島２-17-16 　

キノメディッククリニック川崎 渡邊 嘉久 210-0804 川崎市川崎区藤崎３-６-１-１F 　

栗田病院 竹林 裕直 212-0054 川崎市幸区小倉２-30-13 　

田村外科病院 田村 哲郎 212-0005 川崎市幸区戸手１-９-13 　

鹿島田病院 月川 賢 212-0058 川崎市幸区鹿島田１-21-20 　

川崎幸病院 山本 晋 212-0014 川崎市幸区大宮町31-27 　

青木整形外科 青木 晴彦 212-0011 川崎市幸区幸町４-18 　

さいわい鹿島田クリニック 朝倉 裕士 212-0027 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎

生駒クリニック 生駒 光博 212-0055 川崎市幸区南加瀬４-27- ６ 　

石永医院 石永 隆成 212-0053 川崎市幸区下平間130 　

植村内科医院 植村 信之 212-0023 川崎市幸区戸手本町１-44- ５- １F 　

うちやま南加瀬クリニック

内科・内視鏡内科
内山 崇 212-0055 川崎市幸区南加瀬３-５-３ ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ２階

大野クリニック 大野 直規 212-0013 川崎市幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ西館２F

パークシティクリニック 大森 慎太郎 212-0054 川崎市幸区小倉１-１
ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ

棟217

おさないクリニック 長内 佳代子 212-0016 川崎市幸区南幸町２-80 KS紅屋ﾋﾞﾙ４F

柁原医院 柁原 啓一 212-0054 川崎市幸区小倉３-23- ４ 　

小倉かとう内科 加藤 義郎 212-0054 川崎市幸区小倉５-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号

鎌田医院 鎌田 健司 212-0055 川崎市幸区南加瀬４-30- ２ 　

木村整形外科 木村 記行 212-0054 川崎市幸区小倉１-３-14 　

くちかた整形外科 朽方 秀人 212-0027 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎３F

川崎くらかた胃腸内科 倉形 秀則 212-0024 川崎市幸区塚越４-314- ２ 　
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黒瀬クリニック 黒瀬 恒幸 212-0022 川崎市幸区神明町２-１-１ 　

小泉クリニック 小泉 実意子 212-0022 川崎市幸区神明町２-９-５ 　

川崎リウマチ・内科クリニック 小井戸 則彦 212-0014 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎222

小林クリニック 小林 英之 212-0016 川崎市幸区南幸町２-80 　

鈴木医院 小柳 順子 212-0022 川崎市幸区神明町２-14- ７ 　

かい小児科・内科・耳鼻咽喉科医院 坂本 園子 212-0055 川崎市幸区南加瀬３-25- １ 　

佐々木内科クリニック 佐々木 明德 212-0003 川崎市幸区小向町３-21 　

三條医院 三條 明良 212-0011 川崎市幸区幸町２-697 　

川崎鶴見血管外科クリニック 渋谷 慎太郎 212-0014 川崎市幸区大宮町５-６ ｺ･ｵﾘﾅ･ﾋﾞﾙ４階

新川崎耳鼻咽喉科医院 庄司 祐介 212-0058 川崎市幸区鹿島田２-24-11 ｺｱ小島１階

南加瀬しらい整形外科クリニック 白井 利明 212-0055 川崎市幸区南加瀬２-６-８ 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ３階

川崎幸クリニック 杉山 孝博 212-0016 川崎市幸区南幸町１-27- １ 　

千梨内科クリニック 関 江里子 212-0053 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅV201

関クリニック 関 文雄 212-0011 川崎市幸区幸町３-７ 　

第二川崎幸クリニック 関川 浩司 212-0021 川崎市幸区都町39- １ 　

関口医院 関口 博仁 212-0052 川崎市幸区古市場１-21 　

髙取内科医院 髙取 正雄 212-0056 川崎市幸区矢上13- ６ 　

高橋クリニック 高橋 薫 212-0057 川崎市幸区北加瀬２-７-20 　

メディ在宅クリニック 髙橋 保正 212-0056 川崎市幸区矢上２-７ 　

南加瀬ファミリークリニック 滝澤 憲一 212-0055 川崎市幸区南加瀬２-６-８ 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ２F

たくま幸クリニック 詫摩 哲郎 212-0054 川崎市幸区小倉３-28-12 ｼｬﾘｵ佐野１F

いきいきクリニック 武知 由佳子 212-0016 川崎市幸区南幸町２-34- ２ 川崎ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ１F

ナカオカクリニック 中岡 康 212-0053 川崎市幸区下平間38 　

中村クリニック泌尿器科 中村 薫 212-0014 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎227

川崎南部在宅診療所 中村 努 212-0055 川崎市幸区南加瀬２-８-15 新川崎ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ１F-B

中村整形外科 中村 信之 212-0052 川崎市幸区古市場１-21 　

川崎セツルメント診療所 西村 真紀 212-0052 川崎市幸区古市場２-67 　

南武医院 西脇 博一 212-0053 川崎市幸区下平間205 　

あいホームケアクリニック 塗木 裕也 212-0021 川崎市幸区都町37-10 さいわい都町ﾋﾞﾙ１階

橋爪医院 橋爪 誠 212-0005 川崎市幸区戸手２-３-12 　

はとりクリニック 羽鳥 裕 212-0058 川崎市幸区鹿島田１-８-33 はとりﾋﾞﾙ３F

南加瀬耳鼻咽喉科クリニック 平間 真理子 212-0055 川崎市幸区南加瀬２-６-８ 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ１F

介護老人保健施設千の風・川崎 廣瀬 好文 212-0003 川崎市幸区小向町15-25 　

藤田医院 藤田 健一 212-0016 川崎市幸区南幸町２-21 ２F 　

ゆみメディカルクリニック 北條 裕美子 212-0012 川崎市幸区中幸町１-18- ５- ２F 　

けいクリニック 正村 謙二 212-0016 川崎市幸区南幸町３-104 中川ﾋﾞﾙ３F

ましも内科循環器内科 真下 好勝 212-0016 川崎市幸区南幸町２-26-12 　

田中小児科医院 桝井 志保 212-0024 川崎市幸区塚越２-217 　

川崎中央クリニック 市村 真也 212-0022 川崎市幸区神明町２-68- ７ 　

まつくら整形外科 松倉 陽一 212-0016 川崎市幸区南幸町２-21- ７- １F 　

まつの内科クリニック 松野 久子 212-0032 川崎市幸区新川崎５-２ ｼﾝｶﾓｰﾙ３F

松葉医院 松葉 育郎 212-0024 川崎市幸区塚越２-159 　

まつやまクリニック 松山 恭輔 212-0053 川崎市幸区下平間341 ﾚｵﾅⅢ２F

みつや内科診療所 三廼 信之 212-0025 川崎市幸区古川町120 　

新川崎むらせ内科循環器内科 村瀬 達彦 212-0057 川崎市幸区北加瀬２-11- ３ 　

森田医院 森田 由里 212-0016 川崎市幸区南幸町３-14 　

さいわい整形外科 山本 憲一 212-0005 川崎市幸区戸手１-２-１ みゆきｺｰﾎﾟﾗｽ１F

横山クリニック 横山 勲 212-0014 川崎市幸区大宮町14- ４ 尊昌ﾋﾞﾙ４F

よしかわ耳鼻咽喉科 吉川 琢磨 212-0027 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎３F

米田医院 米田 直人 212-0012 川崎市幸区中幸町３-13 　

京浜総合病院 岩崎 浩 211-0044 川崎市中原区新城１-２-５ 　

日本医科大学武蔵小杉病院 谷合 信彦 211-8533 川崎市中原区小杉町１-383 　
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川崎市立井田病院 伊藤 大輔 211-0035 川崎市中原区井田２-27- １ 　

関東労災病院 根本 繁 211-8510 川崎市中原区木月住吉町１-１ 　

回生医院 秋丸 大理 211-0043 川崎市中原区新城中町２-10 　

あむろ内科クリニック 安室 尚樹 211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町796 　

綾部内科クリニック 綾部 晃久 211-0025 川崎市中原区木月１-23- ７ 　

荒田内科クリニック 荒田 浩久 211-0005 川崎市中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ１F

もとすみ皮フ科 飯田 秀雄 211-0025 川崎市中原区木月１-21- ７ 小山ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ２F

新丸子皮フ科・

アレルギー科クリニック
生冨 公明 211-0005 川崎市中原区新丸子町748 １F 　

池田整形外科 池田 崇 211-0053 川崎市中原区上小田中３-23-34 　

すぎのこ皮ふ科クリニック 石地 尚興 211-0063 川崎市中原区小杉町１-524- ２
M・H武蔵小杉ｼｬｰﾒｿﾞﾝ

201

どうどう小児科・アレルギー科 一城 千都絵 211-0004 川崎市中原区新丸子東３-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉４F

上杉クリニック 上杉 毅彦 211-0041 川崎市中原区下小田中１-15-33 　

うちだこどもクリニック 内田 啓司 211-0045 川崎市中原区上新城２-14-23
ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新

城１F

内田クリニック 内田 竜生 211-0016 川崎市中原区市ノ坪223 ｽｶｲ来夢101

宇藤内科医院 宇藤 浩 211-0022 川崎市中原区苅宿24-37 　

新城皮フ科 海野 俊雄 211-0044 川崎市中原区新城４-10- １ 　

江島整形外科クリニック 江島 正春 211-0033 川崎市中原区木月祗園町14-16-115 　

えじり子供クリニック 江尻 和夫 211-0005 川崎市中原区新丸子町734- １ ｱﾍﾞﾆｵ新丸子１F

大迫内科クリニック 大迫 宏次 211-0044 川崎市中原区新城２-15- ２ 　

元住吉こころみクリニック 高橋 広和 211-0025 川崎市中原区木月１-28- ５ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉３F

おおたクリニック 大田 勝弘 211-0025 川崎市中原区木月１-28- ５ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉２F

新丸子整形外科 大坪 材 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-831 KAHALAEAST １ ２F

岡島クリニック 岡島 一雄 211-0064 川崎市中原区今井南町21-35-102 ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ１階A

前田記念武蔵小杉クリニック 小川 千恵 211-0063 川崎市中原区小杉町１-403 武蔵小杉STMﾋﾞﾙ６F

おくせ医院 奥瀬 紀晃 211-0053 川崎市中原区上小田中１-26- １ ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ

かえでの風 かわさき中央
奥田 健太郎 211-0006 川崎市中原区丸子通１-413 ｳﾞｨﾗ新丸子101

武蔵小杉おさだ内科 長田 陽介 211-0016 川崎市中原区市ノ坪449- ３ 　

前田医院 小関 克彦 211-0005 川崎市中原区新丸子町765 　

おばな内科クリニック 小花 光夫 211-0045 川崎市中原区上新城２-４-８ 　

もとすみ内科・胃腸内科クリニック 片桐 秀元 211-0025 川崎市中原区木月１-33-15 進栄ﾋﾞﾙ１階

加藤順クリニック 加藤 順一 211-0063 川崎市中原区小杉町３-441- １ ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤２F

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック 金井 憲一 211-0063 川崎市中原区小杉町３-1501- １ ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟３階

平間クリニック 金谷 通 211-0012 川崎市中原区中丸子589-11 　

亀谷内科クリニック 亀谷 麒與隆 211-0012 川崎市中原区中丸子361 　

かわいクリニック武蔵小杉 河井 誠 211-0005 川崎市中原区新丸子町767- ２ 氏橋ﾋﾞﾙ３階B区画

神田クリニック 神田 東人 211-0067 川崎市中原区今井上町４-４ ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉１F

菊岡内科医院 菊岡 正和 211-0014 川崎市中原区田尻町35 　

武蔵小杉ハートクリニック 菊池 有史 211-0004 川崎市中原区新丸子東３-946- ３ MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ１F

なかはら内科クリニック 岸 智 211-0041 川崎市中原区下小田中３-30- ３ 　

北村医院 北村 修一 211-0025 川崎市中原区木月２-14- ６ 　

やまと診療所武蔵小杉 木村 一貴 211-0011 川崎市中原区下沼部1760 　

武蔵新城ブレストクリニック 國又 肇 211-0045 川崎市中原区上新城２-４-５ 　

久保田クリニック 久保田 勇人 211-0033 川崎市中原区木月祗園町15- １ 　

武蔵小杉くれ耳鼻咽喉科 呉 晃一 211-0004 川崎市中原区新丸子東３-1100-14  ２F 　

元住吉くろさき呼吸器内科

クリニック
黒﨑 裕一郎 211-0025 川崎市中原区木月１-33-15 進栄ﾋﾞﾙ１F

ますみ皮膚科 黒澤 真澄 211-0041 川崎市中原区下小田中２-16- １ 福康ﾋﾞﾙ１F

武蔵クリニック 小谷 富男 211-0045 川崎市中原区上新城１-４-８ ﾒｿﾞﾝｻﾝﾗｲｽﾞ107

こだま診療所 児玉 文雄 211-0011 川崎市中原区下沼部1886 ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂⅠ  101
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新城女性のクリニック 後藤 妙恵子 211-0045 川崎市中原区上新城２-11-29 ４階 　

小林医院 小林 洋一 211-0015 川崎市中原区北谷町31 　

武蔵小杉整形外科 小谷野 康彦 211-0063 川崎市中原区小杉町１-403 武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ２F

こやま耳鼻咽喉科アレルギー科

クリニック
小山 守 211-0005 川崎市中原区新丸子町765 　

ごんどう整形外科 権藤 宏 211-0044 川崎市中原区新城３-２-13 ﾗｳﾞｨｽﾀ５F･ ６F

丸子クリニック 住 静香 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-840 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ新丸子１F

さかい医院 堺 浩之 211-0064 川崎市中原区今井南町９-34 　

さかね内科クリニック 坂根 健志 211-0051 川崎市中原区宮内２-12- １ 　

さかもと内科クリニック 坂本 和彦 211-0035 川崎市中原区井田１-36- ３ 　

さとうクリニック 佐藤 牧 211-0063 川崎市中原区小杉町３-８-６ ﾌﾟﾘｰｽﾄ武蔵小杉１F

住吉診療所 佐藤 温 211-0025 川崎市中原区木月３-７-３ 　

澤口内科クリニック 澤口 健太郎 211-0033 川崎市中原区木月祗園町14-16 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116

武蔵中原しくらクリニック 四蔵 朋之 211-0042 川崎市中原区下新城２-１-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

柴﨑整形外科 本橋 克利 211-0063 川崎市中原区小杉町１-529-15 　

島脳神経外科整形外科医院 島 浩史 211-0036 川崎市中原区井田杉山町29-10 　

清水医院 清水 歩 211-0065 川崎市中原区今井仲町12-12 　

神保内科クリニック 神保 芳宏 211-0041 川崎市中原区下小田中２-１-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ１F

小杉内科ファミリークリニック 助川 慎一郎 211-0012 川崎市中原区中丸子13-21 LROCKS ２階

むさし小杉内科クリニック 鈴木 健修 211-0004 川崎市中原区新丸子東３-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉４階

すずき耳鼻咽喉科クリニック 鈴木 敏幸 211-0035 川崎市中原区井田１-36- ３ 　

すずむらクリニック 鈴村 健太 211-0041 川崎市中原区下小田中３-31- １ ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ１F

平間耳鼻咽喉科医院 須藤 光 211-0015 川崎市中原区北谷町693 ﾏﾙﾖｼﾋﾞﾙ１F

春原内科クリニック 春原 経彦 211-0044 川崎市中原区新城３-２-13 　

コスギコモンズクリニック 髙木 誠 211-0063 川崎市中原区小杉町２-228- １ W ３ 　

さくらクリニック

武蔵小杉内科・小児科
高田 茂 211-0004 川崎市中原区新丸子東３-1100-14 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉２F

たかはし内科 高橋 正光 211-0041 川崎市中原区下小田中１-３-６ JOJﾋﾞﾙ１F

髙見整形外科 髙見 博 211-0064 川崎市中原区今井南町21-35-101
ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ １階(B)･

２階(B)

元住吉クリニック 高村 和大 211-0025 川崎市中原区木月２-12-18 　

田口小児科医院 田口 宏和 211-0065 川崎市中原区今井仲町10-18 　

竹本小児科医院 竹本 桂一 211-0036 川崎市中原区井田杉山町13-48 　

田代耳鼻咽喉科医院 田代 直樹 211-0025 川崎市中原区木月１-31- ６ 　

田中耳鼻咽喉科クリニック 田中 一仁 211-0041 川崎市中原区下小田中２-４-29 ﾄﾊﾞﾀﾞﾅｳ弐番館１F

田中内科クリニック 田中 洋一 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-774 　

たむらクリニック 田村 義民 211-0066 川崎市中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ１F

だんのうえ眼科クリニック 檀之上 和彦 211-0053 川崎市中原区上小田中３-23-34 ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ３F

塚原クリニック 塚原 浩章 211-0063 川崎市中原区小杉町１-529 STEPS- ３ １F

つちや内科・循環器内科 土屋 勝彦 211-0053 川崎市中原区上小田中５-２-７ ｸﾚｼｱ武蔵中原１F

ポプラメディカルクリニック 寺田 江里 211-0053 川崎市中原区上小田中３-29- ２ ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ１F

小杉外科内科医院 寺戸 孝之 211-0068 川崎市中原区小杉御殿町２-88 　

徳植医院 徳植 純也 211-0025 川崎市中原区木月１-２-24 　

豊﨑医院 豊﨑 信雄 211-0025 川崎市中原区木月１-31-10 　

わたたに医院 豊田 隆世 211-0011 川崎市中原区下沼部1747 　

中島クリニック 中島 啓介 211-0034 川崎市中原区井田中ノ町８-36 　

中島医院 池上 英 211-0044 川崎市中原区新城３-５-１ 　

中橋メディカルクリニック 中橋 栄太 211-0015 川崎市中原区北谷町51- ９ 　

中村医院 中村 泰昭 211-0011 川崎市中原区下沼部1930- ２ 　

二宮内科小児科クリニック 二宮 嵩寛 211-0015 川崎市中原区北谷町693 　

野口クリニック 野口 肇 211-0024 川崎市中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

のなみクリニック 沼波 良太 211-0063 川崎市中原区小杉町１-547-83 　

はらクリニック 原 浩二 211-0053 川崎市中原区上小田中６-26- ３ ２F- ２



（第1,852号）令和4年(2022年)10月11日 川 崎 市 公 報

－3628－

新城整形外科 原田 俊隆 211-0044 川崎市中原区新城４-１-４ 　

はる内視鏡クリニック 春山 晋 211-0045 川崎市中原区上新城２-11-25  ３F 　

ヒロクリニック 廣澤 彰 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-826 新丸子東口ﾋﾞﾙ１F

ふじむら耳鼻咽喉科 藤村 昭子 211-0045 川崎市中原区上新城２-11-29 武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ２F

古矢整形外科医院 古矢 仁 211-0024 川崎市中原区西加瀬４-12 　

ほしおか内科・消化器内科

クリニック
星岡 賢英 211-0037 川崎市中原区井田三舞町３-５ 　

むさし整形外科 本庄 雄司 211-0041 川崎市中原区下小田中２-１-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ２F

武蔵中原まちいクリニック 町井 克行 211-0053 川崎市中原区上小田中６-23-10 小川ﾋﾞﾙ１F

松本クリニック 松本 正智 211-0006 川崎市中原区丸子通２-441 　

サンマルコクリニック 南 史朗 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-825- ７ 長井ﾋﾞﾙ２F

みのわ耳鼻咽喉科 蓑輪 仁 211-0063 川崎市中原区小杉町３-257- ４ 小杉第二山協ﾋﾞﾙ２F

宮尾クリニック 宮尾 直彦 211-0025 川崎市中原区木月１-６-14 　

みやぎ内科クリニック 宮城 憲一 211-0025 川崎市中原区木月３-25-10 　

宮崎医院 宮崎 彰 211-0044 川崎市中原区新城３-13- ８ 　

こすぎ駅前クリニック 宮脇 誠 211-0004 川崎市中原区新丸子東２-925 白誠ﾋﾞﾙ１F

新丸子ペインクリニック内科 宗像 和彦 211-0006 川崎市中原区丸子通２-682 ｴﾃﾞﾌｨｽAN101号室

むらた内科クリニック 村田 亜紀子 211-0063 川崎市中原区小杉町３-1501 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟１階

毛利医院 毛利 誠 211-0025 川崎市中原区木月３-５-33 　

もくぼ内科クリニック 杢保 敦子 211-0021 川崎市中原区木月住吉町２-25 ｴﾊﾞﾋﾞﾙ２ ４階

キャップスクリニック武蔵小杉 森下 あおい 211-0016 川崎市中原区市ノ坪449- ３ ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小杉

山出内科 栁澤 尚紀 211-0005 川崎市中原区新丸子町727- １ 　

山口外科 山口 裕史 211-0005 川崎市中原区新丸子町745- ３ 　

山越泌尿器クリニック 山越 昌成 211-0063 川崎市中原区小杉町３-252 朝日ﾊﾟﾘｵ武蔵小杉104

やまだ内科クリニック 山田 修司 211-0045 川崎市中原区上新城１-２-28-201 　

山高クリニック 山髙 浩一 211-0041 川崎市中原区下小田中２-33-39 　

こすぎ皮ふ科 山本 亜偉策 211-0063 川崎市中原区小杉町３-432 尾村ﾋﾞﾙ１階・２階

はなまるクリニック 山本 英世 211-0063 川崎市中原区小杉町２-313 ﾎﾟﾝ･ﾙﾃｪｰﾙ小杉１階

ハウズクリニック渡辺内科 渡邊 富博 211-0051 川崎市中原区宮内１-８-３ 　

渡辺こども診療所 渡邊 慎 211-0004 川崎市中原区新丸子東１-788 　

虎の門病院分院 宇田川 晴司 213-8587 川崎市高津区梶ケ谷１-３-１ 　

ハートフル川崎病院 大坪 明子 213-0006 川崎市高津区下野毛２-１-３ 　

総合高津中央病院 中村 良司 213-0001 川崎市高津区溝口１-16- ７ 　

帝京大学医学部附属溝口病院 原 眞純 213-8507 川崎市高津区二子５-１-１ 　

片倉病院 豊島 秀男 213-0014 川崎市高津区新作４-11-16 　

子母口整形外科 青柳 充 213-0023 川崎市高津区子母口497- ２ 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ２F

新城・新作こどもクリニック 赤尾 見春 213-0014 川崎市高津区新作４-12- ６ FMﾋﾞﾙ２F

いずみ泌尿器科皮フ科 泉 博一 213-0022 川崎市高津区千年301- １ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203

溝の口クリニック 井出 真弓 213-0001 川崎市高津区溝口１-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ２F

にし医院 伊藤 園子 213-0034 川崎市高津区上作延151- ４ 　

伊藤医院 伊藤 達也 213-0026 川崎市高津区久末1894 　

梶ヶ谷耳鼻咽喉科 嚴 文雄 213-0013 川崎市高津区末長１-40- １-103 姿見台ｽｶｲﾊｲﾂ

溝の口慶友クリニック 岩田 憲治 213-0011 川崎市高津区久本３-１-31 U-LAND溝ノ口ﾋﾞﾙ４F

高津内科クリニック 上田 裕司 213-0002 川崎市高津区二子３-33-20 　

内田内科 内田 和仁 213-0032 川崎市高津区久地４-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ１F

優ウィメンズクリニック 大井 理恵 213-0001 川崎市高津区溝口３-７-１ ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ４F

大久保クリニック 大久保 賢治 213-0029 川崎市高津区東野川２-36- ５ 　

千年診療所 大関 一裕 213-0021 川崎市高津区千年新町29- ５ 　

子母口耳鼻咽喉科医院 岡坂 吉記 213-0023 川崎市高津区子母口970- １ 　

かたおか小児科クリニック 片岡 正 213-0015 川崎市高津区梶ケ谷３-７-28-101 　

久地診療所 喜瀬 守人 213-0032 川崎市高津区久地４-19- ８ 　

木下耳鼻咽喉科医院 木下 俊之 213-0033 川崎市高津区下作延６-５-11 　
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桐村医院 桐村 拡明 213-0022 川崎市高津区千年200- ５ 　

国島医院 國島 友之 213-0033 川崎市高津区下作延３-22- ７ 　

二子新地ひかりこどもクリニック 久保田 亘 213-0004 川崎市高津区諏訪１-３-15 FMﾌﾗｯﾄ１F

木暮クリニック 木暮 悦子 213-0033 川崎市高津区下作延２-４-３ 　

ブレストケア高津 小林 隆司 213-0002 川崎市高津区二子５-２-１ 中興･２  ３階

高津駅前クリニック 神﨑 真実 213-0002 川崎市高津区二子５-２-５ 井上ﾋﾞﾙ２A

久地さとう医院 佐藤 浩則 213-0031 川崎市高津区宇奈根637- ５ 　

猿谷耳鼻咽喉科医院 猿谷 昌司 213-0001 川崎市高津区溝口３-10-38 猿谷ﾋﾞﾙ１F

野川整形外科 嶋﨑 宣孝 213-0029 川崎市高津区東野川１-７-９ ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川１F

しまむらクリニック 嶌村 健 213-0023 川崎市高津区子母口497- ２ 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ１F

鈴木医院 鈴木 宗紀 213-0001 川崎市高津区溝口２-18-46 　

洲之内内科 洲之内 建二 213-0001 川崎市高津区溝口１-13-16-102 　

住永クリニック 住永 雅司 213-0001 川崎市高津区溝口２-６-26 ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ２F

そめや内科クリニック 染谷 貴志 213-0013 川崎市高津区末長１-45- １ 秋本ﾋﾞﾙ１階

みぞのくちファミリークリニック 髙木 博 213-0011 川崎市高津区久本３-14- １- １F 　

田園二子クリニック 高崎 啓孝 213-0001 川崎市高津区溝口２-16- ５ ｱｲﾋﾟｰ溝の口ﾋﾞﾙ２F

高橋内科医院 髙橋 重人 213-0004 川崎市高津区諏訪１-９-１ 諏訪平壱番館101

武井クリニック 武井 裕 213-0033 川崎市高津区下作延２-７-26 ｼﾃｨﾌｫｰﾗﾑ溝ノ口101号

坂戸診療所 竹内 啓哉 213-0012 川崎市高津区坂戸１-６-18 　

田園都市溝の口つつじ内科

クリニック
竹野 景海 213-0014 川崎市高津区新作３-１-４ 　

窪田医院 田中 美砂子 213-0002 川崎市高津区二子５-10- １ 　

田中クリニック 田中 柳水 213-0029 川崎市高津区東野川２-36- ５
久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA棟

１F

溝の口駅前皮膚科 玉城 有紀 213-0001 川崎市高津区溝口２-９-12 ﾏﾙﾋﾛﾋﾞﾙ６- ２F

ＫＳＰクリニック 俵 美河 213-0012 川崎市高津区坂戸３-２-１ KSPﾋﾞﾙ西503

つるや内科クリニック 鶴谷 孝 213-0011 川崎市高津区久本１-６-５ 　

高山クリニック 豊田 哲鎬 213-0011 川崎市高津区久本３-２-３ ｳﾞｪﾙｳﾞｭ溝の口１F

長瀬クリニック 長瀨 良彦 213-0033 川崎市高津区下作延３-３-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷２F

梶が谷駅前内科クリニック 長町 誠嗣 213-0013 川崎市高津区末長１-９-１ ｽﾀｲﾘｵ梶が谷MALL ６F

成宮医院 成宮 達善 213-0029 川崎市高津区東野川１-17- ５ 　

あおば内科クリニック 難波 康夫 213-0015 川崎市高津区梶ケ谷６-２-８ 　

溝の口胃腸科・内科クリニック 野崎 雄一 213-0012 川崎市高津区坂戸１-６-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞｲ溝の口１F

椿クリニック 野中 勇志 213-0033 川崎市高津区下作延２-４-６ 溝口鈴木歯科ビル２F

はじかの医院 初鹿野 誠彦 213-0005 川崎市高津区北見方３-６-35-A 　

ハタカズコ婦人クリニック 秦 和子 213-0021 川崎市高津区千年新町28- ９ 　

はっとりファミリークリニック 服部 隆志 213-0005 川崎市高津区北見方２-16- １
高津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓ

ｰﾙ１F

梶ヶ谷クリニック 羽生 健 213-0013 川崎市高津区末長１-23-17 梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ１F

千年ファミリークリニック 林 ゆき子 213-0022 川崎市高津区千年637- ４ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙﾁﾄｾ１階

ゆめこどもクリニック 林 毅陸 213-0029 川崎市高津区東野川２-36- ４
久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞB棟

２F

廣津医院 廣津 伸夫 213-0011 川崎市高津区久本３-６-１-212 　

福住医院 福住 亮雄 213-0013 川崎市高津区末長３-12- ３ 　

やぐち耳鼻咽喉科クリニック 谷口 雄一郎 213-0001 川崎市高津区溝口４-１-17 SKD高津駅前ﾋﾞﾙⅠ ３F

福西内科クリニック 福西 康夫 213-0029 川崎市高津区東野川１-７-９ ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川２F

メディクスクリニック溝の口 南 陸彦 213-0033 川崎市高津区下作延５-11-12 　

宮川内科医院 宮川 浩 213-0001 川崎市高津区溝口１-６-１ 　

三輪内科おなかクリニック 三輪 純 213-0001 川崎市高津区溝口５-24- ８ ﾗｲﾌ溝口店２F

村川内科クリニック 村川 裕二 213-0032 川崎市高津区久地４-24- ５ 新川屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ２階

もぎたて耳鼻咽喉科 茂木立 学 213-0011 川崎市高津区久本１-２-５ 関口第一ﾋﾞﾙ４階401

森クリニック 森 久美子 213-0026 川崎市高津区久末９-１ 　

二子クリニック 山田 恭司 213-0002 川崎市高津区二子１-11-15 　
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山本整形外科医院 山本 茂樹 213-0013 川崎市高津区末長１-８-20 　

山本医院 山本 均 213-0023 川崎市高津区子母口728- ４ 　

津田山クリニック 横山 護 213-0033 川崎市高津区下作延６-４-１ 　

渡辺クリニック 渡辺 茂 213-0033 川崎市高津区下作延２-９-10 　

生田病院 岡田 昇 214-0037 川崎市多摩区西生田５-24- １ 　

武田病院 武田 龍太郎 214-0014 川崎市多摩区登戸3193 　

登戸プライマリケアクリニック 赤川 直之 214-0014 川崎市多摩区登戸1856-10 松鷹ﾋﾞﾙ101号

あさい内科医院 淺井 洋貴 214-0014 川崎市多摩区登戸538 　

稲田堤メディカルクリニック 安彦 篤 214-0001 川崎市多摩区菅２-15- ５ 　

五十嵐レディースクリニック 五十嵐 豪 214-0036 川崎市多摩区南生田４-６-６ 南生田ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ１F

中野島小児科クリニック 池上 香 214-0012 川崎市多摩区中野島６-22- ９ 　

池田小児科医院 生駒 雅昭 214-0012 川崎市多摩区中野島３-15-15 　

多摩脳神経外科 諌山 和男 214-0014 川崎市多摩区登戸1654 　

大森医院 石川 信子 214-0036 川崎市多摩区南生田７-20-21 　

石田整形外科 石田 保夫 214-0039 川崎市多摩区栗谷３-１-６ ｾ･ｳｨｽﾃﾘｱ１F

石原内科医院 石原 浩 214-0021 川崎市多摩区宿河原３-10- ３ ｾﾙｼｵITO

伊藤耳鼻咽喉科クリニック 伊藤 博喜 214-0037 川崎市多摩区西生田３-９-３
ｸﾚｰﾙ読売ﾗﾝﾄﾞ前202 ～

203

井上医院 井上 奈津彦 214-0021 川崎市多摩区宿河原４-25- ２ 　

あいクリニック産婦人科・小児科 上野 紀子 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷４-１-５ 　

たま耳鼻咽喉科 及川 貴生 214-0014 川崎市多摩区登戸1842 M's core １F

大串整形外科 金澤 臣晃 214-0014 川崎市多摩区登戸1801- １ 瑞穂第一ﾋﾞﾙ２F

大倉消化器科外科クリニック 大倉 聡 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷４-１-５ 　

中野島糖尿病クリニック 大津 成之 214-0012 川崎市多摩区中野島３-13- ８
中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨ

ﾚｯｼﾞA  ２F

稲田小児科医院 大出 集 214-0008 川崎市多摩区菅北浦２-２-24 　

多摩ファミリークリニック 大橋 博樹 214-0013 川崎市多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ１F

桜クリニック 岡野 公一 214-0014 川崎市多摩区登戸3292 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ１F

岡野内科医院 岡野 敏明 214-0014 川崎市多摩区登戸1737 　

かじもと整形外科 梶本 陽司 214-0021 川崎市多摩区宿河原４-28- ８ ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ宿河原１F

登戸内科・脳神経クリニック 加茂 力 214-0013 川崎市多摩区登戸新町434 　

岸内科胃腸科医院 岸 忠宏 214-0037 川崎市多摩区西生田２-２-５ 　

あかりクリニック 岸本 厚子 214-0014 川崎市多摩区登戸2066- １ 101 　

木下医院 木下 藤英 214-0013 川崎市多摩区登戸新町98 　

登戸きむら皮フ科クリニック 木村 聡子 214-0014 川崎市多摩区登戸3356- １ ﾙｰｸｽ１F-A

木村耳鼻咽喉科 木村 元俊 214-0012 川崎市多摩区中野島６-26- １ ﾌｼﾞﾖｼﾊｲﾑ２F

かえでファミリークリニック 櫛笥 永晴 214-0023 川崎市多摩区長尾５-２-２-101 　

向ヶ丘久保田内科 久保田 章 214-0014 川崎市多摩区登戸2708- １ YMﾋﾞﾙ３F･ ４F

久保田診療所 久保田 風生 214-0021 川崎市多摩区宿河原４-21-23 　

公文内科クリニック 公文 大輔 214-0014 川崎市多摩区登戸1792- ２ ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘１階

黒須内科クリニック 黒須 知二 214-0035 川崎市多摩区長沢４-２-９ ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松澤207

こう内科クリニック 洪 基哲 214-0014 川崎市多摩区登戸2766- ５ SKﾋﾞﾙ101

中野島北口コガワクリニック 古河 哲哉 214-0012 川崎市多摩区中野島６-26- ２ F&Fﾊｲﾑ２F

コクボ診療所 國保 久光 214-0021 川崎市多摩区宿河原６-33- ９- １F 　

多摩クリニック 桜井 淳 214-0011 川崎市多摩区布田２-24 　

向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 櫻井 丈 214-0014 川崎市多摩区登戸2662- １ ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園３F

ささき腎泌尿器クリニック 佐々木 秀郎 214-0014 川崎市多摩区登戸2566- １ GranSoleil登戸301

清水小児科クリニック 清水 晃 214-0001 川崎市多摩区菅６-13-20 　

稲田堤駅前脳神経外科内科

クリニック
荘司 光彦 214-0003 川崎市多摩区菅稲田堤１-17-28-201 　

しんたに耳鼻咽喉科クリニック 新谷 敏晴 214-0014 川崎市多摩区登戸3356- １ 　

すずき内科クリニック 鈴木 健吾 214-0014 川崎市多摩区登戸2130- ２ ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208

たまふれあいクリニック 鈴木 忠 214-0014 川崎市多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘２階
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コハル内科 鈴木 春彦 214-0001 川崎市多摩区菅４-１-１ ｺﾝﾄﾗｲ101号

鈴木内科医院 鈴木 雅之 214-0013 川崎市多摩区登戸新町188 　

須田メディカルクリニック 須田 直史 214-0036 川崎市多摩区南生田４-20- ２ 　

読売ランド前すわクリニック 諏訪 敏之 214-0037 川崎市多摩区西生田１-８-１-102 　

関口内科医院 関口 信哉 214-0001 川崎市多摩区菅２-８-27 第一平山ﾋﾞﾙ１階

高橋クリニック 髙橋 章 214-0022 川崎市多摩区堰３-５-14 　

中野島診療所 高橋 伸之 214-0012 川崎市多摩区中野島４-９-１ 　

中野島たきぐち耳鼻咽喉科 滝口 修平 214-0012 川崎市多摩区中野島３-13- ８
中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨ

ﾚｯｼﾞA101

たけやま呼吸器・内科クリニック 武山 廉 214-0014 川崎市多摩区登戸2427- ５ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ３F

つじ内科クリニック 辻 正人 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷４-１-５ 　

土屋医院 土屋 広明 214-0036 川崎市多摩区南生田１-12- ２ 　

てづか内科・循環器クリニック 手塚 尚紀 214-0001 川崎市多摩区菅１-５-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤１A

土井医院 土井 義之 214-0008 川崎市多摩区菅北浦４-11-25 　

登戸クリニック 友廣 忠寿 214-0014 川崎市多摩区登戸2566- １
GranSoleil登 戸101，

201号室

豊田クリニック 豊田 博史 214-0014 川崎市多摩区登戸3200 　

中込内科クリニック 中込 健郎 214-0038 川崎市多摩区生田７-２-13 SKﾋﾞﾙ２F

登戸なかたに消化器・糖尿病内科 中谷 行宏 214-0014 川崎市多摩区登戸2565- １ 　

中村クリニック 中村 健 214-0038 川崎市多摩区生田６-６-５ ｶｰｻﾋﾟﾉ１F

中村医院 中村 全 214-0013 川崎市多摩区登戸新町358- １ 　

西根医院 西根 晃 214-0032 川崎市多摩区枡形１-８-38 　

西村クリニック 西村 真 214-0001 川崎市多摩区菅２-４-２ ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202

登戸ハナミズキ内科 根本 憲一 214-0014 川崎市多摩区登戸2428
N o b o r i t o  G a t e 

Building ４F

南生田クリニック 野内 俊彦 214-0036 川崎市多摩区南生田４-11- ８ 　

原田内科クリニック 原田 契一 214-0037 川崎市多摩区西生田４-16-24 　

藤井整形外科 藤井 壯一 214-0014 川崎市多摩区登戸2566- １ ｸﾞﾗﾝｿﾚｲﾕ２F

藤田クリニック 藤田 毅 214-0012 川崎市多摩区中野島３-14-37 　

すばる診療所 堀 秀之 214-0014 川崎市多摩区登戸598- ２ 　

ことぶきクリニック 前田 壽哉 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷４-１-５ 　

前原医院 前原 真司 214-0004 川崎市多摩区菅馬場１-１-27 　

牧野クリニック 牧野 秀樹 214-0012 川崎市多摩区中野島３-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ７番館１F

稲田登戸クリニック 松本 秀平 214-0008 川崎市多摩区菅北浦４-３-１ ｵｰｸﾋﾙｽﾞ101号

水上内科医院 水上 純一 214-0037 川崎市多摩区西生田３-９-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ２F

宮部耳鼻咽喉科医院 宮部 聡 214-0038 川崎市多摩区生田７-２-７ 　

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ

かえでの風たま・かわさき
宮本 謙一 214-0034 川崎市多摩区三田１-８-９ ｸﾞﾚｲｽｲﾂﾞﾐ106号室

向ヶ丘遊園整形外科リウマチ科 村上 恭平 214-0014 川崎市多摩区登戸2052 ﾖｼｻﾞﾜﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ３階

本橋内科クリニック 本橋 信博 214-0021 川崎市多摩区宿河原３-１-６ 　

山崎クリニック 山崎 晴義 214-0037 川崎市多摩区西生田３-26- ７ 　

中野島整形外科 山田 浩司 214-0012 川崎市多摩区中野島６-26- ２ F&Fﾊｲﾑ１F

やまもとクリニック 山本 勝 214-0013 川崎市多摩区登戸新町404 古谷ﾋﾞﾙ３F

渡辺小児科医院 渡邊 明子 214-0039 川崎市多摩区栗谷３-１-１ 井田ﾋﾞﾙ207

渡辺耳鼻咽喉科 渡辺 昭司 214-0021 川崎市多摩区宿河原４-25- ２  101 　

有馬病院 大沼 秀樹 216-0003 川崎市宮前区有馬３-10- ７ 　

かわさき記念病院 福井 俊哉 216-0013 川崎市宮前区潮見台20- １ 　

あおやぎ内科循環器クリニック 青柳 昭彦 216-0015 川崎市宮前区菅生２-１-９ 　

宮前平医院 青山 弘毅 216-0005 川崎市宮前区土橋２-１-30 　

ゆりかごクリニック 荒井 健利 216-0015 川崎市宮前区菅生１-２-20 ｲｽﾞﾐｰﾙ103号

鷺沼人工腎臓石川クリニック 石川 丈之 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-10- ３ 　

さぎぬま公園クリニック 石川 雅也 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-18- １ ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ203
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なないろこどもとアレルギーの

クリニック
石川 良子 216-0003 川崎市宮前区有馬５-17-21 　

いしだ内科外科クリニック 石田 孝雄 216-0022 川崎市宮前区平４-４-１ 　

宮崎台クリニック 泉 正紀 216-0033 川崎市宮前区宮崎３-14-23 　

宮前平内科クリニック 伊東 克彦 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-15- ２ 　

宮前平トレイン耳鼻咽喉科 伊東 祐永 216-0007 川崎市宮前区小台２-６-６ 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ３階

宮前平いわなみ眼科 岩波 将輝 216-0005 川崎市宮前区土橋７-１-３
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ宮前区役

所前２F

潮見台植木クリニック 植木 茂年 216-0013 川崎市宮前区潮見台６-７ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103

鷺沼透光診療所 氏家 茂樹 216-0007 川崎市宮前区小台１-20- １
ｱ ﾝ･ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽ ﾊ ﾟ ｰ ｸ

601･602号室

SOL整形外科スポーツクリニック 内田 繕博 216-0002 川崎市宮前区東有馬５-１-２ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD３F,２F

宮前平グリーンハイツ診療所 大熊 由美子 216-0023 川崎市宮前区けやき平１-16-209 　

おおたけファミリークリニック 大竹 普 216-0022 川崎市宮前区平１-１-４ 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ２F

大野医院 大野 祐子 216-0035 川崎市宮前区馬絹３-８-34 　

神奈川ひまわりクリニック 小野 龍太 216-0006 川崎市宮前区宮前平３-３-26 　

小野田医院 小野田 恵一郎 216-0035 川崎市宮前区馬絹６-22-14 第一ｹｰｴｰﾋﾞﾙ１F ２F

川崎ヒューマンクリニック 小野寺 直樹 216-0007 川崎市宮前区小台１-17- ３
S a g i n u m a  D e n t o 

Hills101

ありま眼科 御宮知 達也 216-0002 川崎市宮前区東有馬５-23-22 　

ふたば内科眼科糖尿病クリニック 加藤 浩之 216-0033 川崎市宮前区宮崎２-10- ２- ２階 　

かねこクリニック 金子 光延 216-0035 川崎市宮前区馬絹４-４-13 　

鎌田クリニック 鎌田 正広 216-0022 川崎市宮前区平２-11- ３ YOUﾋﾞﾙ１F

野川クリニック 亀谷 雄一郎 216-0043 川崎市宮前区野川台１-21-15 　

Ｋ-クリニック 河上 哲 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-１-６ 　

河野医院 河野 勝驥 216-0005 川崎市宮前区土橋３-３-４ 　

川本整形外科 川本 守 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-１-３ 　

菊岡医院 菊岡 理 216-0007 川崎市宮前区小台２-22- ７ 　

きたじま内科・脳神経クリニック 北島 和人 216-0002 川崎市宮前区東有馬５-１-２ 　

北見整形外科 北見 圭司 216-0001 川崎市宮前区野川3000 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ１F

くさか整形外科クリニック 日下 達夫 216-0022 川崎市宮前区平１-１-４ 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ１F

くりう内科クリニック 栗生 和幸 216-0032 川崎市宮前区神木２-２-１
宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-

２

宮前つばさクリニック 幸田 恭子 216-0033 川崎市宮前区宮崎６-９-５
東急宮前平ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊ

ﾟｰｸ２F

鷺沼整形外科クリニック 古梶 正洋 216-0004 川崎市宮前区鷺沼３-２-６-２F 　

こにしクリニック 小西 一男 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-３-13 　

さがらクリニック 相良 憲彦 216-0003 川崎市宮前区有馬５-19- ７-201 　

東方医院 佐々木 健一 216-0007 川崎市宮前区小台２-６-２ ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平３F

佐治医院 佐治 正勝 216-0042 川崎市宮前区南野川３-６-２ 　

さぎぬま脳神経クリニック 島崎 賢仁 216-0004 川崎市宮前区鷺沼３-２-６ 　

菅野耳鼻咽喉科 菅野 澄雄 216-0002 川崎市宮前区東有馬３-５-29 KUMANOﾋﾞﾙ１F

宮前平すがのクリニック 菅野 雅彦 216-0007 川崎市宮前区小台２-６-６ 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ３F

すずか小児科・皮ふ科クリニック 鈴鹿 隆久 216-0005 川崎市宮前区土橋１-21-11 ﾋﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ２F

風の道クリニック 須藤 みか 216-0043 川崎市宮前区野川台３-７-１ 　

おおば内科クリニック 髙橋 英二 216-0005 川崎市宮前区土橋３-３-１ ﾄﾞｩ-ｴ･ｱｺﾙﾃﾞ204

たかはしクリニック 高橋 俊光 216-0033 川崎市宮前区宮崎２-13- １ ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台１F

たかはしメモリークリニック 髙橋 正彦 216-0011 川崎市宮前区犬蔵２-７-１ 　

宮前平整形外科クリニック 田中 達朗 216-0007 川崎市宮前区小台２-６-６ 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ２F

好生堂医院 田村 俊 216-0041 川崎市宮前区野川本町２-２-10 　

つじ耳鼻咽喉科クリニック 辻 富彦 216-0005 川崎市宮前区土橋３-３-１ ﾄﾞｩｰｴ･ｱｺﾙﾃﾞ203

宮前平健栄クリニック 出川 寿一 216-0007 川崎市宮前区小台２-５-２ 宮前平ﾊｲﾂ２F

こども元気！内科クリニック 手塚 勝也 216-0044 川崎市宮前区西野川１-４-17 　
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鎌田クリニック南平台 冨樫 秀生 216-0024 川崎市宮前区南平台３-30 　

川崎宮前平とくえ内科循環器内科

クリニック
徳江 政英 216-0007 川崎市宮前区小台２-５-１-301 　

みやびクリニック 中田 雅弘 216-0024 川崎市宮前区南平台３-17 　

根岸耳鼻咽喉科医院 根岸 達郎 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-１-５ 　

五所塚診療所 浜島 秀典 216-0021 川崎市宮前区五所塚１-21- ４ 　

原クリニック 原 俊雄 216-0004 川崎市宮前区鷺沼４-10- ５ 　

福島内科医院 福島 淑隆 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-19- ９ 　

小林外科胃腸科 藤田 美弥子 216-0031 川崎市宮前区神木本町２-２-17 　

宮崎台スキンクリニック 藤井 真未 216-0033 川崎市宮前区宮崎１-８-21 宮崎台南ｼﾃｨﾊｳｽ101

北部市場クリニック 藤野 喜理子 216-0012 川崎市宮前区水沢１-１-１
川崎市中央卸売市場

北部市場管理棟内

宮崎台耳鼻咽喉科 細井 広道 216-0033 川崎市宮前区宮崎２-10- ８ ﾄﾗﾍﾟｽﾞ宮崎台２F

本田医院 本田 智嗣 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-10-11 　

馬目整形外科・内科クリニック 馬目 晃匡 216-0041 川崎市宮前区野川本町１-３-１ 　

丸田クリニック 丸田 和夫 216-0004 川崎市宮前区鷺沼３-４-５ 　

三倉医院 三倉 亮平 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-15-15 Brillia宮前平201

村上循環器科内科皮膚科 村上 康文 216-0044 川崎市宮前区西野川１-４-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ２F

もぎ循環器科内科医院 茂木 純一 216-0033 川崎市宮前区宮崎５-14-19 　

本村医院 本村 智子 216-0002 川崎市宮前区東有馬５-24- １ 　

森島小児科内科クリニック 森島 昭 216-0002 川崎市宮前区東有馬３-15-10 　

やがわ内科・消化器内科 矢川 裕介 216-0005 川崎市宮前区土橋１-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ１F

山口整形外科 山口 祐一郎 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-８-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ４階

宮前平第２クリニック 山田 耕永 216-0006 川崎市宮前区宮前平２-５-16 ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ３F

さくら坂やまだ耳鼻咽喉科 山田 良宣 216-0033 川崎市宮前区宮崎２-10- ２ 第二隆祥ﾋﾞﾙ３階

山本内科クリニック 山本 一哉 216-0025 川崎市宮前区白幡台１-９-10 　

鷺沼診療所 行形 毅 216-0003 川崎市宮前区有馬１-22-16 　

田園都市クリニック 横田 雅史 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-22- ７ ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ１F

吉田皮フ科 吉田 秀也 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１-18- １ ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ202

れいんぼう川崎診療所 齋藤 薫 216-0002 川崎市宮前区東有馬５-８-10 　

麻生リハビリ総合病院 菅 直樹 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-23-50 　

川崎みどりの病院 桑野 稔啓 215-0013 川崎市麻生区王禅寺1142 　

新百合ヶ丘総合病院 笹沼 仁一 215-0026 川崎市麻生区古沢都古255 　

麻生総合病院 菅 泰博 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-25- １ 　

たま日吉台病院 鈴木 敏夫 215-0013 川崎市麻生区王禅寺1105 　

柿生記念病院 関田 則昭 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-28-20 　

川崎田園都市病院 邉見 仁 215-0023 川崎市麻生区片平1782 　

しんゆり耳鼻咽喉科 赤澤 吉弘 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-１-２ ｼﾃｨﾓｰﾙ４F

はるひ野内科クリニック 荒木 康史 215-0036 川崎市麻生区はるひ野４-４-１
はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯ

ｼﾞA棟- １F

新ゆり眼科 安西 欣也 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-３-４ WAKAﾋﾞﾙ５F

池内クリニック新百合ヶ丘内科・

消化器内科
池内 信人 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-１-２

新百合ヶ丘駅前ﾋﾞﾙ４

階405区画

ユミカ内科小児科

ファミリークリニック
石川 結美香 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-40- １ 　

新百合ヶ丘石田クリニック 石田 一雄 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-５-２
小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ

４F

いしだクリニック 石田 和彦 215-0011 川崎市麻生区百合丘２-７-１ 　

井上医院 井上 園子 215-0024 川崎市麻生区白鳥３-６-12 　

新百合ヶ丘スマイルメンタル

クリニック
井上 由美子 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-１-２ ｼﾃｨﾓｰﾙ４F

リスホームケアクリニック 岩﨑 拓也 215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘５-７-１-204 　

おおたクリニック 太田 篤 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-31- １ ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ１F
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岡崎医院 岡﨑 大武 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東２-13- １ 　

さくらクリニック 岡村 弘次郎 215-0004 川崎市麻生区万福寺３-２-１ 　

栗平おさだ皮フ科 長田 雅子 215-0024 川崎市麻生区白鳥３-５-１ ｼｬﾝﾃ102

上麻生内科 小関 新 215-0021 川崎市麻生区上麻生２-11-21 　

すこやかこどもクリニック 小野木 惠子 215-0024 川崎市麻生区白鳥３-５-２ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ白鳥１-B

新ゆりクリニック 小野田 肇 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-８-７ ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101

光中央診療所 小幡 純一 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-８-７ ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘１-103

はるひ野整形外科 替地 恭介 215-0036 川崎市麻生区はるひ野４-４-１
はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯ

ｼﾞB棟- １F

葛西皮膚科医院 葛西 庸子 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東４-13- ５ 　

かじもと耳鼻咽喉科 梶本 正子 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-９-10 　

かとう整形外科 加藤 英治 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-39-15 ﾊﾙｸﾞﾗﾝ柿生１階

かねこ眼科クリニック 金子 敏雄 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東３-26- ６ 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ３F

栗木台かわぐちクリニック 川口 文夫 215-0032 川崎市麻生区栗木台１-２-３ 　

きむら内科クリニック 木村 謙介 215-0025 川崎市麻生区五力田２-14- ６ 　

あさお診療所 清田 実穂 215-0021 川崎市麻生区上麻生２-１-10 　

クロキ形成外科クリニック 黒木 尭比古 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-９-10 　

小林内科医院 小林 明文 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-９-10 　

ごみぶちクリニック 五味渕 誠 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西５-１-30 １階B

かきお駅前さいとうクリニック 齋藤 光代 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-39-35 １階

セントラル整形外科 笹尾 三郎 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-１-２ ｼﾃｨﾓｰﾙ４F

かきお北口皮ふ科クリニック 佐藤 雅道 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-40- ４ 　

あさお・百合クリニック 佐野 順子 215-0015 川崎市麻生区虹ケ丘１-10- １ 　

柿生内科クリニック 菅田 文彦 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-38-10 　

池内クリニック 杉山 伸也 215-0031 川崎市麻生区栗平２-１-６ 小田急ﾏﾙｼｪ栗平１F

ともクリニック 鈴木 知子 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-６-８ 　

柿生すずき内科循環器内科 鈴木 宏行 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-23- ６ 　

しんゆり皮フ科クリニック 薗部 陽 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-５-２
小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ

４F

だいとうたじま眼科 大東 正和 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-２-２ 新百合21ﾋﾞﾙB １F

新ゆり内科 高橋 央 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西４-３-８ 　

新百合ヶ丘ステーションクリニック 高橋 啓泰 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-20- １
小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ヶ

丘５F

嶋﨑内科医院 滝田 孝之 215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘８-１-１-202 　

新ゆり武内クリニック 武内 宏之 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-３-５ 　

百合ヶ丘診療所 竹岡 知子 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-16-12 ｻﾝﾗﾌﾚ百合ヶ丘８-101

新ゆり整形外科 田中 英俊 215-0021 川崎市麻生区上麻生１-３-５ 　

玉川内科クリニック 玉川 恭士 215-0014 川崎市麻生区白山４-１-１-119 　

王禅寺公園クリニック 中原 広明 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西３-27- ７ 　

百合丘外科産婦人科 中原 優人 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-14- ６ 　

にもり内科クリニック 二森 浩行 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-29-36 　

林整形外科 林 央介 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-５-19 　

平井内科クリニック 平井 洋一 215-0025 川崎市麻生区五力田２-２-１-103 　

ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 平山 裕 215-0004 川崎市麻生区万福寺６-７-２ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ２階

ひろわたり眼科 廣渡 崇郎 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-５-１ ﾎﾞﾇｰﾙ百合丘１F

新百合山手福本内科 福本 学 215-0004 川崎市麻生区万福寺６-７-２ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

藤木内科医院 藤木 博昭 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東１-９-３ 　

ふるたクリニック 古田 一徳 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-19- ２ 司生堂ﾋﾞﾙ１階

堀野メディカルクリニック 堀野 誠 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東３-26- ６ 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ１F

あさおクリニック 前波 輝彦 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-８-10 　

百合が丘すみれクリニック 松浦 健太郎 215-0001 川崎市麻生区細山２-８-７-１F 　

ミオ医院 三尾 英之 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東５-１-５ 　

百合ヶ丘駅前クリニック 三瓶 正史 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-２-１ 　
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百合丘水野クリニック 水野 泰彦 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-16-22 　

ガイアクリスタルクリニック 水間 哲郎 215-0004 川崎市麻生区万福寺１-７-１ TWﾋﾞﾙ２F

みぞぶちクリニック 溝渕 昇 215-0021 川崎市麻生区上麻生６-９-２ ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和１F

光永医院 光永 忍 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-２-２ 　

みねき内科クリニック 峯木 仁志 215-0012 川崎市麻生区東百合丘２-29-10 　

キウイファミリークリニック 宮田 大揮 215-0022 川崎市麻生区下麻生３-23-28 　

もちづき泌尿器科クリニック 望月 康平 215-0021 川崎市麻生区上麻生５-40- １ 鈴木ﾋﾞﾙ２階

かきお整形外科 山田 広志 215-0022 川崎市麻生区下麻生３-21- ５ 麻生ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ２F

耳鼻咽喉科よしだクリニック 吉田 高史 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-２-１-201 　

吉松クリニック 吉松 信彦 215-0011 川崎市麻生区百合丘１-16- ２-301 　

米田胃腸科外科医院 米田 禮之 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西１-24- １ 　

新百合ヶ丘龍クリニック 龍 祥之助 215-0026 川崎市麻生区古沢７ 　

渡辺クリニック 渡邉 寛之 215-0021 川崎市麻生区上麻生７-22-11 　

渡辺内科消化器科医院 渡辺 義郎 215-0021 川崎市麻生区上麻生４-34- ５ 　

聖マリアンナ医科大学病院 大坪 毅人 216-8511 川崎市宮前区菅生２-16- １ 　

川崎市立多摩病院 長島 悟郎 214-8525 川崎市多摩区宿河原１-30-37 　

聖マリアンナ医科大学東横病院 古畑 智久 211-0063 川崎市中原区小杉町３-435 　

よつば診療所 御影 秀徳 214-0036 多摩区南生田５-24- ９ 生田テラスハウス

こころと痛みクリニック 長田 賢一 211-0063 中原区小杉町３-249- ２
クレアホームズ小杉

１F

ヨーダー公子クリニック 桑高 公子 210-0007 川崎区駅前本町８-304- ２ 川崎ダイスビル３F

あいホームケアクリニック川崎大師 須山 太助 210-0817 川崎区大師本町８-11
日興パレス川崎大師

１F

小杉中央クリニック 布施 純郎 211-0063 中原区小杉町１-403
武蔵小杉タワープレ

イス２Ｆ

神奈川いぐさクリニック 池井 佑丞 216-0042 宮前区南野川３-41-15-301 　

武蔵小杉平沼クリニック 平沼 菜穂子 211-0016 中原区市ノ坪26コウトビル２階 　

介護老人保健施設

葵の園・川崎南部
石井 高暁 210-0822 川崎区田町２-９-２ 　

介護老人保健施設　葵の園・川崎 緒方 貞夫 210-0843 川崎区小田栄２-１-６ 　

武蔵小杉皮ふ科 山本 亜偉策 211-0004 中原区新丸子東３-1302
ららテラス武蔵小杉

４階454

さくらライフ新丸子クリニック 中田 賢一郎 211-0004 中原区新丸子東２-897-11 ラポール新丸子　202

武蔵小杉内科・漢方・循環器 横瀬 友好 211-0011 中原区下沼部1810- １ ｼﾃｨﾊｳｽ武蔵小杉２階

田中整形外科 田中 慎一 211-0025 中原区木月３-32-18 　

山形皮膚科クリニック 山形 健治 211-0041 中原区下小田中２-４-29- ２F 　

在宅テラス診療所なかはら 齋賀 真言 211-0041 中原区下小田中３-16- ５- １階 　

中原整形外科 原山 国秀 211-0044 中原区新城１-８-９ 　

医大前内科クリニック 野口 恵生 211-0063 中原区小杉町１-509- １
ﾏｲｷｬｯｽﾙ武蔵小杉Ⅲ　

１階

はりまや耳鼻咽喉科
播磨谷

　
敦 211-0063 中原区小杉町１-403

武蔵小杉タワープレ

イス１階

中原すみれクリニック 柿沼 三郎 211-0064 中原区今井南町28-50 阿部ビル

介護老人保健施設

葵の園・武蔵小杉
新谷 幸義 211-0066 中原区今井西町２-58 　

地域密着型特別養護老人ホーム

こむかい 己斐 聡美 212-0002 幸区小向仲野町１-３ 　

特別養護老人ホーム

クロスハート幸・川崎 髙田 益江 212-0007 幸区河原町１-37 　

川崎ライフケアクリニック 菊岡 良考 212-0012 幸区中幸町４-42 菊岡ビル201

スクエアクリニック 本間 良子 212-0013 幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ東館１F

川崎ファミリーケアクリニック 飯田 茂 212-0014 幸区大宮町12- ７ TMﾋﾞﾙⅡ　３階

特別養護老人ホーム　南さいわい 己斐 聡美 212-0016 幸区南幸町３-149- ３ 　

新川崎ひたち整形外科 月出 康平 212-0032 幸区新川崎５-２ ｼﾝｶﾓｰﾙ３F
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内科・いまいクリニック 今井 久美雄 212-0053 幸区下平間84- ３ 　

パークシティー皮フ科泌尿器科 牧　 三樹子 212-0054 幸区小倉１－１
ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ

棟211

川崎高津診療所 松井 英男 213-0001 高津区溝口４-１-３ T・Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ４F

サンライズクリニック 水戸部 茂彦 213-0011 高津区久本３-２-22-102 　

介護老人保健施設　ゆい 西木 俊一 213-0014 高津区新作３-７-１ 　

つきおかメディカルクリニック 月岡 稔雄 213-0021 高津区千年新町28- ３ 　

介護老人保健施設たかつ 原　 孝 213-0023 高津区子母口498- ２ 　

川崎高津クリニック 岸田 麻子 213-0031 高津区宇奈根638- １ 　

介護老人保健施設 樹の丘 関川 泰隆 213-0032 高津区久地４-19- １ 　

松岡クリニック 松岡 道夫 213-0033 高津区下作延２-35- １ ｽﾍﾟｰｽｱﾒﾆﾃｨ梶ヶ谷２F

溝ノ口診療所 多田 靖 213-0033 高津区下作延４-10-11 　

メディクス溝の口ガーデン

クリニック
田中 武則 213-0033 高津区下作延５-29- １ 　

いなだ整形外科ひふ科 野村 房江 214-0001 多摩区菅４-３-35　１F 　

にし整形外科ペインクリニック 西　 勇樹 214-0003 多摩区菅稲田堤１-17-28 ｶｰｻﾌﾄｩｰﾙﾑ１Ｆ103

介護老人保健施設

よみうりランドケアセンター
水田 邦雄 214-0006 多摩区菅仙谷４-１-３ 　

むこうがおかクリニック 高木 秀学 214-0014 多摩区登戸1854
伊藤ﾋﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

201

登戸診療所 飯田 茂 214-0014 多摩区登戸3398- １ 大樹生命登戸ﾋﾞﾙ２階

介護老人保健施設　遊花園 新谷 幸義 214-0032 多摩区枡形６-４-25 　

介護老人保健施設　三田あすみの丘 酒井 亮介 214-0034 多摩区三田１-14- ２ 　

高山整形外科 高山 景範 214-0037 多摩区西生田３-９-30 ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ２F

重症児・者福祉医療施設

ソレイユ川崎
酒井 亮介 215-0001 麻生区細山1203 　

くぼ皮膚科クリニック 久保 かおり 215-0004 麻生区万福寺６-７-２ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ２F

介護老人保健施設

虹が丘リハビリケアセンター
加藤 信夫 215-0013 麻生区王禅寺963-11 　

虹ヶ丘クリニック 本田 直康 215-0015 麻生区虹ヶ丘３-２-１ 　１階 　

王禅寺整形外科 泉　 康次郎 215-0018 麻生区王禅寺東３-26- ６ 　

（新百合ヶ丘介護老人保健施設

つくしの里）
高橋 啓泰 215-0021 麻生区上麻生３-14-20 　

内田毅クリニック 内田 毅 215-0021 麻生区上麻生４-15- １ 山口台ﾋﾞﾙ４F

介護老人保健施設

アクアピア新百合
石田 和彦 215-0035 麻生区黒川318 　

（特別養護老人ホームみかど荘） 金子 美子 216-0044 宮前区西野川３丁目39番18号 　

帝京大学老人保健センター 沖永 佳史 216-0041 宮前区野川本町２-13- ６ 　

介護老人保健施設

プラチナ・ヴィラ宮前
肥土 直美 216-0042 宮前区南野川３-23- １ 　

鷺沼ファミリークリニック 畠中 正孝 216-0004 宮前区鷺沼３-２-６ 鷺沼ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ６F

青野診療所 大田 和枝 216-0004 宮前区鷺沼１-11- ６ 鷺沼第１ﾋﾞﾙ406

原田皮フ科 原田 昭一郎 216-0007 宮前区小台１-20- １ ｱﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ702号

老人保健施設レストア川崎 山本 登 216-0011 宮前区犬蔵２-25- ９ 　

いぬくら内科医院 島田 貴 216-0011 宮前区犬蔵１-９-45 ｴｽﾏﾝｼｮﾝ101

水沢クリニック 米波 浩二 216-0012 宮前区水沢２-20- １ 　

介護老人保健施設　ろうけん宮前 米波 浩二 216-0012 宮前区水沢２-20- １ 　

川崎やまぶきクリニック 北尾 俊典 212-0054 川崎市幸区小倉５丁目23号１階 　

タカタ糖尿病内科クリニック 髙田 昌幸 212-0014 川崎市幸区大宮町12- ７ＴＭビルⅡ２Ｆ 　

どんぐりクリニック 橋詰 直孝 216-0033 川崎市宮前区宮崎１-８-21 　

横浜鶴見リハビリテーション病院 平岡 邦彦 230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町４-145-１ 　

介護老人保健施設

ナーシングプラザ港北
中村 秀夫 223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町3170番地 　
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介護老人保健施設

ハートケア湘南・芦名
中村 秀夫 240-0104 神奈川県横須賀市芦名１丁目16番12号 　

イムス横浜東戸塚総合

リハビリテーション病院
中村 哲也 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町690- ２ 　

天本病院 及能 克宏 206-0036 東京都多摩市中沢２-５-１ 　

世田谷記念病院 武久 洋三 158-0092 東京都世田谷区野毛２-30-10 　

鶴川記念病院 舩津 到 195-0054 東京都町田市三輪町1059番地１ 　

鶴見西口病院 白井 哲夫 230-0063 神奈川県横浜市鶴見区鶴見１-12-31 　

森山病院 森山 仁 230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町３‐145-４ 　

横浜総合病院 平元 周 225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201- ５ 　

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

公 告

川崎市公告第1036号

　川崎市エネルギー最適化補助金運営業務委託の業者選

定に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり

公告します。

　　令和４年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市エネルギー最適化補助金運営業

務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　コールセンター業務

　　イ 　エネルギー最適化アドバイス・導入設備の現地

確認に係る業務

　　ウ 　交付申請書および実績報告書の受付・審査等に

係る業務

　　エ 　データの管理に係る業務

　　オ 　制度広報物の作成・印刷業務

　　カ 　ホームページ開設・運営業務

　⑶ 　委託期間　　契約日～令和６年３月７日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　本業務に関するノウハウと他官公庁等における実

績がある者。

　⑵ 　法人格を有する者又は、複数の法人による共同企

業体。共同企業体として応募する場合には、その構

成員全員が応募資格を要すること。なお、共同企業

体の取扱い等については、別に定める「川崎市エネ

ルギー最適化補助金運営業務委託共同企業体取扱要

綱」で確認すること。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格名簿におい

て業種を「99 その他業務」、種目を「99 その他」

で登録がある者。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者。

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者。

　⑹ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑺ 　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者。

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者。

３ 　提案者を特定するための選定基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局経営支援部経営支援課

　 　 〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２

川崎フロンティアビル10階

　　電　話(直通)　044-200-3722　FAX 044-200-3920

　　メールアドレス　28keiei@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和４年９月15日（木）～令和４年９

月26日（月）

　　　　　　　　(土曜日・日曜日・祝日を除く)

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和４年９月15日（木）～令和４年９

月26日（月）

　　　　　　　　 持参の場合の受付は、提出期間中の日

(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午前
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８時30分から午後５時まで（午後12時

から午後１時の間を除く）の間としま

す。

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送

　　　　　　　　 なお、郵送による場合は、書留郵便と

し、期限までに到着するようにしてく

ださい。（※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため郵送での提出を推奨

します。参加資格の受付期間が迫って

いる場合は、御持参ください。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和４年９月28日（水）～令和４年10

月６日（木）午後４時

　　　　　　　　 持参の場合の受付は、提出期間中の日

(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午前

８時30分から午後５時まで（午後12時

から午後１時の間を除く、６日のみ午

後４時まで）の間とします。

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書( ８部)、見積書( １部)、

会社概要(８部)

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送

　　　　　　　　 なお、郵送による場合は、書留郵便と

し、期限までに到着するようにしてく

ださい。（※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため郵送での提出を推奨

します。参加資格の受付期間が迫って

いる場合は、御持参ください。

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　42,700,000円(消費税及び地方

消費税を含む)

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とする

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は令和４年10月13日（木）を予

定しています

　　イ 　詳細については、川崎市エネルギー最適化補助

金運営業務委託に係る公募型企画提案実施要領、

仕様書を参照すること

　　　───────────────────

川崎市公告第1037号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関 する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市多摩区中野島三丁目681番３

　　　　　　　　　　　　　　ほか３筆の一部 

　　　　　　　　　　　　　　　　2,200平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　　東京都大田区北千束一丁目11番３

　　山田建設株式会社　代表取締役　山田照

３　予定建築物の用途 

　　共同住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:61戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和２年２月17日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第114号

　　令和４年８月24日 

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第49号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第1038号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関 する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市高津区上作延字原間谷503番1の一部

　　　　　　　　　　　　　　　ほか３筆の一部 

　　　　　　　　　　　　　　　　　872平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　　川崎市高津区上作延192番地

　　三田　喜代孝 

３　予定建築物の用途 

　　グループホーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:1戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和４年６月13日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第25号

　　令和４年８月22日 

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第46号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第1039号

　　　入　札　公　告
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　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 令和４年11月～令和５年４月分広報紙

ポスティング等及び管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市内

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和５年３月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　直近３年間で川崎市または近隣市町村から同種の

委託を受け、大きな事故なく業務を完了した実績が

あること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　次のホームページ又は次の配布・提出場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書及び質

問書が添付された入札説明書を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　　・ h t t p s : / / w w w . c i t y . k a w a s a k i . j p / 1 7 0 /

page/0000143532.html

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電話　044－200－2287　FAX　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月16日（金）から令和４年９月26日

（月）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴ と同じ

　⑵ 　日時　 令和４年９月27日（火）午後１時から午後

５時まで

　　　　　　 ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールのアドレスを登録した場

合は、同日中までに電子メールで配信され

ます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年９月27日（火）から令和４年９月30日

（金）まで

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、FAX又は郵送によります。持

参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで

送付した場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先

に電話にて御連絡ください。また、郵送の場合は５

⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月６日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はFAXにて回答書を送付します。なお、こ

の入札の参加資格を満たしていない者からの質問に

関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、入札書に所定の積算

内訳書をホチキスで留めて割り印をし、入札して

ください。

　　イ 　入札は①「かわさき市政だより」のエリアごと

の１部当たりのポスティング単価に配布予定部数

（川崎・幸区87,000部×６回、中原・高津・宮前

区151,000部×６回、多摩・麻生区77,000部×６

回）を乗じた金額、②「議会かわさき（11月１日

号）」の１部当たりのポスティング単価に配布予
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定部数（315,000部×１回）を乗じた金額、③「議

会かわさき（２月15日号）」の１部当たりのポス

ティング単価に配布予定部数（750,000部×１回）

を乗じた金額、④「かわさき市政だより（11月

号）」の１か所当たりの配布団体への送達単価に

送達予定か所数（１,255か所×１回）を乗じた金

額、⑤「かわさき市政だより（12 ～４月号）」の

１か所当たりの配布団体への送達単価に送達予定

か所数（１,255か所×５回）を乗じた金額、⑥「議

会かわさき（11月１日号）」の１か所当たりの配

布団体への送達単価に送達予定か所数（１,255か

所×１回）を乗じた金額、⑦「かわさき市政だよ

り」の１部当たりの個別配布単価に配布予定部数

（３,000部×６回）を乗じた金額、⑧「議会かわ

さき」の１部当たりの個別配布単価に配布予定部

数（３,000部×１回）を乗じた金額の総合計（消

費税額及び地方消費税額を含まない。）で行いま

す。

　　ウ 　契約単価金額は、積算内訳書に記入した１部当

たりの各ポスティング単価、１か所あたりの各送

達単価、１部当たりの各個別配布単価とします。

　　エ 　１部または１か所当たりの単価は、小数点第２

位までとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和４年10月７日（金）午前10時00

分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎13階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/）で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1040号

　一般競争入札について次のとおり公告します。  

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内矢上川越水対策詳細設計委託

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「河川、砂

防及び海岸・海洋部門」で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　ア 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）又はＲＣＣ

Ｍ（河川、砂防及び海岸・海洋）部門のいずれかの資格を有する者。なお、管理技術者と照査

技術者は兼務できない。

　イ 　担当技術者は、技術士（上下水道部門：下水道）又はＲＣＣＭ（下水道）部門のいずれかの

資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月25日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路維持（側溝・桝清掃その２）委託

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺ 　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること）を受け

ている者。

⑻ 　バキューム車を保有している者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月18日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件３)

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業出来形確認測量調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑷ 　平成29年４月１日以降に国又は地方公共団体が発注した土地区画整理事業における出来形確認

測量業務を元請として履行完了した実績を有する者。

⑸ 　主任技術者は測量士及び土地区画整理士の資格を有する者。なお、主任技術者は受注者との間

で直接的かつ恒常的に三か月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は直接的かつ恒

常的な雇用関係にあるとはいえません。）にあること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 （〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月18日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件４)

競争入札に

付する事項

件　　 名 等々力緑地事業区域等測量業務委託

履行場所 川崎市中原区等々力地内他

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録

   されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月18日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第1041号

　　　（仮称）川崎市幸区塚越４丁目計画に係る

　　　条例環境影響評価審査書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定により、標記事業に係る

条例環境影響評価審査書を次のとおり公告します。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（写） 

 

（（ 仮仮 称称 ）） 川川 崎崎 市市 幸幸 区区 塚塚 越越 ４４ 丁丁 目目 計計 画画 にに  

係係 るる 条条 例例 環環 境境 影影 響響 評評 価価 審審 査査 書書  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和４４年年９９月月  

川川 崎崎 市市  
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はじめに 
 

（仮称）川崎市幸区塚越４丁目計画は、三井不動産レジデンシャル株式会社、

野村不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社、総合地所株式会社（以下「指定

開発行為者」という。）が、幸区塚越四丁目２９８番３号、４号の約 1.6ha の区

域において、地上７階建ての共同住宅を新設するものである。 

指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、令和４年５月

６日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」と

いう。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行ったところ、市民等から

意見書の提出があったことから、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出

を受け、これを公告、縦覧した。 

本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」という。）は、これらの結果

を踏まえ、条例第 24 条に基づき、条例準備書等の内容を総合的に審査し、作成

したものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：三井不動産レジデンシャル株式会社 

代表者：執行役員 横浜支店長 岡本 達哉 

住 所：神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 

 

   名 称：野村不動産株式会社 

   代表者：住宅事業本部 神奈川事業部長 菅野 宏昭 

   住 所：東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号 

    

   名 称：日鉄興和不動産株式会社 

   代表者：常務取締役 住宅事業本部長 猪狩 甲隆 

   住 所：東京都港区赤坂１丁目８番１号 

    

   名 称：総合地所株式会社 

   代表者：代表取締役社長 関岡 桂二郎 

   住 所：東京都港区芝２丁目３１番１９号 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：（仮称）川崎市幸区塚越４丁目計画 

種 類：住宅団地の新設（第３種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の４の項

に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位  置：幸区塚越四丁目２９８番３号、４号 

区域面積：約 16,137 ㎡ 

用途地域：工業地域 
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(4) 計画の概要 

ア 目的 

共同住宅の新設 

 

イ 土地利用計画 

区 分 面積（㎡） 割合（％） 

計画建築物 6,826 42.3 

緑化地 3,119 19.3 

専用庭 631 3.9 

車路 1,080 6.7 

歩行者通路 1,770 11.0 

駐車場 1,242 7.7 

駐輪場・バイク置場 587 3.6 

その他 882 5.5 

合 計 16,137 100.0 
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ウ 建築計画等 

区 分 北敷地概要 南敷地概要 合計 

建築敷地面積 約 7,096㎡ 約 9,041㎡ 約 16,137 ㎡ 

建築面積 約 3,666㎡ 約 3,578 ㎡ 約 7,244㎡ 

建ぺい率 約 52％ 約 40％ ‐ 

延べ面積 約 17,576㎡ 約 19,706㎡ 約 37,282㎡ 

容積対象床面積 約 14,193㎡ 約 18,049 ㎡ 約 32,242㎡ 

容積率 約 200％ 約 200％ ‐ 

建築物高さ 

約 20ｍ 

（最高高さ注 1：

約 21ｍ） 

約 20ｍ 

（最高高さ注 1： 

約 21ｍ） 

‐ 

階数 地上 7階 地上 7階 ‐ 

計画戸数 214戸 262戸 476戸 

構造 

RC 造 

（鉄筋コンクリ

ート造） 

RC 造 

（鉄筋コンクリ

ート造） 

‐ 

駐車台数 

86台 

（機械式 52

台、平面 34

台） 

105台 

（機械式 94

台、平面 11

台） 

191台 

（機械式 146

台、平面 45

台） 

バイク置場台数 11台 14台 25台 

駐輪台数 428 台 524台 952台 

緑被率 約 25.1％ 

注１）エレベーター塔屋を含めた高さ 
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は共同住宅を新設するものであり、工事中や供用時にお

ける環境上の配慮が求められることから、条例準備書に記載した環境保全

のための措置等を実施するとともに、本審査書の内容を確実に遵守するこ

と。 

また、工事着手前に周辺住民等に対する工事説明等を行い、環境影響に係

る低減策、問合せ窓口等について周知すること。 

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 大気質 

計画地及び工事用車両ルートが学校、住宅等に近接していること、建設

機械のピーク稼働時における二酸化窒素の短期将来濃度が、短期暴露の

指針値の上限に近いことから、窒素酸化物の排出量を低減するため、条例

準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

イ 騒音 

計画地及び工事用車両ルートが学校、住宅等に近接していること、沿道

における等価騒音レベルが現況において既に環境基準を超過しているこ

とから、条例準備書に記載した環境保全のための措置を徹底するととも

に、工事工程、作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前

に周辺住民等へ周知すること。 
 

ウ 振動 

計画地及び工事用車両ルートが学校、住宅等に近接していることから、

条例準備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事

工程、作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住

民等へ周知すること。 
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エ 廃棄物等（建設発生土） 

処理する建設発生土については、再利用等を含めた処理方法について、

その実施内容を市に報告すること。 

 
オ 緑（緑の質、緑の量） 

(ｱ) 緑の質 

樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等について十分配慮すると

ともに、植栽基盤の整備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土壌

厚の確保について、市関係部署と協議すること。 

 
(ｲ) 緑の量 

新たに植栽する樹木等の適正な管理及び育成に努めること。 

 

カ 景観 

建物の形状、外壁の色彩等については、景観形成方針を踏まえるととも

に、市関係部署と協議すること。 

 
キ 日照阻害 

日影の影響を受ける建物については、その影響の程度について住民等

に説明をすること。 
 

ク テレビ受信障害 

工事中を含め障害が発生したときの問合せ窓口を関係住民に明らかに

し、その対策については確実に実施すること。 
 

ケ コミュニティ施設 

児童・生徒数の増加により、義務教育施設の対応が必要なことから、

市関係部署へ工期、入居予定状況等について早期に情報を提供するこ

と。 
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コ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

計画地及び工事用車両ルートが学校、住宅等に近接していること、工事

用車両ルートの一部が指定通学路となっていること、歩車分離がされて

いない区間があることから、交通安全を最優先するとともに、条例準備書

に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

工事の実施に当たっては、事前に周辺住民等に対し、工事説明等を行い、

交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について周知すること。 
 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「生物多様性」、「地球温暖化対

策」、「気候変動の影響への適応」及び「資源」の各項目における環境配慮の

措置については、その積極的な取組を図るとともに、具体的な実施の内容に

ついて市に報告すること。 

 

ア 地球温暖化対策 

脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減に向けた一層の取組

が求められていることから、計画建物のエネルギー使用量の削減等につ

ながる対策を講ずるよう努めること。 

 

 

３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和４年 ５月 ６日 指定開発行為実施届の受理及び条例準備書の受領 

５月 13 日 条例準備書公告、縦覧開始 

６月 27日 

 

８月 ５日 

８月 15 日 

８月 29日 

条例準備書縦覧終了、意見書の締切り 

意見書の提出 ８名、８通 

条例見解書の受領 

条例見解書の公告、縦覧開始 

条例見解書の縦覧終了 

９月 16 日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付 
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川崎市公告第1042号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関 する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　 　川崎市宮前区鷺沼１丁目24番３

　　　　　　　　　　　　ほか５筆の一部（第２工区）

　　　　　　　　　　　　　　　　2,948平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区鷺沼１丁目24番３

　　株式会社　持田企画　代表取締役　持田　実

３　予定建築物の用途 

　　商業施設、一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:1戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年７月28日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第35号

　　　───────────────────

川崎市公告第1043号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎駅西口ビル

　　川崎市幸区大宮町1310番

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　ミューザ川崎店舗部会

　　店舗部会長　青松　秀雄

　　川崎市幸区大宮町1310番

３ 　変更した事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

氏名又は名称 代表者 住所

① （空き区画） － －

② （空き区画） － －

　他計５者

（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所

① ジャストカーテン
代表取締役

木村　明人

和歌山県和歌山市里

174－１

② マツモトキヨシ
代表取締役社長

松本　清雄

千葉県松戸市新松戸

東９番地１

　他計７者

４ 　変更の年月日

　　令和４年７月13日　他

５ 　変更する理由

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更によ

るもの

６ 　届出の年月日

　　令和４年９月13日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　 　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業

振興担当

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和４年９月16日から令和５年１月16日の午前８時

30分から午後５時まで。

　 　ただし、土曜日及び日曜日、休日、12月29日から１

月３日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10 　意見書の提出期限及び提出先

　　令和５年１月16日

　 　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業

振興担当

　　　───────────────────

川崎市公告第1044号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道宮崎21号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎２丁目６番地先

履行期間 契約日から90日間

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

参 加 資 格

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道殿町39号線ほか道路改良（電線共同溝）工事

履行場所 川崎市川崎区殿町３丁目25番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。
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参 加 資 格

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６，000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月19日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月八幡公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目14－４ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道小杉町210号線道路補修（ショッピングモール）工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目441番地先

履行期間 契約日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内市道宮内新横浜線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区上小田中２丁目35番地先

履行期間 契約日から110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

参 加 資 格

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が３，500万円（建築一式工事の場合は７，000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ＪＲ武蔵小杉駅新規改札口への歩行者ルート整備工事

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目地内

履行期間 契約日から330日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シス

テムによる申込ができません。



（第1,852号）令和4年(2022年)10月11日 川 崎 市 公 報

－3658－

参 加 資 格

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とし

ます。　　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満

となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監

理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000

万円）未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月19日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 都市計画道路柿生町田線道路築造（擁壁）工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生５丁目37番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）未満となった場

合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月６日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 狭あい道路舗装整備１号工事

履行場所 川崎市川崎区、幸区、中原区及び高津区

履行期間 令和４年10月24日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月６日（必着）

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 狭あい道路舗装整備２号工事

履行場所 川崎市宮前区、多摩区及び麻生区

履行期間 令和４年10月24日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

参 加 資 格

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月６日（必着）

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末大谷公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市高津区久末1570－２ほか

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シス

テムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
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参 加 資 格

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

　業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　ただし、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月７日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業区画道路６－22号線他道路築造等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2083番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木）を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）未満となった場

合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月７日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 田島小学校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市川崎区渡田１丁目20番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６，000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月31日　14時30分 （財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸町小学校用務員作業所新築その他工事

履行場所 川崎市幸区中幸町２丁目17番地

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 港湾振興会館体育室床・壁改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島38番地１

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場

合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1045号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。 

　　令和４年９月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市宮前区宮前平３丁目２番１

　　　　　　　　　　　　　　　　　914平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　　川崎市宮前区馬絹３丁目12番11号

　　佐々木　隆

３　予定建築物の用途 

　　診療所・物販店舗・事務所・共同住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:21戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和３年12月15日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第82号

　　令和４年８月10日 

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第43号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第1046号

　　　入　札　公　告

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　 　令和４年度　公立保育所給食室調理機器保守点検

及び整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内公立保育園　16カ園

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度 川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「施設維持

管理」・種目名「電気・機械設備保守点検」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に、本市又は他官公庁にお

いて類似業務を受託した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り一般競争入札参加申込書及び契約実績を証する契約

書の写しを提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210-0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁舎
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14階　

　　　こども未来局保育事業部運営管理課

　　　電　話　044-200-2660

　　　ＦＡＸ　044-200-3933

　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年９月26日から令和４年９月30日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し）

　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますの

で御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　一般競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　一般競争入札参加申込書及び入札説明書並びに

仕様書等は、川崎市のホームページからダウンロ

ードすることができます（「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和４年10月５日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和４年10月６日までに電子メール

で配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月６日から令和４年10月７日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　45uneika@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044-200-3933

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和４年10月13日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　一般競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書、提出書類等について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して下記の入

札日時に持参してください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和４年10月21日　午前９時00分

　　イ 　入札・開札場所

　　　 　川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁

舎13階こども未来局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
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「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」(https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧する

ことができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」(https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1047号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　 　令和４年度川崎市内公立保育所等園庭遊具保守点

検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内公立保育園　20カ園

　　　地域子育て支援センター　５カ所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度 川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」・種目名「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成27年４月１日以降に、本市又は他官公庁にお

いて類似業務を受託した実績を有すること。

　⑸ 　点検者が「公園施設製品安全管理士」、「公園施設

製品整備技士」または「公共施設保守点検技士」の

資格を有し、かつ、点検者との直接雇用関係がある

こと。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り一般競争入札参加申込書、契約実績を証する契約書

の写し、点検者が「公園施設製品安全管理士」、「公園

施設製品整備技士」または「公共施設保守点検技士」

の資格を有し、かつ、点検者との直接雇用関係がある

ことを証する書類を提出してください。

　⑴ 　提出場所

　　　〒210-0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁舎

14階　

　　　こども未来局保育事業部運営管理課

　　　電　話　044-200-2660

　　　ＦＡＸ　044-200-3933

　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年９月26日から令和４年９月30日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し）

　　ウ 　点検者が「公園施設製品安全管理士」、「公園施

設製品整備技士」または「公共施設保守点検技士」

の資格を有し、かつ、点検者との直接雇用関係が

あることを証する書類

　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますの

で御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　一般競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　一般競争入札参加申込書及び入札説明書並びに

仕様書等は、川崎市のホームページからダウンロ

ードすることができます（「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.



川 崎 市 公 報 （第1,852号）令和4年(2022年)10月11日

－3667－

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和４年10月５日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和４年10月６日までに電子メール

で配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月６日から令和４年10月７日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　45uneika@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044-200-3933

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和４年10月13日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　一般競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書、提出書類等について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して下記の入

札日時に持参してください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和４年10月21日　午前10時00分

　　イ 　入札・開札場所

　　　 　川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁

舎13階こども未来局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」(https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧する

ことができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。
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　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」(https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html)において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1048号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市広報掲示板（公園等51件）撤去

委託

　⑵ 　履行場所　本市が指定する場所

（３）履行期限　令和５年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい

ること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地

域区分「市内」で登録されていること。

　⑸ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　 　・「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.

jp/233300/

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電話　044－200－2281　FAX　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）まで

　　　（ただし、土・日曜を除く。）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和４年10月５日（水）午後１時から午後

５時まで

　　　　　　 ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールのアドレスを登録

した場合は、同日中までに電子メールで配

信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月５日（水）から令和４年10月７日

（金）まで

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、FAXによります。持参先等は

３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで送付した

場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話に

て御連絡ください。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月11日（火）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はFAXにて回答書を送付します。なお、この入札の

参加資格を満たしていない者からの質問に関しては

回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
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類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和４年10月14日（金）午前11時30

分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎13階総務企画局

会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することがで

きます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1049号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市広報掲示板（道路95件）撤去委

託

　⑵ 　履行場所　本市が指定する場所

　⑶ 　履行期限　令和５年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい

ること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に

業種「舗装」種目「舗装」に登録されていること。

　⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地

域区分「市内」で登録されていること。

　⑹ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による 中小企業者である

こと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　 　・「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.

jp/233300/

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電話　044－200－2281　FAX　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）まで

　　　（ただし、土・日曜を除く。）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和４年10月５日（水）午後１時から午後

５時まで

　　　　　　 ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールのアドレスを登録

した場合は、同日中までに電子メールで配

信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月５日（水）から令和４年10月７日

（金）まで

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、FAXによります。持参先等は

３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで送付した

場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話に

て御連絡ください。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月11日（火）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又

はFAXにて回答書を送付します。なお、この入札の

参加資格を満たしていない者からの質問に関しては

回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和４年10月14日（金）午前10時30

分

　　イ 　入札場所　 川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎13階総務企画局

会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、事業会社の保証をもって契約保証金の納付に

代えることができます。 また、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免

除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することがで

きます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ



川 崎 市 公 報 （第1,852号）令和4年(2022年)10月11日

－3671－

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1050号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 産業廃棄物(汚泥)収集運搬・処分業

務

　⑵ 　履行場所　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　　契約日～令和５年３月31日

　⑷ 　業務概要　　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

で、企業規模「中小企業」、地域区分「市内又は「準

市内」、業種名「廃棄物関連業務」、種目名「産業廃

棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」に登載され

ていること。

　⑷ 　本市又はその他の官公庁において、類似委託業務

の契約実績が過去５年以内にあること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

　　　電話　044－200－3314

　　　FAX　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）～令和４年９月30日（金）

　９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格の確認ができる書類の写し

　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、参加資格の確

認ができない等、無効となる場合があります

ので御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　資料の閲覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

　⑴ 　積算用資料

５ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、「川崎

市業務委託有資格業者名簿」に登録されている委任先

メールアドレス（当該委任先メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸ）により、令和４年10月４日

（火）までに交付します。併せて、入札説明資料も送

付しますので必ず確認してください。

６ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月４日（火）～令和４年10月７日（金）

９時～ 12時、13時～ 16時

　　　※ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレスにて送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札

情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年10月14日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。



（第1,852号）令和4年(2022年)10月11日 川 崎 市 公 報

－3672－

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札手続等

　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和４年10月28日(金)　10時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　 川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎11階会議

室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、疑義

が生じた際は、調査を行う場合があります。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　免除

　⑶ 　前払金　　　　否

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることがで

きます。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1051号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 土木工事設計積算システムに係るコ

ンピュータの賃貸借

　⑵ 　履行場所　　 川崎市川崎区東田町５番地４　川崎

市役所第３庁舎３階ほか

　⑶ 　履行期限　　 令和５年６月１日から令和10年５月

31日まで

　⑷ 　調達概要　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」種目「事務用機器」

で登録されていること。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後、確実かつ速やかに納

入することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格の確認申請をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　 　川崎市川崎区駅前本町12番地１　川崎駅前タワ

ー・リバーク17階

　　　建設緑政局総務部技術監理課　　担当　柏木

　　　電話　　044－200－2791（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　　電子メールアドレス　53gikan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）まで

　　　（閉庁日を除く毎日９時から17時まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち、審査を経て入札参加資格があると認めた者には、

令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「製造の請負・物件の供給等」の委任先メールアドレ

スに、令和４年10月７日（金）までに一般競争入札参

加資格確認通知書を送付します。なお、当該委任先メ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

５ 　仕様に関する問い合わせ
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　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんので

御注意ください。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年10月７日（金）から令和４年10月12日

（水）まで

　　　（閉庁日を除く毎日９時から17時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴に記載するＦＡＸ番号又は電子

メールアドレスあて送付してください。なお、質問

書を送付した際には、その旨担当まで電話で御連絡

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加者から質問が提出

された場合にのみ、令和４年10月17日（月）までに、

全社宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　　　なお、回答後の再質問は受け付けません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　本契約に要する60か月の経費総額（税抜き）を入

札金額として行います。契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書

に記載の上、持参してください。なお、詳細は入札

説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和４年10月20日（木）　14時00分

　　イ 　場所

　　　 　川崎市川崎区駅前本町12番地１　川崎駅前タワ

ー・リバーク17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1052号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 浮島処理センター適正搬入等管理業

務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶ 　履行期間　　 契約日から令和８年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　ア 　搬入車両の計量業務

　　イ 　搬入車両へごみ投入扉の指示等を行うプラット

ホーム監視業務

　　ウ 　ピット前清掃や車両に指示等を行うピット前業

務

　　エ 　搬入車両が搬入する内容物に関して不適正な搬

入を未然に防止するために行う内容物審査機操作

等業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　本市、他官公庁において、適正搬入等管理業務

（廃棄物処理施設の管理運営業務を含む。）の契約

実績を有すること。

　⑸ 　フォークリフト運転技能講習修了者を有している

人員を配置できること。

　⑹ 　業務の全部又は一部を第三者に委託しないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　中山、岩井

　　　電話　044－200－2576（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）９時から17時まで

　　　（土、日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和４年10月11日（火）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年10月11日（火）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年10月11日（火）から令和４年10月25日

（火）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　 上記３⑴に同じ（ただし土、日曜

及び12時から13時の間は除く。）

　⑷ 　回答方法　　　

　　　令和４年11月１日（火）

　　 　全社に文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６ 　現場説明

　 　競争参加資格を有すると認められた業者のうち希望

する業者については、次により現場説明を実施します。

　 　なお、日時については本市が指定し、１社ごとに説

明を行います。

　⑴ 　日　　時　　 令和４年10月14日（金）から10月18

日（火）までの期間で本市が指定す

る日時（土、日曜の間は除く。）

　⑵ 　集合場所　　浮島処理センター

　⑶ 　所要時間　　 現場説明に要する時間は、１施設１

時間程度を予定しています。

　　　　　　　　　 詳細については、後日入札参加業者

と協議します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年11月15日（火）９

時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除
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　⑹ 　入札の方法　　　　　 税抜き総額での入札としま

す。

　⑺ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

ただし、その者の入札価格

が著しく低価格の場合は、

調査を行う場合があります。

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要(10%)

　　　　　　　　　　　　　※ ただし、川崎市契約規則

第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　  川崎市契約規則及び川崎

市競争入札参加者心得等

は、 入 札 情 報 か わ さ き

（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問合せ先は、上記３(１)に同じです。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1053号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　  名　　 王禅寺処理センター適正搬入等管理

業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　契約日から令和８年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　ア 　搬入車両の計量業務

　　イ 　搬入車両へごみ投入扉の指示等を行うプラット

ホーム監視業務

　　ウ 　ピット前清掃や車両に指示等を行うピット前業

務

　　エ 　搬入車両が搬入する内容物に関して不適正な搬

入を未然に防止するために行う内容物審査機操作

等業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　本市、他官公庁において、適正搬入等管理業務

（廃棄物処理施設の管理運営業務を含む。）の契約

実績を有すること。

　⑸ 　業務の全部又は一部を第三者に委託しないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷の書類を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　中山、岩井

　　　電話　044－200－2589（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）９時から17時まで

　　　（土、日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付
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　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和４年10月11日（火）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年10月11日（火）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年10月11日（火）から令和４年10月25日

（火）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　 上記３⑴に同じ（ただし土、日曜

及び12時から13時の間は除く。）

　⑷ 　回答方法　　　

　　　令和４年11月１日（火）

　　 　全社に文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６ 　現場説明

　 　競争参加資格を有すると認められた業者のうち希望

する業者については、次により現場説明を実施します。

　 　なお、日時については本市が指定し、１社ごとに説

明を行います。

　⑴ 　日　　時　　 令和４年10月19日（水）から10月21

日（金）までの期間で本市が指定す

る日時

　⑵ 　集合場所　　浮島処理センター

　⑶ 　所要時間　　 現場説明に要する時間は、１施設１

時間程度を予定しています。

　　　　　　　　　 詳細については、後日入札参加業者

と協議します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年11月15日（火）10

時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　入札の方法　　　　　 税抜き総額での入札としま

す。

　⑺ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

ただし、その者の入札価格

が著しく低価格の場合は、

調査を行う場合があります。

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要(10%)

　　　　　　　　　　　　　※ ただし、川崎市契約規則

第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさき（http://

w w w . c i t y . k a w a s a k i .

jp/233300/）の「契約関係

規定」から閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
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市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1054号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 王禅寺処理センター空気圧縮機点検

整備業務委託

　⑵ 　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　　契約日から令和５年３月17日まで

　⑷ 　業務概要　　 王禅寺処理センターに設置されてい

る空気圧縮機の機能を正常に維持す

るために必要な点検整備を実施する

ものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」に登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種業務の契約実績を有すること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

　⑹ 　業務に必要な三井精機工業株式会社認定コンプレ

ッサー技士を配置できること。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷、⑹の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒215－0013

　　 　川崎市麻生区王禅寺1285番地　王禅寺処理センタ

ー

　　　技術係　鈴木、秋山、山口

　　 　電話　044－966－6135　　ＦＡＸ　044－951－

0314

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月30日

（金）９時から17時まで

　　　（12時から13時までの間は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し及び２⑹の資格証の写し

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和４年10月７日（金）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年10月７日（金）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年10月７日（金）９時から令和４年10月12

日（水）17時まで

　　 　（持参する場合、日曜日及び12時から13時までの

間は除く）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月17日（月）に全社に電子メールにて

送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等
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　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年10月20日（木）11

時

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市麻生区王禅寺1285番

地

　　　　　　　　　　　　　 王禅寺処理センター　３階

会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とす

る。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑺ 　再入札の実施　　　　 落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　　 （https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加　者心得等の定

めるところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1055号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　　学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年２月28日（火）まで

　⑶ 　委託業務の概要

　　 　「学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

　仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「学校給

食申込書等の作製及び封入業務委託契約　入札説明

書」（以下「入札説明書」という。）によります。

　⑷ 　履行場所

　　　川崎市川崎区宮本町６ 　明治安田生命ビル10階　

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　他

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」種目「印刷デザイン」に登載されて

いること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の提出場所及び問合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　 〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治

安田生命ビル10階

　　 　 川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　担当：

高橋

　　　電話　044－200－2539（直通）

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　 令和４年９月26日(月)から令和４年10月３日(月)

　　　17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　郵送又は電子メールによる送付とします。

　　 　郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し

てください。

　　 　電子メールによる送付の場合は、pdf形式のファ

イルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて送

付ください。電子メールに添付したpdfファイルの
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到達をもって入札参加資格確認申請書の提出といた

します。また、電子メールを送付した際に上記問合

せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

　⑸ 　仕様書等の配布

　　 　本件入札に係る仕様書及び入札説明書は、令和４

年10月３日（月）の17時まで、「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）におい

てダウンロードにより配布します。

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認通知書の送付

　　　　令和４年10月５日(水)

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和４年10月12日(水)

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和４年10月19日(水)

　　エ 　入札及び開札

　　　　令和４年10月24日（月)

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認通知書の送付

　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認通知書

（様式２）」を送付します。

　　　(ｱ)　送付日

　　　　　令和４年10月５日(水)

　　　(ｲ)　送付方法

　　　　　電子メールにより送付します。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　　(ｱ)　質問の方法

　　　　 　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容に

疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に必要

事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛

てに電子メールで送付してください。

　　　(ｲ)　質問の受付期間

　　 　　　令和４年10月12日(水)17時まで(必着)

　　　(ｳ)　回答

　　 　　 　令和４年10月19日(水)までに、質問者名を

伏せた上で、全ての質問への回答を全参加者

宛てに電子メールで送付します。なお、入札

参加資格がない者からの質問には回答しませ

ん。

　　ウ 　入札及び開札

　　　(ｱ)　入札の方法等 

　　　　　a　入札は総価で行います。

　　　　　b 　入札書に記載する金額には、法令所定の

消費税額及び地方消費税額を含まないもの

とします。消費税額及び地方消費税額は、

契約の際に加算します。

　　　　　c 　入札は所定の入札書をもって行います。

入札書は入札件名を記載した封筒に入れ、

封印して提出してください。 

　　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　　(ｲ)　入札及び開札の日時等

　　　　　ａ　日時

　　　　　　　令和４年10月24日(月)　14時30分

　　　　　ｂ　場所

　　　　　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所

第３庁舎15階　第３会議室

　　　(ｳ)　入札保証金

　　　　 　入札保証金を要します。ただし、川崎市契約

規則第９条各号のいずれかに該当する場合は、

入札保証金を免除します。

　　　(ｴ)　落札者の決定方法

　　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　　　(ｵ)　入札の無効

　　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約

関係規程において閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本公告に定めのない事項

　　 　本公告に定めるもののほか、本件入札に関する事

項は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得の定めるところによります。

　　　───────────────────
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川崎市公告第1056号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　 　学校給食申込書等データセットアップ業務委託契

約

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年７月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　ア 　学校給食申込書の各市立学校からの回収

　　　　川崎市立小学校及び特別支援学校

　　イ 　口座振替納付依頼書の健康給食推進室からの回

収

　　　 　川崎市川崎区宮本町６　明治安田生命ビル10階

　教育委員会事務局健康給食推進室

　　ウ 　学校給食申込書及び口座振替納付依頼書に記載

された情報のパンチ入力・データ作成

　　　　受注者の事業所等

　⑷ 　委託業務の概要

　　 　「学校給食申込書等データセットアップ業務委託

契約　仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「学

校給食申込書等データセットアップ業務委託契約　

入札説明書」（以下「入札説明書」という。）により

ます。

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」種目「データ入力」に登載さ

れていること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問

合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６　明治安田

生命ビル10階

　　 　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　担当：

高橋

　　　電話　044－200－2539（直通）

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）まで

　　 　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から

17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　郵送又は電子メールによる送付とします。

　　 　郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し

てください。

　　 　電子メールによる送付の場合は、pdf形式のファ

イルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて送

付ください。電子メールに添付したpdfファイルの

到達をもって入札参加資格確認申請書の提出といた

します。また、電子メールを送付した際に上記問合

せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

　⑸ 　仕様書等の配付

　　 　本件入札に係る仕様書及び入札説明書は、令和４

年10月３日の17時まで、「入札情報かわさき」にお

いてダウンロードにより配布します。

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付

　　　　令和４年10月５日(水)

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和４年10月12日(水)

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和４年10月19日(水)

　　エ 　入札及び開札

　　　　令和４年10月24日(月)

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付

　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知

書（様式２）」を送付します。

　　　(ｱ)　送付日

　　　　 　令和４年10月５日(水)

　　　(ｲ)　送付方法

　　　　　電子メールにより送付します。

　　イ 　仕様等に関する質問
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　　　(ｱ)　質問の方法

　 　　　 　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容

に疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に

必要事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアド

レス宛てに電子メールで送付してください。

　　　　 　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求して

ください。

　　　(ｲ)　質問の受付期間

　　　　 　令和４年10月５日(水) ９時から令和４年10

月12日(水)17時まで

　　　(ｳ)　回答

　　　　 　令和４年10月19日(水)17時までに、全参加者

宛てに電子メールで送付します。

　　ウ 　入札及び開札

　　　(ｱ)　入札の方法等 

　　　　a　入札は総価で行います。

　　　　b 　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし

ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の

際に加算します。

　　　　c 　入札は所定の入札書をもって行います。入

札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印

して提出してください。 

　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　　(ｲ)　入札及び開札の日時等

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和４年10月24日(月)　午後３時半

　　　　ｂ　場所

　　　　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第

３庁舎15階第３会議室

　　　(ｳ)　入札保証金

　　 　　 　入札保証金を要します。ただし、川崎市契

約規則第９条各号のいずれかに該当する場合

は、入札保証金を免除します。

　　　(ｴ)　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　　 　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

　　　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者

又はその代理人とします。代理人が入札及び開

札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開

札の立会いに関する権限を委任されたことを示

す委任状を入札前に提出してください。

　　　(ｵ)　落札者の決定方法

　 　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

ただし、著しく低価格の場合は、調査を行う

ことがあります。

　　　(ｶ)　再度入札の実施

　 　　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を

行います。ただし、その入札が川崎市競争入

札参加者心得第７条の規定により無効とされ

た者及び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　(ｷ)　入札の無効

　 　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札

及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定め

る入札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約関係規程に

おいて閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本入札説明書に定めのない事項

　　 　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約

条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1057号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　災害情報カメラ（井田病院）賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区井田２－27－１ 　川崎市立井田病院

　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年１月１日から令和11年12月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　入札説明書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物品の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

いること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間以内に国又は地方公共団体において、

賃貸借に関する同程度の規模の契約を締結し、これ

らをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210-8577

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎７階

　　　危機管理本部危機管理部　災害システム担当

　　 　 電 話　044-200-2856（ 直 通 ）　FAX　044-200-

3972　E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月３日

（月）までの午前８時30分から午後５時まで及び令

和４年10月４日（火）の午前８時30分から正午まで

とします。ただし、土曜日、日曜日及び平日の正午

から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)に

おいて、本件の公表情報詳細のページからダウンロ

ードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和４年10月６日（木）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、製造の請負・物品の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年10月６日

（木）までの午前８時30分から午後５時まで及び令

和４年10月７日（金）午前８時30分から正午までと

します。ただし、土曜日、日曜日及び平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月13日（木）に、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参

加資格を満たしていない者からの質問に関しては回

答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は月額の賃貸

借料（税抜き１円未満を切り捨てた額）を月数で

乗じた見積り金額を入札書に記載してください。
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　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％（１円未満切捨て））を

加算した金額をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　ア 　提出日時　 令和４年10月21日（金）　午後１時

30分

　　イ 　提出場所　 川崎市川崎区東田町５番地４　川崎

市役所第３庁舎７階災害対策本部事

務局室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請

書、質問書の様式が添付されている入札説明書

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　⑷ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を川崎市に対して請求することができ

るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1058号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月26日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市民プラザ照明器具交換等業務委託

　⑵ 　履行場所 

　　　川崎市高津区新作１－19－１ 　川崎市民プラザ

　⑶ 　履行期間 

　　　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市民プラザの屋内広場等の照明器具の交換な

どを行う。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」

に登録されている者であること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されている者。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑹ 　過去５年間で、類似業務の実績があり、かつ誠実

に履行した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先 

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先 

　　　〒210-0007

　　 　川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティア
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ビル９階

　　　市民文化局市民生活部企画課 

　　　電話　044-200-2153（直通）

　　　FAX　044-200-3707

　　　E-mail　25kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月30日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書 

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。 

　⑵ 　入札説明書の交付 

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　 　令和４年10月４日（火）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年10月４日（火）午前９時から令和４年10

月６日（木）正午までとします。ただし、平日の正

午から午後１時まで、土曜日、日曜日、祝日等の本

市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kikaku@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-3707

　⑸ 　回答方法 

　　 　令和４年10月７日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失 

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２ 一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する　金額を入札書に

記載してください。 

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封　印して持参し

てください。 

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入

札書に記載した金額の10％）を加算した金額をも

って契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和４年10月14日（金）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティ

アビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法 

　　　持参とします。 

　⑷ 　入札保証金 

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格を　 もって有効な

入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡
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　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３( １)配布・提出場所及び問合

せ先の場所で閲覧することができます。 

10 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1059号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。 

　　令和４年９月26日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市民プラザ庭園危険木等伐採業務委託

　⑵ 　履行場所 

　　　川崎市高津区新作１－19－１ 　川崎市民プラザ

　⑶ 　履行期間 

　　　契約日から令和５年２月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市民プラザ敷地内において、ナラ枯れ等により倒

木や落枝のおそれがある樹木があるため伐採等をす

るもの。

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」に

登録されている者であること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されている者。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑹ 　過去５年間で、類似業務の実績があり、かつ誠実

に履行した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先 

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先 

　　　〒210-0007

　　 　川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティア

ビル９階

　　　市民文化局市民生活部企画課 

　　　電話　044-200-2153（直通）

　　　FAX 　044-200-3707

　　　E-mail　25kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月30日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書 

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。 

　⑵ 　入札説明書の交付 

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。
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５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。 

　⑴ 　日時

　　 　令和４年10月４日（火） 午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年10月４日（火）午前９時から令和４年10

月６日（木）正午までとします。ただし、平日の正

午から午後１時まで、土曜日、日曜日、祝日等の本

市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kikaku@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044-200-3707

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月７日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失 

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２ 一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。 

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。 

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和４年10月14日（金）午後４時

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティ

アビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法 

　　　持参とします。 

　⑷ 　入札保証金 

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。
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　　　───────────────────

川崎市公告第1060号

一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑橋ほか６橋耐震補強設計委託

履行場所 崎市多摩区宿河原３丁目６番地先ほか６箇所

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコ

ンクリート）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月25日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1061号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 行政手続オンライン化に伴うＲＰＡ導

入支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク８階

　　　健康福祉局総務部保健福祉システム課ほか

　⑶ 　履行期間　 令和４年11月１日から令和５年３月31

日まで。

　⑷ 　委託の概要

　　　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業

務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間に本市又はその他の官公庁において類

似の契約の実績があること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　入札説明書及び委託仕様書は３⑴の場所において、

３⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市のホーム

ページからダウンロードできます。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワーリバーク８階

　　　健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　　電話　044－200－3655　FAX　044－200－3988

　　　e-mail　40system@city.kawasaki.jp

　⑵ 　公開・提出期間

　　 　令和４年９月26日(月)から令和４年10月６日

（木）までの午前８時30分から午後５時までとしま

す。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）及

び平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似契約の契約書及び仕様書等の写し
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　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（書留郵便で期間内必着）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　 令和４年10月７日(金)午後１時から午後５

時まで

　　　　　　 ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールのアドレスを登録

した場合は、同日中までに電子メールで送

信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　

　　 　令和４年10月７日(金)から令和４年10月13日(木)

までの午前８時30分から午後５時までとします。た

だし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）、平日の

正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式　

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メール又は郵送によります。郵送の場合は５

⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月14日(金)午後５時までに、一般競争

入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メ

ール又はFAXにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　ライセンス、導入支援業務及びシナリオ作成業務

等役務に関する全ての費用を含む総額で行います。

ただし、消費税等を含まない金額により入札するこ

ととします。なお、入札は所定の入札書をもって行

い、入札書を入札件名が記載された封筒に封印して

持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所　

　　ア 　入札日時　令和４年10月21日(金)午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市幸区堀川町580

　　　　　　　　　 ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会

議室

　⑶ 　入札書の提出方法　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　　　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効　

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払い金の要否

　　　前払い金はありません。

　⑷ 　契約条項等の閲覧　

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」で閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　支払いについては、業務完了後の一括払いとしま
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す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1062号

　　　入　札　公　告

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　海底トンネル通信及びラジオ再放送設備保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和５年３月17日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、海底トンネル内の情報伝達装置で

ある拡声装置、ラジオ再放送、通信設備を正常かつ

良好に維持するため保守点検を行う。

　　　委託設備

　　　・拡声放送設備：拡声放送架、放送操作卓 １式

　　　　ホーンスピーカ　車道部 123台

　　　　人道部 42台

　　　・ ラジオ再放送設備：再放送架４面、受信アンテ

ナ７本

　　　・通信設備：共用装置架１式、無線端子箱３面

　　　　誘導線・漏洩同軸ケーブル１式

　　 　詳細は、「海底トンネル通信及びラジオ再放送設

備保守点検業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備保守

点検」で登録されている者。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」または「準市内」で登録されてい

る者。

　⑸ 　本件対象となる設備の保守点検業務実績（元請に

限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　　　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月30日

（金）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には､次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和４年10月７日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和４
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年10月７日（金）までに競争入札参加資格確認通

知書、入札説明書及び仕様書等を電子メールによ

り送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月11日（火）午前９時から令和４年10

月13日（木）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月20日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和４年10月25日（火）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン３階

会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1063号

　都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第３項の規

定により開発行為に関 する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積 

　 　川崎市高津区子母口字富士見田954番１

　　　　　　　　　　　　　　　ほか13筆の一部 

　　　　　　　　　　　　　　　　　929平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名 

　　川崎市高津区子母口1005番地１

　　内山　岩男

３　予定建築物の用途 

　　共同住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数:15戸

４　開発許可年月日及び許可番号 

　　令和４年３月30日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第115号

　　令和４年８月24日 

　　　───────────────────

川崎市公告第1064号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月26日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項 

　⑴ 　件 　 名　宮前区内道路維持（除草その２）委託 

　⑵ 　履行場所　 川崎市宮前区役所道路公園センター管

内

　⑶ 　履行期限　契約日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　 本委託は、川崎市宮前区役所道路公園

センター管内において歩行者及び車両

通行の安全を図るため、県道、市道の
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除草、樹木剪定を行うものです。

　　　　　　　　・ 樹木剪定（A）（高木・冬期せん定　

幹周60㎝未満）N＝20本

　　　　　　　　・ 樹木剪定（B）（高木・冬期せん定　

幹周60㎝以上120㎝未満）N=20本

　　　　　　　　・ 除草（A）（機械除草・飛び石防護

有り、集草、積込運搬含む）A＝

８,000㎡

　　　　　　　　・ 除草（B）（人力除草、集草、積込運

搬含む）A＝２,000㎡

２ 　一般競争入札参加資格 

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。 

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。 

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録され、かつ地域区分が市内で、企業規模が中

小企業である者。

３ 　一般入札参加申込書の配布及び提出 

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所 

　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号 

　　　川崎市宮前区役所道路公園センター 

　　　電　話：044－877－1661

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　※ 入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年９月26日（月）から令和４年９月30日

（金） 

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く） 

　⑶ 　提出書類 

　　ア 　入札参加申込書 

　⑷ 　提出方法 

　　　持参 

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書を令和４年10月７日（金）

までに送付します。なお、当該電子メールアドレス

を登録していない場合はＦＡＸで送付します。 

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送信

した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－877－9429

　⑵ 　質問受付期間 

　　 　令和４年10月７日（金）午前９時から令和４年10

月13日（木）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。 

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年10月17日（月）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付します。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書について虚偽の記載をしたと

き。

７ 　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所 

　　ア 　日時　令和４年10月27日（木）午前10時00分 

　　イ 　場所　 川崎市宮前区宮前平２－20－５　宮前区

役所第４会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７(２)に同じ 

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
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れを無効とします。 

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に代えることができます。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。 

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。 

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1065号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘高等学校プールろ過設備改修工事

履行場所 川崎市中原区中丸子562番地

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月21日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 戸手小学校プールろ過設備改修工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目165番地

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月21日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 玉川小学校プールろ過設備改修工事

履行場所 川崎市中原区北谷町32番地

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月21日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大宮町ポンプ場水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市幸区大宮町31番18号

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年10月17日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田第１公園管理柵更新工事

履行場所 川崎市川崎区渡田東町５－１

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年10月13日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1066号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月29日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区平四丁目1578番１

　　　　　　　　　　　　　　　ほか７筆の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　2,913平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市戸塚区川上町88番地１　東横ビル東戸塚３階 

　　ティ・ワークス株式会社　代表取締役　二村　淳一 

３　予定建築物の用途 

　　一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：16戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年２月12日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第107号

　　令和４年５月20日 

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第18号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1067号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 投票用記載台の調達

履行場所 物品配送先一覧のとおり

履行期間 令和５年３月31日

参 加 資 格
⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種

目「選挙用品」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること、また

はこの物品に係るメーカー、販売代理店の引受証明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき１,000，000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和４年10月31日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」　を御覧ください。

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和４年10月頃）

を要します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1068号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 和４年度消防艇うみかぜ上架整備

履行場所 請負者工場ほか

履行期間 令和５年３月30日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「船舶・航空機」種目

「船舶」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき１，000，000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和４年11月２日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1069号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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築造主

住所・氏名

川崎市宮前区野川本町２－24－29－602

今西　竜一

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区野川本町三丁目773番１、773番３

775番１、776番３、無地番の各一部　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　別図省略

幅　　員
4.00メートル

延　　長
4.159メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第608号 廃止年月日
令和４年

９月30日

　　　───────────────────

川崎市公告第1070号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 とんびいけ公園園路ほか整備設計業務委託

履行場所 川崎市麻生区栗木台３丁目１

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルサント」種目「造園部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月１日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸土地区画整理事業基準点測量等業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　次の各要件を満たす者を配置すること。

　　ア 　主任技術者及び委託業務代理人として、測量士の資格取得後、基準点測量に関し１年以上

の実務経験を有する者１名、もしくは地理空間情報専門技術（測量専門技術）基準点測量（２

級以上）の認定を有する者１名を配置すること。

　　　　なお、主任技術者と委託業務代理人の兼務は可能とする。

　　イ 　その他の技術者として、測量士又は測量士補の資格取得後、基準点測量に関し１年以上の

実務経験を有する者を３名以上配置すること。

　　　 　ただし、「基準点測量」とは基本測量（高度地域基準点測量、国土調査に伴う基準点（四等

三角点設置）測量、基準点改測、三角点改測、高度基準点測量、地域基準点測量）及び公共

測量（１級基準点測量、街区基準点（街区三角点）測量、２級基準点測量）を対象とします。

（用地測量、路線測量、現地測量、街区点測量等に含まれる基準点測量は対象外です。）
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月１日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

(案件３)

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度川崎市空中写真測量委託

履行場所 川崎市全域

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「航空測量」で登録されて

いる者。

⑷ 　平成29年度から令和３年度において、事業者として、国土交通省公共測量作業規程（作業規程

の準則）に基づき、エリアセンサー型デジタル航空カメラを用いて撮影された画像データをもと

に、写真地図を作成した実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月１日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1071号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。 

　　令和４年９月30日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区南野川一丁目2801番６

　　　　　　　　　　　　　　　ほか４筆の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　885平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区鷺沼一丁目15番地16

　　株式会社　SKビジネスサポート　代表取締役　田畑

　誠

３　予定建築物の用途 

　　一戸建ての住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：６戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年10月15日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ) 第66号

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第277号

　一般競争入札について次のとおり公示します。

　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ビデオ硬性挿管用喉頭鏡賃貸借契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区南町20番地７ 　消防局川崎消防署他

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年12月１日から令和８年11月30日まで
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　⑷ 　調達概要

　　 　救急隊が救急現場等で使用するビデオ硬性挿管用

喉頭鏡の賃貸借契約

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」、種目「その他」

に登録されており、かつＡ又はＢの等級に格付けさ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　納入した物品に対して、修理、部品供給等のアフ

ターサービスを、本市の求めに応じて迅速に実施で

きる体制を有すること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同等機

器の賃貸借契約の実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　郵便番号210－8565

　　　川崎市川崎区南町20番地７

　　 　消防局警防部救急課救急指導係（消防局総合庁舎

７階）

　　　電話　044－223－2627（直通）

　　　Email:84kyukyu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和４年10月11日から令和４年10月17日まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２⑸を証する契約書の写し等書類

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　入札仕様書の配布

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せ

て、無償で仕様書及び入札説明書を交付します。ま

た、一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書等は、

川崎市インターネットホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札公表（物品、財政局）」からダウン

ロードすることができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、一般競争入札

参加資格確認申請書を提出した者に令和４年10月19日

までに、ファクシミリ又は電子メールで送付します。

５ 　仕様等に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問書受付日

　　　令和４年10月19日（水）午前９時00分から

　⑶ 　質問書受付締切日

　　　令和４年10月24日（月）午後５時00分まで

　⑷ 　回答日

　　 　令和４年10月28日（金）午後３時00分までに参加

者宛て文書（ファクシミリ又は電子メール）にて送

信します。

６ 　カタログの提出について

　 　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機

種の名称及び仕様等のカタログを３⑴の場所に、令和

４年10月24日午後５時00分までに提出してください。

また、入札日の前日までの間において、提出したカタ

ログに対し、本市から説明を求められたときには、こ

れに応じなければなりません。

７ 　競争参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参

加することはできません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は入札書にて総額（税抜き）で行うこととし

ます。見積もった月額の賃貸借料の110分の100に相

当する金額に賃貸借期間（48か月）を乗じた額を入

札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和４年11月２日（水）14時00分

　　イ 　入札場所

　　　 　川崎市川崎区南町20番地７　消防局総合庁舎７

階第２会議室

　⑶ 　入札の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加資格者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

９ 　契約手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市契約規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　支払方法

　　　賃貸借料については、月額支払とします。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

は、川崎市インターネットホームページ「入札情報

かわさき」の「契約関係規定」から閲覧することが

できます。

　 　 （https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　発注者は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契

約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　この規定により発注者がこの契約を解除し、受注

者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の補償

を発注者に対して請求できるものとし、この場合に

おける補償額は、双方で協議して定めるものとしま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第278号

　　　入　札　公　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　 令和４年度川崎市ホームページリニューア

ル分類設計支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市総務企画局

シティプロモーション推進室等

　⑶ 　履行期限　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　構築から９年目となる川崎市ホームページについ

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影

響でアクセス数が急増する中、コンテンツ数の増加

とともに、情報に到達するまでに多くのクリックが

必要となり、コンテンツ数に対応した分類構成にな

っておらず、検索性が低下しているなどの課題が指

摘されている。

　　 　このため、令和５年度実施予定のリニューアルに

向けて、全ての利用者にとってわかりやすく使いや

すい川崎市ホームページとなるよう検討を進めてい

る。

　　 　本件においては、本市が目指すべきホームページ

リニューアルを具体化するために必要な情報分類の

見直し作業について支援業務を委託するものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「電算関連業務」種目「その他の電算関連業務」

で搭載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去10年間に公共機関（国の機関、地方公共団体

等をいう。）のホームページにおいて、分類見直し

支援を含む業務の実施経験が２件以上あり、誠実に

履行した実績を有すること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市ホームページにおいて、一般競争入札参加資

格確認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説

明書を公開します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により所

定の一般競争入札参加資格確認申請書及び２⑷の類似

の契約実績を証する書類（契約書及び仕様書の写し等

業務内容がわかる資料）を持参又は郵送により提出し

てください。

　　・ 「入札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎11階
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　　　総務企画局シティプロモーション推進室広報担当

　　　電話　044－200－3606　FAX　044－200－3915

　　　e-mail 17hoso@city.kawasaki.jp

　⑵ 　公開・提出期間

　　 　令和４年10月11日（火）から令和４年10月18日

（火）までの午前8時30分から午後5時までとしま

す。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）な

らびに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送（配達記録が残るもので

受付期間必着）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　令和４年10月19日（水）午後１時から午後

５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録した場合は、同日中ま

でに電子メールで送信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年10月20日（木）から令和４年10月21日

（金）までの午前８時30分から午後５時までとしま

す。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）な

らびに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又は郵送によります。

　　 　なお、電子メール又は郵送で送付した場合は、送

付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡く

ださい。

　　 　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年10月24日（月）午後5時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はFAXにて回答書を送付します。なお、こ

の入札の参加資格を満たしていない者からの質問に

関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和4年10月28日（金）午前10時00

分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町5-4

　　　　　　　　　 川崎市役所第3庁舎15階　第２会議

室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第7条に該当する入札は無

効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）で閲覧することができます。

９ 　その他

　 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場所

及び問い合わせ先」と同じ。
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　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第279号

　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　学校タブレットＰＣ充電保管庫　158台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和４年９月６日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　サウンドハウス

　　佐々木　正一

　　川崎市中原区新城１丁目12番12号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　18,944,200円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和４年７月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第280号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　庁内情報環境整備に係るパーソナルコンピュータ

等の賃貸借及び保守契約

　　　（令和５年３月31日導入分）

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所第３庁舎

　他

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年３月31日から令和10年３月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　入札説明書によります。

２ 　競争参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて

おり、かつ、Ａの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和

４年10月21日（金）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４（第３

庁舎９階）

　　 　総務企画局情報管理部情報化施策推進室　担当　

和田、中村

　　　電話　　044－200－2057

　　　FAX　　 044－200－3752

　　　E-mail　17jouhou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年10月11日（火）から令和４年10月21日

（金）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法  

　　　持参に限る。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参

加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和４年10月28日（金）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年

10月11日（火）から令和４年10月21日（金）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎
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日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和４年10月28日（金）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

６ 　仕様に関する問合せ先

　　３⑴に同じ

　 　仕様に関する質問は、令和４年10月28日（金）から

令和４年11月４日（金）まで、入札説明書に添付の質

問書にて受付けます。また、FAX・メールで質問する

場合は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くださ

い（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

　 　なお、回答については令和４年11月11日（金）、全

社にFAXもしくはメールにて送付します。

７ 　カタログの提出について

　 　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を令和４年11月17日（木）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい

て、本市から該当書類に関し説明を求められたときに

は、これに応じなければなりません。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。な

お、詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和４年11月22日（火）午後２時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅱ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛て先

　　ア 　期限

　　　　令和４年11月21日（月）必着

　　イ 　宛先

　　　　３⑴ に同じ

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、無効とします。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

12 　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be  

leased ：

　　 　The contract for the lease and maintenance 

of personal computers and other necessary 

equipment for the Kawasaki City Office intra 

information system.

　⑵ 　Time-limit for tender ：

　　　2：00 P．M．November 22，2022

　⑶ 　Time-limit for tender by mail ：

　　　November 21，2022

　⑷ 　Contact point for the notice ：

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Digitalization Policy Promotion Office

　　　Information Management Department
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　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　５-4,Higashida-cho，Kawasaki-ku

　　　Kawasaki，Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel：044-200-2057

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第281号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　富士見公園再編整備事業

２ 　契約の事務担当部局の名称及び所在地

　　建設緑政局緑政部みどりの保全整備課

　 　川崎市川崎区駅前本町12番地１　川崎駅前タワー・

リバークビル17階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年９月20日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　フロンターレ・フロンティアグループ

　　代表企業　株式会社川崎フロンターレ

　　代表取締役社長　吉田　明宏

　　川崎市高津区末長４－８－52

５ 　契約金額

　 　4,797,700,000円（消費税及び地方消費税を含まな

い。）

６ 　契約の相手方を決定した手続き

　　総合評価一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　令和４年３月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第282号 

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、

次のとおり落札者等について公示します。

　　令和４年10月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称 

　 　証明書発行システムに係る機器等の賃貸借及び保守

に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地 

　　総務企画局デジタル化推進室

　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁舎

９階 

３ 　契約の相手方を決定した日 

　　令和４年８月23日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所 

　　三菱ＨＣキャピタル　株式会社　公共営業部

　　部長　前田　純 

　　東京都港区西新橋１丁目３番１号

５ 　契約金額 

　　37,666,200円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日 

　　令和４年７月11日

税 公 告

川崎市税公告第116号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 税目 期別

この公告に

より変更する

納期限 

件数・

備考

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月随時

分以降

令和４年９月

30日（８月随

時分）

計69件

令和

４年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月随時

分以降

令和４年９月

30日（８月随

時分）

計２件

令和４年度

（令和３年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月

随時分

令和４年９月

30日（８月随

時分）

計４件

令和

４年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

８月

随時分

令和４年９月

30日（８月随

時分）

計１件

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第117号

　市税過誤納金等還付（充当）を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
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付します。

　　令和４年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第118号

　交付要求通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月15日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第119号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第120号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年度 税　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

市民税

県民税

（普通徴収）

第１期分 令和４年９月27日 計１件

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第121号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第122号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第123号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）　

訓 令

川崎市訓令第６号

 庁中一般　

 各　か　い

　川崎市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　川崎市職員服務規程の一部を改正する訓令

　川崎市職員服務規程（昭和35年川崎市訓令第３号）の

一部を次のように改正する。

　第11条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市

役所ＩＣカード」に改め、同条中第４項を削り、第５項
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を第４項とする。

　様式目次中「職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカ

ード」に改める。

　第４号様式を次のように改める。

第４号様式　

   川崎市職員服務規程の一部を改正する訓令 

川崎市職員服務規程（昭和３５年川崎市訓令第３号）の一部を次のように改 

正する。 

 第１１条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に 

改め、同条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

 様式目次中「職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。 

 第４号様式を次のように改める。 

第４号様式 

  

 

（発行年月日）   （カード固有番号） 

 

川 崎 市 役 所 Ｉ Ｃ カ ー ド 

 

 

 

 

 

（氏 名 カ ナ） 

（職員コード） 

  縦  ５．４センチメートル 

  横  ８．５５センチメートル 

  地色 白 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （川崎市職員出勤記録整理規程の一部改正） 

２ 川崎市職員出勤記録整理規程（昭和３５年川崎市訓令第５号）の一部を次

のように改正する。 

　　縦　　５．４センチメートル

　　横　　８．55センチメートル

　　地色　白

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この訓令は、令和４年10月１日から施行する。

　　（川崎市職員出勤記録整理規程の一部改正）

２ 　川崎市職員出勤記録整理規程（昭和35年川崎市訓令

第５号）の一部を次のように改正する。

　 　第３条第１項第２号ア中「川崎市職員ＩＣカード」

を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　　　───────────────────

川崎市訓令第７号

 庁中一般　

 各　か　い

　川崎市職員の育児休業等に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　川崎市職員の育児休業等に関する規程の一

　　　部を改正する訓令

　川崎市職員の育児休業等に関する規程（平成４年川崎

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「行い、条例第３条第８号」を「、条

例第３条第７号」に、「条例第２条の３第３号に掲げる

場合又は条例第２条の４に規定する場合」を「次に掲げ

る場合」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場

合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る

子の１歳到達日（当該請求をする非常勤職員が同条

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業

（同号に規定する地方等育児休業をいう。）の期間

の末日とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

のいずれかの日））以前の日である場合

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当する場合であって、

当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月

到達日以前の日である場合

　　 　第２条第２項中「非常勤職員が条例第３条第８

号」を「任期を定めて採用された職員が条例第３条

第７号」に改め、同条第３項を削る。

　第３条を次のように改める。

　　　（育児休業の期間の延長の請求手続）

第３ 条　法第３条第１項の規定による育児休業の期間の

延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第

３条第７号に規定する職員が任期を更新されること

に伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除

き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の

１月（次に掲げる育児休業の期間を延長しようとす

る場合にあっては、２週間）前までに行うものとす

る。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内にしている育児休業（当該期間内

に延長後の育児休業の期間の末日とされる日がある

こととなるものに限る。）

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してし

ている育児休業

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当してしている育児休

業

２ 　前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の

請求について準用する。

　 　第４条第２項中「第３号様式」を「第２号様式」に

改める。

　 　第６条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条各

号列記以外の部分に次のただし書を加える。

　 　ただし、当該各号に規定する育児休業（第４号につ

いては、引き続いて承認する育児休業に限る。）が当

該育児休業に係る子の出生の日から条例第３条の２に

規定する期間内にあるものである場合にあっては、通

知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通

知書の交付に代えることができる。

　 　第６条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改

める。

　 　第６条の４第１項中「育児休業等計画書は第２号様

式」を「育児短時間勤務計画書は第３号様式」に改め
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る。

　第１号様式（表）を次のように改める。
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（表） 

   所属→ 

      課→      課 

押 印 欄 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

  年  月  日 

川 崎 市 長 様 

所   属                                

職名・氏名                

職 種                 
職 員 
コード                     

 次のとおり育児休業の承認を請求します。 

請求に係る子 

氏  名  

続 柄 等  

生年月日 年  月  日生 

請 求 の 内 容 

□ 育児休業の承認（次に掲げる育児休業の承認を除く。） 

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児

休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「法」という。）

第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場合の

ものに限る。） 

□ 育児休業の期間の最初の延長 

□ 育児休業の期間の再度の延長 

（同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休

業（法第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場

合のものに限る。）、育児休業の期間の再度の延長、非常勤職員の

１歳６箇月までの子の育児休業の承認又は非常勤職員の２歳までの

子の育児休業の承認が必要な事情を記入） 

 

 

既に育児休業

をした期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

請 求 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

配 偶 者 
氏     名  

育児休業の期間   年  月  日から  年  月  日まで 

備 考 
 

 

 

第１号様式

－3708－
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　第１号様式（裏）記入上の注意第１項中「非常勤職員

の任期の更新等に伴う再度の育児休業」を「川崎市職員

の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）第

３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業及び育

児休業の期間の延長」に改め、同様式（裏）記入上の注

意第３項中「非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の」

を「条例第３条第７号に掲げる事情に該当してする」に

改め、同様式（裏）記入上の注意第５項中「（当該請求

に係る子の出生の日から57日間に、職員（当該期間内

に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該

請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除

く。）」を削る。

　第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、同

様式の次に次の１様式を加える。
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   所属→ 

押 印 欄 
課→       課 

  

育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書 

年  月  日   

 川 崎 市 長 様 

所 属                   

職名・氏名                   

職 種   職員コード                   

 川崎市職員の育児休業等に関する条例第11条第6号の規定に基づき、再度の育児短時間

勤務の承認の請求をする予定ですので、育児短時間勤務の計画について次のとおり提出し

ます。 

 なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

 請 求 に 係 る 子 

 子 の 氏 名   生 年 月 日 年  月  日生 

 請 求 者 の 計 画 

 請 求 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

 再 度 の 請 求 予 定 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

備 考   

(注)1 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合

は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出すること。 

  2 請求期間には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。 

  3 変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。 

第３号様式

－3710－
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　　　附　則

　この訓令は、令和４年10月１日から施行する。

上下水道局規程

川崎市上下水道局規程第20号

　川崎市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇

等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。

　　令和４年９月29日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局会計年度任用職員の勤務

　　　時間、休暇等に関する規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇

等に関する規程（令和２年川崎市上下水道局規程第４

号）の一部を次のように改正する。

　別表第５の15の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第21号

　川崎市上下水道局企業職員服務規程の一部を改正する

規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員服務規程の一部

　　　を改正する規程

　川崎市上下水道局企業職員服務規程（平成10年川崎市

水道局規程第15号）の一部を次のように改正する。

　第10条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市

役所ＩＣカード」に改め、同条中第４項を削り、第５項

を第４項とする。

　様式目次中「第４条第２項」を「第４条第３項」に、「職

員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　第４号様式を次のように改める。

第４号様式

　　縦　　５．４センチメートル

　　横　　８．55センチメートル

　　地色　白

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第22号

　川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程の一部を

改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規

　　　程の一部を改正する規程

　川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程（昭和46

年川崎市水道局規程第10号）の一部を次のように改正す

る。

　第３条第１項第２号ア中「川崎市職員ＩＣカード」を

「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第23号

　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程

の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に

　　　関する規程の一部を改正する規程

　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程

（平成４年川崎市水道局規程第５号）の一部を次のよう

に改正する。

　第２条第１項中「により行い」を「により」に、「第

３条第８号」を「第３条第７号」に、「条例第２条の３

第３号に掲げる場合又は条例第２条の４に規定する場

合」を「次に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加

える。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場

合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る

子の１歳到達日（当該請求をする非常勤職員が同条

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業

（同号に規定する地方等育児休業をいう。）の期間

の末日とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

（カード固有番号）

（職  員  コ  ー ド）
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該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

のいずれかの日））以前の日である場合

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当する場合であって、

当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月

到達日以前の日である場合

　　 　第２条第２項ただし書中「非常勤職員が条例第３

条第８号」を「任期を定めて採用された職員が条例

第３条第７号」に改め、同条第３項を削る。

　　　第３条を次のように改める。

　　　（育児休業の期間の延長の請求手続）

　第３ 条　法第３条第１項の規定による育児休業の期間

の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条

例第３条第７号に規定する職員が任期を更新され

ることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場

合を除き、育児休業の期間の末日とされている日

の翌日の１月（次に掲げる育児休業の期間を延長

しようとする場合にあっては、２週間）前までに

行うものとする。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内にしている育児休業（当該期間内

に延長後の育児休業の期間の末日とされる日がある

こととなるものに限る。）

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してし

ている育児休業

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当してしている育児休

業

２ 　前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の

請求について準用する。

　 　第４条第２項中「第３号様式」を「第２号様式」に

改める。

　 　第６条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条各

号列記以外の部分に次のただし書を加える。

　 　ただし、当該各号に規定する育児休業（第４号につ

いては、引き続いて承認する育児休業に限る。）が当

該育児休業に係る子の出生の日から条例第３条の２に

規定する期間内にあるものである場合にあっては、通

知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通

知書の交付に代えることができる。　　　

　 　第６条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改

める。

　 　第14条第１項中「育児休業等計画書は第２号様式」

を「育児短時間勤務計画書は第３号様式」に改める。

　第１号様式（表）を次のように改める。
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第１号様式（表）
第１号様式（表）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

　第１号様式（裏）を次のように改める。
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第１号様式（裏）

第１号様式（裏） 
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　第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、同

様式の次に次の１様式を加える。
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第３号様式
第３号様式 
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　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第24号

　川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休

　　　日、休暇等に関する規程の一部を改正する

　　　規程

　川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規程（平成18年川崎市水道局規程第10号）の一

部を次のように改正する。

　第17条第１項中「配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）、父母、子、配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）の父母」を「配偶者等（配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）及

び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を

営む関係として管理者が認める関係にある者をいう。以

下同じ。）、父母、子、配偶者等の父母」に改め、「（第５

号及び第６号を除く。）」を削り、同項第１号中「（配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。）及び第５号に掲げる者をいう。以下同じ。）」

を削り、同項第５号及び第６号を削り、同項第７号を同

項第５号とする。

　別表第５の17の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第25号

　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定

める。

　　令和４年９月30日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び

　　　勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正

　　　する規程

　川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の

支給に関する規程（昭和38年川崎市水道局規程第17号）

の一部を次のように改正する。

　第５条第２項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（次に掲げる育児休業を除く。）をしてい

る職員」に改め、同号に次のように加える。

　　ア 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から川崎市職員の育児休業等に関する条例

（平成４年川崎市条例第２号。以下「育児休業条

例」という。）第３条の２に規定する期間内にあ

る育児休業であって、当該育児休業の承認に係る

期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休

業

　　イ 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業以外の育児休業であって、当

該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

　第５条第４項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（第２項第４号ア及びイに掲げる育児休

業を除く。）をしている職員」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第37号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和４年９月15日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和４年　10月01日から

　　令和９年　　７月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1200

　　商号又は名称　株式会社園田設備

　　営業所所在地　横浜市緑区北八朔町1938番地46

　　代表者氏名　　園田　誠司

　　指定番号　　　1201

　　商号又は名称　株式会社南組

　　営業所所在地　横浜市保土ケ谷区仏向町1455番地１

　　代表者氏名　　森田　雅晴

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第38号
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　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

　　令和４年９月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定番号　　　第1863号

　　氏名又は名称　池田設備

　　住　　　　所　東京都町田市図師町941番地３

　　代表者氏名　　池田　勝也

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

２ 　指定番号　　　第1864号

　　氏名又は名称　株式会社イーワークス

　　住　　　　所　横浜市栄区飯島町167番地４－102

　　代表者氏名　　宮田　誠

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

３ 　指定番号　　　第1865号

　　氏名又は名称　ＹＫｔｅｃｈ株式会社

　　住　　　　所　 神奈川県横須賀市大津町四丁目11番

26号

　　代表者氏名　　矢吹　豪

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

４ 　指定番号　　　第1866号

　　氏名又は名称　有限会社三笠工業社

　　住　　　　所　神奈川県厚木市厚木町３番２号

　　代表者氏名　　井上　康男

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

５ 　指定番号　　　第1867号

　　氏名又は名称　ミナミ住宅設備

　　住　　　　所　横浜市南区若宮町２丁目７番地16

　　代表者氏名　　熊谷　登

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

６ 　指定番号　　　第1868号

　　氏名又は名称　スマイル水道設備

　　住　　　　所　横浜市磯子区磯子六丁目16番６号

　　代表者氏名　　大澤　直人

　　指定年月日　　令和４年10月１日

　　有効期限　　　令和９年９月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第39号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま

したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

　　令和４年９月26日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定番号　　　第740号

　　氏名又は名称　（新）株式会社小泉水道工務店

　　　　　　　　　（旧）有限会社小泉水道工務店

　　住　　　　所　 （新）横浜市中区千代崎町四丁目97

番地12

　　　　　　　　　（旧）横浜市中区本牧元町29番５号

　　代表者氏名　　（新）小泉　太一

　　　　　　　　　（旧）小泉　和義

　　変更年月日　　令和４年９月１日

２ 　指定番号　　　第1146号

　　氏名又は名称　ＴＳ設備

　　住　　　　所　 （新）川崎市中原区宮内３丁目11番

５号ハイツ宮内Ⅲ202

　　　　　　　　　 （旧）川崎市中原区宮内１丁目19－

12まるめハイツ102

　　代表者氏名　　嶋田　貴裕

　　変更年月日　　令和４年９月１日

３ 　指定番号　　　第1550号

　　氏名又は名称　（新）株式会社ＶＩＤＯＣＱ研究所

　　　　　　　　　 （旧）株式会社リフォームジュウベ

イ

　　住　　　　所　東京都町田市中町２－16－23

　　代表者氏名　　右田　貴哉

　　変更年月日　　令和４年８月22日

４ 　指定番号　　　第1758号

　　氏名又は名称　株式会社日光建設

　　住　　　　所　 （新）神奈川県横浜市都筑区北山田

三丁目11番３号

　　　　　　　　　 （旧）東京都大田区東糀谷四丁目11

番３－304

　　代表者氏名　　志田　晃

　　変更年月日　　令和４年６月20日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第76号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月20日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度下半期広報紙ポスティング業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月23日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「その他」に登載さ

れている者

⑷ 　平成29年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が作成した刊行物のポスティングの履

行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月13日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第77号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月20日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 木月下水幹線その８工事

履行場所 川崎市中原区木月２丁目地内

履行期間 契約の日から165日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合
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参 加 資 格

　は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３，500万円（建築一式工事の場合は７，000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月17日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 六郷ポンプ場改築土木その１工事

履行場所 川崎市川崎区本町２－４地内

履行期間 契約の日から215日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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参 加 資 格

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月17日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中丸子地区下水取付管更新第201号工事

履行場所 川崎市中原区中丸子地内

履行期間 契約の日から令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月11日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田取水所　除塵機洗浄配管修理工事

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１（稲田取水所内）

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年10月12日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センターＮｏ．２－３－１好気タンクエアレータ整備その他工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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参 加 資 格

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年10月12日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第78号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月27日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度古市場ポンプ場ほか清掃委託

履行場所 川崎市幸区東古市場71ほか

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者

⑹ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有又は調達することが可能であ

ること。

⑻ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を専

任で配置できること。

　 　なお、双方は受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、

契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年10月20日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第79号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年９月27日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島上町地区ほか下水枝線第103号工事

履行場所 川崎市川崎区大島上町、渡田東町地内

履行期間 契約の日から495日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年10月24日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場一次濃縮槽耐震補強工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期間 契約の日から285日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「浄水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等
令和４年10月24日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大島地区ほか下水枝線第104号工

履行場所 川崎市川崎区大島２丁目、藤崎４丁目地内ほか

履行期間 契約の日から360日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７，000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等
令和４年10月24日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階）） 

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田配水池　散策路丸太階段等補修工事

履行場所 川崎市多摩区生田５－30－１（生田配水池内）

履行期間 契約の日から105日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「その他のとび」で

登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年10月19日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　雨水調整池返送水設備水撃緩和装置設置工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ 　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

参 加 資 格

　ウ 　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　　※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合

は特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が４,000万円（建築一式工事の場合は６,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が３,500万円（建築一式工事の場合は７,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

　 　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更すること

ができます。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　　水撃緩和を目的とした圧力水槽の製作及び据付工事の完工実績。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年10月24日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第29号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年10月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項
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　⑴ 　購入物品及び数量

　　　自動車賃貸借14台一式（Ｗキャブ）

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　令和５年12月１日～令和12年11月30日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」、種目「車両」に登載されており、かつ、ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年10月25日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　

　　　　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命

ビル13階

　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　 令和４年10月11日（公告日）～令和４年10

月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間

　　　令和４年10月11日（公告日）～令和４年10月25日

　　　午前８時から午後８時まで

　　　※ ただし、競争入札参加申込書等を３⑴の場所に

持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除

く、午前８時30分から正午まで、午後１時から

午後５時までとします。

　⑶ 　電子入札システムによる申込ができない場合の提

出場所

　　　〒210－8577

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13

階

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係　担当

　菅原

　　　電話　044－200－2091

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、競争入札参加申込

書を提出し、かつ、仕様書に定められた条件を満たす

物品のリース及び役務を確実に履行することができる

ことを証明する６の書類を、競争入札参加の申込時に

提出しなければなりません。

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この物品のリース及び役務を確実に

履行することができると認められた者に限り、入札に

参加することができます。（ただし、仕様書に定めら

れた条件を満たす物品のリース及び役務を確実に履行

できることを証明する書類等の提出後に納入予定のリ

ース物品に変更が生じる場合は、３⑴の場所に事前連

絡の上、令和４年11月17日までに７の担当課の承認を

得ることとします。その結果、担当課の承認を得られ

なかった者の入札は無効とします。）

６ 　競争入札参加の申込を行う時に必要な書類

　 　カタログ(調達予定機種がわかるように目印等を入

れること）

７ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局総務部管財課　担当　三浦

　　電話　044－200－2875

８ 　仕様書に関する質問、回答
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　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和４年10月11日～令和４年

10月25日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　　　　　　　 質問の入力方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」

の「共通ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加

手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作

方法」を参照してください。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を持参するか、指定の

電子メールアドレス宛てにＥｘｃｅｌ形式のまま

送付してください。

　　　 　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　 令和４年10月11日～令和４年

10月25日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　 23keiyak@city.kawasaki.

jp

　　　 　質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行

います。

　　　 　なお、質問書は、「入札情報かわさき」の「共

通ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」に掲げる「質問書（一般競争入札

用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ

ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく

ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け

付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和４年11月９日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

いたしません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「電子入札シ

ステム質問回答機能操作方法」を御覧ください。

　　　　また、回答後に再質問は受け付けません。

９ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年11月９日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年11月９日の午前９時～正午に３⑴

の場所において確認通知書を交付します。

10 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

11 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札（見積）書は賃貸借（84

ヶ月分）の税抜き額を記載してください。

　　 　なお、リース物品の価格のほか、輸送費、保険料、

保守等役務の履行に関する一切の諸経費を含めた入

札金額を見積もるものとしてください。

　　 　入札金額は、税抜き価格をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相

当する金額を除いた金額を入札書に記載してくださ

い。

　　　また、次により入札を執行します。

　　 　電子入札システムによります。ただし、電子入札
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システムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定

日時に砂子平沼ビル７階入札室に持参してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　令和４年11月24日　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　　（ア）　入札書の提出日時　 令和４年11月24日　

午前10時30分

　　　（イ）　入札書の提出場所　 砂子平沼ビル７階入

札室

　　　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子

１－７－４）

　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）　入札書の提出期限　 令和４年11月21日必

着

　　　（イ）　入札書の提出先　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年11月24日　午前10時30分

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

12 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

13 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　川崎市上下水道局は、翌年度以降における所要の

予算の該当金額について減額又は削除があった場

合、この契約を変更又は解除することができるもの

とします。また、上記変更又は解除に伴い損失が生

じた場合は、その損失の補償を川崎市上下水道局に

対して請求することができるものとし、補償額は協

議して定めるものとします。

14　Summary

　⑴ 　Nature of the products to be leased:

　　 　14 Cars leasing contract complete set 

(Double Cabin)

　⑵ 　Time-limit for tender：

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30 A.M. 24 November 2022

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30 A.M. 24 November 2022

　　ｃ　By mail　

　　　　21 November 2022

　⑶ 　Contract point for the notice：

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　 　1　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210-8577，Japan

　　　TEL：044－200-2091

　⑷ 　Language： 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第28号

　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月27日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇

　　　給等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程（昭和47年交通局規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。



（第1,852号）令和4年(2022年)10月11日 川 崎 市 公 報

－3732－

　第２条第２項第２号中「第６条第１項」を「第７条第

１項」に改める。

　第７条第３項を削る。

　第８条第１項を次のように改める。

　職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その

者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の

前日に受けていた号給に対応する別表第７の２に定める

降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

　別表第７第１号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

77

78

78

79

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

73

73
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74

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

59

59

60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

　　　　　　　　　　　　　 」

　に、

「

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

46

46

47

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

　別表第７第２号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67
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　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

77

78

78

79

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

73

73

74

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

59

59

60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

58

59

59
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59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

　別表第７第３号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に改め、同表の次に次の１表を加える。

　別表第７の２（第８条関係）

１ 　交通企業職給料表⑴降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ 13 33 ９ 17 ９ ５ ９

２ 14 34 10 18 10 ６ 10

３ 15 35 11 19 11 ７ 11

４ 16 36 12 20 12 ８ 12

５ 17 37 13 21 13 ９ 13

６ 18 38 14 22 14 10 14

７ 19 39 15 23 15 11 15

８ 20 40 16 24 16 12 16

９ 21 41 17 25 17 13 17

10 22 42 18 26 18 14 18

11 23 43 19 27 19 15 19

12 24 44 20 28 20 16 20

13 25 45 21 29 21 17 21

14 26 46 22 30 22 18 22

15 27 47 23 31 23 19 23

16 28 48 24 32 24 20 24

17 29 49 25 33 25 21 25

18 30 50 26 34 26 22 26

19 31 51 27 35 27 23 27

20 32 52 28 36 28 24 28

21 33 53 29 37 29 25 29

22 34 54 30 38 30 26 30

23 35 55 31 39 31 27 31

24 36 56 32 40 32 28 32
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25 37 57 33 41 33 29 33

26 38 58 34 42 34 30 34

27 39 59 35 43 35 31 35

28 40 60 36 44 36 32 36

29 41 61 37 45 37 34 40

30 42 62 38 46 38 36 44

31 43 63 39 47 39 38 48

32 44 64 40 48 40 40 52

33 45 65 41 49 42 43 57

34 46 66 42 50 44 46 62

35 47 67 43 51 46 49 67

36 48 68 44 52 48 52 72

37 49 69 45 54 52 56 74

38 50 70 46 56 56 60 76

39 51 71 47 58 60 64 77

40 52 72 48 60 64 69 77

41 53 73 49 62 66 74 77

42 54 74 50 64 68 79 77

43 55 75 51 66 70 84 77

44 56 76 52 68 72 85 77

45 58 77 53 71 73 85 77

46 60 78 54 74 74 85 77

47 62 79 55 77 75 85 77

48 64 80 56 80 76 85 77

49 68 82 57 83 77 85 77

50 72 84 58 86 78 85 77

51 76 86 59 89 79 85 77

52 77 88 60 92 80 85 77

53 77 89 62 94 81 85 77

54 77 90 64 96 82 85 77

55 77 91 66 98 83 85 77

56 77 92 68 100 84 85 77

57 77 94 70 102 86 85 77

58 77 96 72 104 89 85 77

59 77 98 74 106 92 85 77

60 77 101 76 108 95 85 77

61 77 104 78 109 98 85 77

62 77 107 80 110 101 85 77

63 77 110 82 111 104 85 77

64 77 113 84 112 105 85 77

65 77 116 86 114 105 85 77

66 77 117 88 116 105 85 77

67 77 117 90 118 105 85 77

68 77 117 92 121 105 85 77

69 77 117 94 124 105 85 77

70 77 117 96 127 105 85 77

71 77 117 98 130 105 85 77

72 77 117 100 133 105 85 77

73 77 117 101 136 105 85 77

74 77 117 102 137 105 85 　

75 77 117 103 137 105 85 　

76 77 117 104 137 105 85 　

77 77 117 106 137 105 85 　

78 77 117 108 137 105 　 　

79 77 117 110 137 105 　 　

80 77 117 112 137 105 　 　

81 77 117 113 137 105 　 　

82 77 117 114 137 105 　 　

83 77 117 115 137 105 　 　

84 77 117 116 137 105 　 　

85 77 117 117 137 105 　 　

86 77 117 118 137 　 　 　

87 77 117 119 137 　 　 　

88 77 117 120 137 　 　 　

89 77 117 123 137 　 　 　

90 77 117 126 137 　 　 　

91 77 117 129 137 　 　 　

92 77 117 133 137 　 　 　

93 77 117 137 137 　 　 　

94 77 117 142 137 　 　 　

95 77 117 147 137 　 　 　

96 77 117 149 137 　 　 　

97 77 117 149 137 　 　 　

98 77 117 149 137 　 　 　

99 77 117 149 137 　 　

100 77 117 149 137 　 　 　

101 77 117 149 137 　 　 　

102 77 117 149 137 　 　 　

103 77 117 149 137 　 　 　

104 77 117 149 137 　 　 　

105 77 117 149 137 　 　 　

106 77 117 149 　 　 　 　

107 77 117 149 　 　 　 　

108 77 117 149 　 　 　 　

109 77 117 149 　 　 　 　

110 77 117 149 　 　 　 　

111 77 117 149 　 　 　 　

112 77 117 149 　 　 　 　

113 77 117 149 　 　 　 　

114 77 117 149 　 　 　 　

115 77 117 149 　 　 　 　

116 77 117 149 　 　 　 　

117 77 117 149 　 　 　 　

118 　 117 149 　 　 　 　

119 　 117 149 　 　 　 　

120 　 117 149 　 　 　 　

121 　 117 149 　 　 　 　

122 　 117 149 　 　 　 　

123 　 117 149 　 　 　 　

124 　 117 149 　 　 　 　

125 　 117 149 　 　 　 　

126 　 117 149 　 　 　 　

127 　 117 149 　 　 　 　

128 　 117 149 　 　 　 　
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129 　 117 149 　 　 　 　

130 　 117 149 　 　 　 　

131 　 117 149 　 　 　 　

132 　 117 149 　 　 　 　

133 　 117 149 　 　 　 　

134 　 117 149 　 　 　 　

135 　 117 149 　 　 　 　

136 　 117 149 　 　 　 　

137 　 117 149 　 　 　 　

138 　 117 　 　 　 　 　

139 　 117 　 　 　 　 　

140 　 117 　 　 　 　 　

141 　 117 　 　 　 　 　

142 　 117 　 　 　 　 　

143 　 117 　 　 　 　 　

144 　 117 　 　 　 　 　

145 　 117 　 　 　 　 　

146 　 117 　 　 　 　 　

147 　 117 　 　 　 　 　

148 　 117 　 　 　 　 　

149 　 117 　 　 　 　 　

２ 　交通企業職給料表⑵降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ 13 33 ９ 17 ９

２ 14 34 10 18 10

３ 15 35 11 19 11

４ 16 36 12 20 12

５ 17 37 13 21 13

６ 18 38 14 22 14

７ 19 39 15 23 15

８ 20 40 16 24 16

９ 21 41 17 25 17

10 22 42 18 26 18

11 23 43 19 27 19

12 24 44 20 28 20

13 25 45 21 29 21

14 26 46 22 30 22

15 27 47 23 31 23

16 28 48 24 32 24

17 29 49 25 33 25

18 30 50 26 34 26

19 31 51 27 35 27

20 32 52 28 36 28

21 33 53 29 37 29

22 34 54 30 38 30

23 35 55 31 39 31

24 36 56 32 40 32

25 37 57 33 41 33

26 38 58 34 42 34

27 39 59 35 43 35

28 40 60 36 44 36

29 41 61 37 45 37

30 42 62 38 46 38

31 43 63 39 47 39

32 44 64 40 48 40

33 45 65 41 49 42

34 46 66 42 50 44

35 47 67 43 51 46

36 48 68 44 52 48

37 49 69 45 54 52

38 50 70 46 56 56

39 51 71 47 58 60

40 52 72 48 60 64

41 53 73 49 62 66

42 54 74 50 64 68

43 55 75 51 66 70

44 56 76 52 68 72

45 58 77 53 71 73

46 60 78 54 74 74

47 62 79 55 77 75

48 64 80 56 80 76

49 68 82 57 83 77

50 72 84 58 86 78

51 76 86 59 89 79

52 77 88 60 92 80

53 77 89 62 94 81

54 77 90 64 96 82

55 77 91 66 98 83

56 77 92 68 100 84

57 77 94 70 102 86

58 77 96 72 104 89

59 77 98 74 106 92

60 77 101 76 108 95

61 77 104 78 109 98

62 77 107 80 110 101

63 77 110 82 111 104

64 77 113 84 112 105

65 77 116 86 114 105

66 77 117 88 116 105

67 77 117 90 118 105

68 77 117 92 121 105

69 77 117 94 124 105

70 77 117 96 127 105

71 77 117 98 130 105

72 77 117 100 133 105

73 77 117 101 136 105

74 77 117 102 137 105

75 77 117 103 137 105

76 77 117 104 137 105

77 77 117 106 137 105

78 77 117 108 137 105
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79 77 117 110 137 105

80 77 117 112 137 105

81 77 117 113 137 105

82 77 117 114 137 105

83 77 117 115 137 105

84 77 117 116 137 105

85 77 117 117 137 105

86 77 117 118 137 　

87 77 117 119 137 　

88 77 117 120 137 　

89 77 117 123 137 　

90 77 117 126 137 　

91 77 117 129 137 　

92 77 117 133 137 　

93 77 117 137 137 　

94 77 117 142 137 　

95 77 117 147 137 　

96 77 117 149 137 　

97 77 117 149 137 　

98 77 117 149 137 　

99 77 117 149 137 　

100 77 117 149 137 　

101 77 117 149 137 　

102 77 117 149 137 　

103 77 117 149 137 　

104 77 117 149 137 　

105 77 117 149 137 　

106 77 117 149 　 　

107 77 117 149 　 　

108 77 117 149 　 　

109 77 117 149 　 　

110 77 117 149 　 　

111 77 117 149 　 　

112 77 117 149 　 　

113 77 117 149 　 　

114 77 117 149 　 　

115 77 117 149 　 　

116 77 117 149 　 　

117 77 117 149 　 　

118 　 117 149 　 　

119 　 117 149 　 　

120 　 117 149 　 　

121 　 117 149 　 　

122 　 117 149 　 　

123 　 117 149 　 　

124 　 117 149 　 　

125 　 117 149 　 　

126 　 117 149 　 　

127 　 117 149 　 　

128 　 117 149 　 　

129 　 117 149 　 　

130 　 117 149 　 　

131 　 117 149 　 　

132 　 117 149 　 　

133 　 117 149 　 　

134 　 117 149 　 　

135 　 117 149 　 　

136 　 117 149 　 　

137 　 117 149 　 　

138 　 117 　 　 　

139 　 117 　 　 　

140 　 117 　 　 　

141 　 117 　 　 　

142 　 117 　 　 　

143 　 117 　 　 　

144 　 117 　 　 　

145 　 117 　 　 　

146 　 117 　 　 　

147 　 117 　 　 　

148 　 117 　 　 　

149 　 117 　 　 　

３ 　交通企業職給料表（３）降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ 13 33 ９

２ 14 34 10

３ 15 35 11

４ 16 36 12

５ 17 37 13

６ 18 38 14

７ 19 39 15

８ 20 40 16

９ 21 41 17

10 22 42 18

11 23 43 19

12 24 44 20

13 25 45 21

14 26 46 22

15 27 47 23

16 28 48 24

17 29 49 25

18 30 50 26

19 31 51 27

20 32 52 28

21 33 53 29

22 34 54 30

23 35 55 31

24 36 56 32

25 37 57 33

26 38 58 34

27 39 59 35

28 40 60 36
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29 41 61 37

30 42 62 38

31 43 63 39

32 44 64 40

33 45 65 41

34 46 66 42

35 47 67 43

36 48 68 44

37 49 69 45

38 50 70 46

39 51 71 47

40 52 72 48

41 53 73 49

42 54 74 50

43 55 75 51

44 56 76 52

45 58 77 53

46 60 78 54

47 62 79 55

48 64 80 56

49 68 81 57

50 72 82 58

51 76 83 59

52 77 84 60

53 77 86 62

54 77 88 64

55 77 90 66

56 77 92 68

57 77 94 70

58 77 96 72

59 77 98 74

60 77 101 76

61 77 104 78

62 77 107 80

63 77 110 82

64 77 113 84

65 77 116 85

66 77 117 86

67 77 117 87

68 77 117 88

69 77 117 90

70 77 117 92

71 77 117 94

72 77 117 96

73 77 117 98

74 77 117 100

75 77 117 102

76 77 117 104

77 77 117 105

78 77 117 106

79 77 117 107

80 77 117 108

81 77 117 110

82 77 117 112

83 77 117 114

84 77 117 116

85 77 117 117

86 77 117 118

87 77 117 119

88 77 117 120

89 77 117 123

90 77 117 126

91 77 117 129

92 77 117 133

93 77 117 137

94 77 117 142

95 77 117 147

96 77 117 149

97 77 117 149

98 77 117 149

99 77 117 149

100 77 117 149

101 77 117 149

102 77 117 149

103 77 117 149

104 77 117 149

105 77 117 149

106 77 117 149

107 77 117 149

108 77 117 149

109 77 117 149

110 77 117 149

111 77 117 149

112 77 117 149

113 77 117 149

114 77 117 149

115 77 117 149

116 77 117 149

117 77 117 149

118 　 117 149

119 　 117 149

120 　 117 149

121 　 117 149

122 　 117 149

123 　 117 149

124 　 117 149

125 　 117 149

126 　 117 149

127 　 117 149

128 　 117 149

129 　 117 149

130 　 117 149

131 　 117 149

132 　 117 149
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133 　 117 149

134 　 117 149

135 　 117 149

136 　 117 149

137 　 117 149

138 　 117 　

139 　 117 　

140 　 117 　

141 　 117 　

142 　 117 　

143 　 117 　

144 　 117 　

145 　 117 　

146 　 117 　

147 　 117 　

148 　 117 　

149 　 117 　

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　　（施行日における昇格又は降格の特例）

２ 　この規程の施行の日（以下「施行日」という。）に

昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格

がないものとした場合にその者が施行日に受けること

となる号給を施行日の前日に受けていたものとみなし

て改正後の規程第７条又は第８条の規定を適用する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第29号

　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉

　　　手当の支給に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規程（昭和38年交通局規程第14号）の一部を次

のように改正する。

　第５条第２項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（次に掲げる育児休業を除く。）をしてい

る職員」に改め、同号に次のように加える。

　　ア 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業であって、当該育児休業の承

認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下であ

る育児休業

　　イ 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業以外の育児休業であって、当

該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

　第５条第４項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（第２項第４号ア及びイに掲げる育児休

業を除く。）をしている職員」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第30号

　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程の一部を改正

する規程を次のように定める。

　　令和４年９月29日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程の

　　　一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程（平成13年交

通局規程第17号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第２号ア中「川崎市職員ＩＣカード」を

「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第31号

　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関す

　　　る規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程（平

成４年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「行い、川崎市職員の育児休業等に関

する条例（平成４年川崎市条例第２号。以下「条例」と

いう。）第３条第８号」を「、川崎市職員の育児休業等

に関する条例（平成４年川崎市条例第２号。以下「条例」

という。）第３条第７号」に、「条例第２条の３第３号に

掲げる場合又は条例第２条の４に規定する場合」を「次

に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
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　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場

合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る

子の１歳到達日（当該請求をする非常勤職員が同条

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業

（同号に規定する地方等育児休業をいう。）の期間

の末日とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

のいずれかの日））以前の日である場合

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当する場合であって、

当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月

到達日以前の日である場合

　第２条第２項中「非常勤職員が条例第３条第８号」を

「任期を定めて採用された職員が条例第３条第７号」に

改め、同条第３項を削る。

　第３条を次のように改める。

　（育児休業の期間の延長の請求手続）

第３条　 法第３条第１項の規定による育児休業の期間の

延長の請求は、育児休業承認請求書により、条

例第３条第７号に規定する職員が任期を更新さ

れることに伴い育児休業の期間の延長を請求す

る場合を除き、育児休業の期間の末日とされて

いる日の翌日の１月（次に掲げる育児休業の期

間を延長しようとする場合にあっては、２週

間）前までに行うものとする。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内にしている育児休業（当該期間内

に延長後の育児休業の期間の末日とされる日がある

こととなるものに限る。）

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してい

る育児休業

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当している育児休業

２ 　前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の

請求について準用する。

　 　第４条第２項中「第３号様式」を「第２号様式」に

改める。

　 　第６条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条各

号列記以外の部分に次のただし書を加える。

　 　ただし、当該各号に規定する育児休業（第４号につ

いては、引き続いて承認する育児休業に限る。）が当

該育児休業に係る子の出生の日から条例第３条の２に

規定する期間内にあるものである場合にあっては、通

知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通

知書の交付に代えることができる。

　第６条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改める。

　第13条第１項中「育児休業等計画書は第２号様式」を

「育児短時間勤務計画書は第３号様式」に改める。

　第１号様式（表）を次のように改める。
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第１号様式

第１号様式 
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 　第１号様式（裏）記入上の注意第１項中「非常勤職

員の任期の更新等に伴う再度の育児休業」を「川崎市職

員の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）

第３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業及び

育児休業の期間の延長」に改め、同様式（裏）記入上の

注意第３項中「非常勤職員の任期の更新等に伴う再度

の」を「条例第３条第７号に掲げる事情に該当してす

る」に改め、同様式（裏）記入上の注意第５項中「（当

該請求に係る子の出生の日から57日間に、職員（当該期

間内に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が

当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を

除く。）」を削る。

　第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、同

様式の次に次の１様式を加える。
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第３号様式

第３号様式 
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　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第32号

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程（平成元年交通局規程第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第３の17の項中「あたる」を「当たる」に、「８

週間目に当たる日」を「１年を経過する日」に改め、同

表備考12関係第４号、同表備考16関係第４号、同表備考

17関係第３号及び同表備考19関係第４号中「すべて」を

「全て」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第33号

　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規程（令和２年交通局規程第20号）の一部を次の

ように改正する。

　別表第５の15の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

交通局公告（調達）

川崎市交通局公告（調達）第11号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　令和４年10月11日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　調達の名称

　⑴ 　軽油Ａ（10月～ 12月分）　224キロリットル

　⑵ 　軽油Ｂ（10月～ 12月分）　342キロリットル

　⑶ 　軽油Ｃ（10月～ 12月分）　211キロリットル

　⑷ 　軽油Ｄ（10月～ 12月分）　355キロリットル

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９（川崎御幸ビル９

階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年９月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　軽油Ａ

　　　日本石油販売　株式会社　

　　　代表取締役　田中　宏茂　

　　　東京都中央区新川二丁目１番７号

　⑵ 　軽油Ｂ

　　　日本石油販売　株式会社　

　　　代表取締役　田中　宏茂　

　　　東京都中央区新川二丁目１番７号

　⑶ 　軽油Ｃ

　　　日本石油販売　株式会社　

　　　代表取締役　田中　宏茂　

　　　東京都中央区新川二丁目１番７号

　⑷ 　軽油Ｄ

　　　日本石油販売　株式会社　

　　　代表取締役　田中　宏茂　

　　　東京都中央区新川二丁目１番７号

５ 　落札金額

　⑴ 　軽油Ａ　108,300円（１キロリットル当たり）

　⑵ 　軽油Ｂ　108,100円（１キロリットル当たり）

　⑶ 　軽油Ｃ　108,200円（１キロリットル当たり）

　⑷ 　軽油Ｄ　108,490円（１キロリットル当たり）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和４年８月10日

交 通 局 訓 令

川崎市交通局訓令第５号

 局内一般

 営業所

　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。

　　令和４年９月29日
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 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改

　　　正する訓令

　川崎市交通局企業職員服務規程（平成18年交通局訓令

第１号）の一部を次のように改正する。

　第11条第２項第１号中「川崎市職員ＩＣカード」を

「川崎市役所ＩＣカード」に改め、同項中第３号を削り、

第４号を第３号とする。

　様式目次中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所

ＩＣカード」に改める。

　第４号様式を次のように改める。

第４号様式

　　縦　　５．４センチメートル

　　横　　８．55センチメートル

　　地色　白

　　附　則

　この訓令は、令和４年10月１日から施行する。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第14号

　川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月20日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇

　　　給等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関す

る規程（平成17年川崎市病院局規程第26号）の一部を次

のように改正する。

　第８条第３項を削る。

　第９条第１項を次のように改める。

　職員を降格させた場合における給与支給規程第３条第

２項に規定するその者の号給は、その者に適用される給

料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた

号給に対応する別表第９の２に定める降格時号給対応表

の降格後の号給欄に定める号給とする。

　別表第９第１号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

川崎市交通局訓令第５号 

                                局内一般 

                                営 業 所 

 川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和４年９月２９日 

川崎市交通事業管理者          

交通局長 中 上 一 夫     

 

川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令 

 川崎市交通局企業職員服務規程（平成１８年交通局訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１１条第２項第１号中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」

に改め、同項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

 様式目次中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。 

 第４号様式を次のように改める。 

第４号様式 

 

（発行年月日）   （カード固有番号） 

 

川 崎 市 役 所 Ｉ Ｃ カ ー ド 

 

 

 

 

 

（氏名 カナ   ） 

（職員コード ８桁） 

縦  ５．４センチメートル 

横  ８．５５センチメートル 
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92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

77

78

78

79

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

73

73

74

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

59

59

60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45
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46

46

47

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

　別表第９第２号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

　別表第９第３号中

「

44

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

50

51

52

53

　　　　　　　　　　　　　」

　を
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「

43

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

47

47

48

48

49

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

37

38

38

38

39

39

39

40

40

40

41

41

42

42

43

　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

　別表第９第４号中

「

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

66

66

67

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

93

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」
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　を

「

92

93

93

93

93

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

77

78

78

79

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

73

73

74

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

59

59

60

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

　　　　　　　　　　　　　」

　に、

「

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44
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45

45

46

46

47

　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

　　　　　　　　　　　　　」

　に改め、同表の次に次の１表を加える。

　別表第９の２（第９条関係）

１ 　病院企業職給料表⑴降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ 13 33 ９ 17 ９ ５ ９

２ 14 34 10 18 10 ６ 10

３ 15 35 11 19 11 ７ 11

４ 16 36 12 20 12 ８ 12

５ 17 37 13 21 13 ９ 13

６ 18 38 14 22 14 10 14

７ 19 39 15 23 15 11 15

８ 20 40 16 24 16 12 16

９ 21 41 17 25 17 13 17

10 22 42 18 26 18 14 18

11 23 43 19 27 19 15 19

12 24 44 20 28 20 16 20

13 25 45 21 29 21 17 21

14 26 46 22 30 22 18 22

15 27 47 23 31 23 19 23

16 28 48 24 32 24 20 24

17 29 49 25 33 25 21 25

18 30 50 26 34 26 22 26

19 31 51 27 35 27 23 27

20 32 52 28 36 28 24 28

21 33 53 29 37 29 25 29

22 34 54 30 38 30 26 30

23 35 55 31 39 31 27 31

24 36 56 32 40 32 28 32

25 37 57 33 41 33 29 33

26 38 58 34 42 34 30 34

27 39 59 35 43 35 31 35

28 40 60 36 44 36 32 36

29 41 61 37 45 37 34 40

30 42 62 38 46 38 36 44

31 43 63 39 47 39 38 48

32 44 64 40 48 40 40 52

33 45 65 41 49 42 43 57

34 46 66 42 50 44 46 62

35 47 67 43 51 46 49 67

36 48 68 44 52 48 52 72

37 49 69 45 54 52 56 74

38 50 70 46 56 56 60 76

39 51 71 47 58 60 64 77

40 52 72 48 60 64 69 77

41 53 73 49 62 66 74 77

42 54 74 50 64 68 79 77

43 55 75 51 66 70 84 77

44 56 76 52 68 72 85 77

45 58 77 53 71 73 85 77

46 60 78 54 74 74 85 77

47 62 79 55 77 75 85 77

48 64 80 56 80 76 85 77

49 68 82 57 83 77 85 77

50 72 84 58 86 78 85 77

51 76 86 59 89 79 85 77

52 77 88 60 92 80 85 77

53 77 89 62 94 81 85 77

54 77 90 64 96 82 85 77

55 77 91 66 98 83 85 77

56 77 92 68 100 84 85 77

57 77 94 70 102 86 85 77

58 77 96 72 104 89 85 77

59 77 98 74 106 92 85 77

60 77 101 76 108 95 85 77

61 77 104 78 109 98 85 77

62 77 107 80 110 101 85 77

63 77 110 82 111 104 85 77

64 77 113 84 112 105 85 77

65 77 116 86 114 105 85 77

66 77 117 88 116 105 85 77

67 77 117 90 118 105 85 77

68 77 117 92 121 105 85 77

69 77 117 94 124 105 85 77

70 77 117 96 127 105 85 77

71 77 117 98 130 105 85 77

72 77 117 100 133 105 85 77
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73 77 117 101 136 105 85 77

74 77 117 102 137 105 85 　

75 77 117 103 137 105 85 　

76 77 117 104 137 105 85 　

77 77 117 106 137 105 85 　

78 77 117 108 137 105 　 　

79 77 117 110 137 105 　 　

80 77 117 112 137 105 　 　

81 77 117 113 137 105 　 　

82 77 117 114 137 105 　 　

83 77 117 115 137 105 　 　

84 77 117 116 137 105 　 　

85 77 117 117 137 105 　 　

86 77 117 118 137 　 　 　

87 77 117 119 137 　 　 　

88 77 117 120 137 　 　 　

89 77 117 123 137 　 　 　

90 77 117 126 137 　 　 　

91 77 117 129 137 　 　 　

92 77 117 133 137 　 　 　

93 77 117 137 137 　 　 　

94 77 117 142 137 　 　 　

95 77 117 147 137 　 　 　

96 77 117 149 137 　 　 　

97 77 117 149 137 　 　 　

98 77 117 149 137 　 　 　

99 77 117 149 137 　 　

100 77 117 149 137 　 　 　

101 77 117 149 137 　 　 　

102 77 117 149 137 　 　 　

103 77 117 149 137 　 　 　

104 77 117 149 137 　 　 　

105 77 117 149 137 　 　 　

106 77 117 149 　 　 　 　

107 77 117 149 　 　 　 　

108 77 117 149 　 　 　 　

109 77 117 149 　 　 　 　

110 77 117 149 　 　 　 　

111 77 117 149 　 　 　 　

112 77 117 149 　 　 　 　

113 77 117 149 　 　 　 　

114 77 117 149 　 　 　 　

115 77 117 149 　 　 　 　

116 77 117 149 　 　 　 　

117 77 117 149 　 　 　 　

118 　 117 149 　 　 　 　

119 　 117 149 　 　 　 　

120 　 117 149 　 　 　 　

121 　 117 149 　 　 　 　

122 　 117 149 　 　 　 　

123 　 117 149 　 　 　 　

124 　 117 149 　 　 　 　

125 　 117 149 　 　 　 　

126 　 117 149 　 　 　 　

127 　 117 149 　 　 　 　

128 　 117 149 　 　 　 　

129 　 117 149 　 　 　 　

130 　 117 149 　 　 　 　

131 　 117 149 　 　 　 　

132 　 117 149 　 　 　 　

133 　 117 149 　 　 　 　

134 　 117 149 　 　 　 　

135 　 117 149 　 　 　 　

136 　 117 149 　 　 　 　

137 　 117 149 　 　 　 　

138 　 117 　 　 　 　 　

139 　 117 　 　 　 　 　

140 　 117 　 　 　 　 　

141 　 117 　 　 　 　 　

142 　 117 　 　 　 　 　

143 　 117 　 　 　 　 　

144 　 117 　 　 　 　 　

145 　 117 　 　 　 　 　

146 　 117 　 　 　 　 　

147 　 117 　 　 　 　 　

148 　 117 　 　 　 　 　

149 　 117 　 　 　 　 　

２ 　病院企業職給料表⑵降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ 13 33 ９

２ 14 34 10

３ 15 35 11

４ 16 36 12

５ 17 37 13

６ 18 38 14

７ 19 39 15

８ 20 40 16

９ 21 41 17

10 22 42 18

11 23 43 19

12 24 44 20

13 25 45 21

14 26 46 22

15 27 47 23

16 28 48 24

17 29 49 25

18 30 50 26

19 31 51 27

20 32 52 28

21 33 53 29

22 34 54 30
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23 35 55 31

24 36 56 32

25 37 57 33

26 38 58 34

27 39 59 35

28 40 60 36

29 41 61 37

30 42 62 38

31 43 63 39

32 44 64 40

33 45 65 41

34 46 66 42

35 47 67 43

36 48 68 44

37 49 69 45

38 50 70 46

39 51 71 47

40 52 72 48

41 53 73 49

42 54 74 50

43 55 75 51

44 56 76 52

45 58 77 53

46 60 78 54

47 62 79 55

48 64 80 56

49 68 81 57

50 72 82 58

51 76 83 59

52 77 84 60

53 77 86 62

54 77 88 64

55 77 90 66

56 77 92 68

57 77 94 70

58 77 96 72

59 77 98 74

60 77 101 76

61 77 104 78

62 77 107 80

63 77 110 82

64 77 113 84

65 77 116 85

66 77 117 86

67 77 117 87

68 77 117 88

69 77 117 90

70 77 117 92

71 77 117 94

72 77 117 96

73 77 117 98

74 77 117 100

75 77 117 102

76 77 117 104

77 77 117 105

78 77 117 106

79 77 117 107

80 77 117 108

81 77 117 110

82 77 117 112

83 77 117 114

84 77 117 116

85 77 117 117

86 77 117 118

87 77 117 119

88 77 117 120

89 77 117 123

90 77 117 126

91 77 117 129

92 77 117 133

93 77 117 137

94 77 117 142

95 77 117 147

96 77 117 149

97 77 117 149

98 77 117 149

99 77 117 149

100 77 117 149

101 77 117 149

102 77 117 149

103 77 117 149

104 77 117 149

105 77 117 149

106 77 117 149

107 77 117 149

108 77 117 149

109 77 117 149

110 77 117 149

111 77 117 149

112 77 117 149

113 77 117 149

114 77 117 149

115 77 117 149

116 77 117 149

117 77 117 149

118 　 117 149

119 　 117 149

120 　 117 149

121 　 117 149

122 　 117 149

123 　 117 149

124 　 117 149

125 　 117 149

126 　 117 149
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127 　 117 149

128 　 117 149

129 　 117 149

130 　 117 149

131 　 117 149

132 　 117 149

133 　 117 149

134 　 117 149

135 　 117 149

136 　 117 149

137 　 117 149

138 　 117 　

139 　 117 　

140 　 117 　

141 　 117 　

142 　 117 　

143 　 117 　

144 　 117 　

145 　 117 　

146 　 117 　

147 　 117 　

148 　 117 　

149 　 117 　

３ 　病院企業職給料表⑶降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級

１ 29 17 13 17

２ 30 18 14 18

３ 31 19 15 19

４ 32 20 16 20

５ 33 21 17 21

６ 33 22 18 22

７ 33 23 19 23

８ 33 24 20 24

９ 33 25 21 25

10 33 26 22 26

11 33 27 23 27

12 33 28 24 28

13 33 29 25 29

14 33 30 26 30

15 33 31 27 31

16 33 32 28 32

17 33 33 29 33

18 33 34 30 34

19 33 35 31 35

20 33 36 32 36

21 33 37 33 37

22 33 37 34 38

23 33 37 35 39

24 33 37 36 40

25 33 37 37 41

26 33 37 38 42

27 33 37 39 43

28 33 37 40 44

29 33 37 41 46

30 33 37 42 48

31 33 37 43 50

32 33 37 44 52

33 33 37 46 54

34 33 37 48 56

35 33 37 50 58

36 33 37 52 60

37 33 37 53 63

38 　 37 54 66

39 　 37 55 69

40 　 37 56 72

41 　 37 59 74

42 　 37 62 76

43 　 37 66 77

44 　 37 70 77

45 　 37 74 77

46 　 37 76 77

47 　 37 78 77

48 　 37 80 77

49 　 37 81 77

50 　 37 81 77

51 　 37 81 77

52 　 37 81 77

53 　 37 81 77

54 　 37 81 77

55 　 37 81 77

56 　 37 81 77

57 　 37 81 77

58 　 37 81 77

59 　 37 81 77

60 　 37 81 77

61 　 37 81 77

62 　 37 81 77

63 　 37 81 77

64 　 37 81 77

65 　 37 81 77

66 　 37 81 77

67 　 37 81 77

68 　 37 81 77

69 　 37 81 77

70 　 37 81 77

71 　 37 81 77

72 　 37 81 77

73 　 37 81 77

74 　 37 81 77

75 　 37 81 77

76 　 37 81 77
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77 　 37 81 77

78 　 37 　 　

79 　 37 　 　

80 　 37 　 　

81 　 37 　 　

４ 　病院企業職給料表⑷降格時号給対応表

降格した日の

前日に受けて

いた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 13 33 ９ 17 ９ ５

２ 14 34 10 18 10 ６

３ 15 35 11 19 11 ７

４ 16 36 12 20 12 ８

５ 17 37 13 21 13 ９

６ 18 38 14 22 14 10

７ 19 39 15 23 15 11

８ 20 40 16 24 16 12

９ 21 41 17 25 17 13

10 22 42 18 26 18 14

11 23 43 19 27 19 15

12 24 44 20 28 20 16

13 25 45 21 29 21 17

14 26 46 22 30 22 18

15 27 47 23 31 23 19

16 28 48 24 32 24 20

17 29 49 25 33 25 21

18 30 50 26 34 26 22

19 31 51 27 35 27 23

20 32 52 28 36 28 24

21 33 53 29 37 29 25

22 34 54 30 38 30 26

23 35 55 31 39 31 27

24 36 56 32 40 32 28

25 37 57 33 41 33 29

26 38 58 34 42 34 30

27 39 59 35 43 35 31

28 40 60 36 44 36 32

29 41 61 37 45 37 34

30 42 62 38 46 38 36

31 43 63 39 47 39 38

32 44 64 40 48 40 40

33 45 65 41 49 42 43

34 46 66 42 50 44 46

35 47 67 43 51 46 49

36 48 68 44 52 48 52

37 49 69 45 54 52 56

38 50 70 46 56 56 60

39 51 71 47 58 60 64

40 52 72 48 60 64 69

41 53 73 49 62 66 74

42 54 74 50 64 68 79

43 55 75 51 66 70 84

44 56 76 52 68 72 85

45 57 77 53 71 73 85

46 58 78 54 74 74 85

47 59 79 55 77 75 85

48 60 80 56 80 76 85

49 61 82 57 83 77 85

50 62 84 58 86 78 85

51 63 86 59 89 79 85

52 64 88 60 92 80 85

53 65 89 62 94 81 85

54 66 90 64 96 82 85

55 67 91 66 98 83 85

56 68 92 68 100 84 85

57 69 94 70 102 86 85

58 70 96 72 104 89 85

59 71 98 74 106 92 85

60 72 101 76 108 95 85

61 73 104 78 109 98 85

62 74 107 80 110 101 85

63 75 110 82 111 104 85

64 76 113 84 112 105 85

65 77 116 86 114 105 85

66 77 117 88 116 105 85

67 77 117 90 118 105 85

68 77 117 92 121 105 85

69 77 117 94 124 105 85

70 77 117 96 127 105 85

71 77 117 98 130 105 85

72 77 117 100 133 105 85

73 77 117 101 136 105 85

74 77 117 102 137 105 85

75 77 117 103 137 105 85

76 77 117 104 137 105 85

77 77 117 106 137 105 85

78 77 117 108 137 105 　

79 77 117 110 137 105 　

80 77 117 112 137 105 　

81 77 117 113 137 105 　

82 77 117 114 137 105 　

83 77 117 115 137 105 　

84 77 117 116 137 105 　

85 77 117 117 137 105 　

86 77 117 118 137 　 　

87 77 117 119 137 　 　

88 77 117 120 137 　 　

89 77 117 123 137 　 　

90 77 117 126 137 　 　

91 77 117 129 137 　 　

92 77 117 133 137 　 　

93 77 117 137 137 　 　

94 77 117 142 137 　 　
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95 77 117 147 137 　 　

96 77 117 149 137 　 　

97 77 117 149 137 　 　

98 77 117 149 137 　 　

99 77 117 149 137 　 　

100 77 117 149 137 　 　

101 77 117 149 137 　 　

102 77 117 149 137 　 　

103 77 117 149 137 　 　

104 77 117 149 137 　 　

105 77 117 149 137 　 　

106 77 117 149 　 　 　

107 77 117 149 　 　 　

108 77 117 149 　 　 　

109 77 117 149 　 　 　

110 77 117 149 　 　 　

111 77 117 149 　 　 　

112 77 117 149 　 　 　

113 77 117 149 　 　 　

114 77 117 149 　 　 　

115 77 117 149 　 　 　

116 77 117 149 　 　 　

117 77 117 149 　 　 　

118 　 117 149 　 　 　

119 　 117 149 　 　 　

120 　 117 149 　 　 　

121 　 117 149 　 　 　

122 　 117 149 　 　 　

123 　 117 149 　 　 　

124 　 117 149 　 　 　

125 　 117 149 　 　 　

126 　 117 149 　 　 　

127 　 117 149 　 　 　

128 　 117 149 　 　 　

129 　 117 149 　 　 　

130 　 117 149 　 　 　

131 　 117 149 　 　 　

132 　 117 149 　 　 　

133 　 117 149 　 　 　

134 　 117 149 　 　 　

135 　 117 149 　 　 　

136 　 117 149 　 　 　

137 　 117 149 　 　 　

138 　 117 　 　 　 　

139 　 117 　 　 　 　

140 　 117 　 　 　 　

141 　 117 　 　 　 　

142 　 117 　 　 　 　

143 　 117 　 　 　 　

144 　 117 　 　 　 　

145 　 117 　 　 　 　

146 　 117 　 　 　 　

147 　 117 　 　 　 　

148 　 117 　 　 　 　

149 　 117 　 　 　 　

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　（施行日における昇格又は降格の特例）

２ 　この規程の施行の日（以下「施行日」という。）に

昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格

がないものとした場合にその者が施行日に受けること

となる号給を施行日の前日に受けていたものとみなし

て改正後の規程第８条又は第９条の規定を適用する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第15号

　川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程の一部を改正

する規程を次のように定める。

　　令和４年９月28日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程の

　　　一部を改正する規程

　川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程（平成17年病

院局規程第16号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２項第１号中「川崎市職員ＩＣカード」を

「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第16号

　川崎市病院局企業職員服務規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　令和４年９月28日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員服務規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市病院局企業職員服務規程（平成17年病院局規程

第17号）の一部を次のように改正する。

　第10条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市

役所ＩＣカード」に改め、同条中第４項を削り、第５項

を第４項とする。

　様式目次中「職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカ

ード」に改める。

　第４号様式を次のように改める。



川 崎 市 公 報 （第1,852号）令和4年(2022年)10月11日

－3757－

第４号様式

　　縦　　５．４センチメートル

　　横　　８．55センチメートル

　　地色　白

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第17号

　川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員の育児休業等に関す

　　　る規程の一部を改正する規程

　川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程（平

成17年３月31日病院局規程第35号）の一部を次のように

改正する。

　第２条第１項中「行い、川崎市職員の育児休業等に関

する条例（平成４年川崎市条例第２号。以下「条例」と

いう。）第３条第８号」を「、川崎市職員の育児休業等

に関する条例（平成４年川崎市条例第２号。以下「条例」

という。）条例第３条第７号」に、「条例第２条の３第３

号に掲げる場合又は条例第２条の４に規定する場合」を

「次に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場

合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る

子の１歳到達日（当該請求をする非常勤職員が同条

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業

（同号に規定する地方等育児休業をいう。）の期間

の末日とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

のいずれかの日））以前の日である場合

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当する場合であって、

当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月

到達日以前の日である場合

　第２条第２項中「非常勤職員が条例第３条第８号」を

「任期を定めて採用された職員が条例第３条第７号」に

改め、同条第３項を削る。

　第３条を次のように改める。

　（育児休業の期間の延長の請求手続）

第 ３条　育児休業法第３条第１項の規定による育児休業

の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、

条例第３条第７号に規定する職員が任期を更新される

ことに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除

き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の１

月（次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場

合にあっては、２週間）前までに行うものとする。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内にしている育児休業（当該期間内

に延長後の育児休業の期間の末日とされる日がある

こととなるものに限る。）

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してし

ている育児休業

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当してしている育児休

業

２ 　前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の

請求について準用する。

　第４条第２項中「第３号様式」を「第２号様式」に改

める。

　第６条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条各号

列記以外の部分に次のただし書を加える。

　 　ただし、当該各号に規定する育児休業（第４号につ

いては、引き続いて承認する育児休業に限る。）が当

該育児休業に係る子の出生の日から条例第３条の２に

規定する期間内にあるものである場合にあっては、通

知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通

知書の交付に代えることができる。

　第６条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改める。

　第13条の見出しを「（育児短時間勤務計画書）」に改め、

同条中「育児休業等計画書は、第２号様式」を「育児短

時間勤務計画書は、第３号様式」に改める。

　第１号様式（表）を次のように改める。

   川崎市病院局企業職員服務規程の一部を改正する規程 

川崎市病院局企業職員服務規程（平成１７年病院局規程第１７号）の一部を 

次のように改正する。 

 第１０条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に 

改め、同条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

 様式目次中「職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。 

 第４号様式を次のように改める。 

第４号様式 

  

 

（発行年月日）   （カード固有番号） 

 

川 崎 市 役 所 Ｉ Ｃ カ ー ド 

 

 

 

 

 

（氏 名 カ ナ） 

（職員コード） 

  縦  ５．４センチメートル 

  横  ８．５５センチメートル 

  地色 白 

附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
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（表） 

   

押 印 欄 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

  年  月  日 

川崎市病院事業管理者 様 

所   属                                

職名・氏名                

職 種                  
職 員 
コード                     

 次のとおり育児休業の承認を請求します。 

請求に係る子 

氏  名  

続 柄 等  

生年月日 年  月  日生 

請 求 の 内 容 

□ 育児休業の承認（次に掲げる育児休業の承認を除く。） 

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児

休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「法」という。）

第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場合の

ものに限る。） 

□ 育児休業の期間の最初の延長 

□ 育児休業の期間の再度の延長 

（同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休

業（法第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した

場合のものに限る。）、育児休業の期間の再度の延長、非常勤職

員の１歳６箇月までの子の育児休業の承認又は非常勤職員の２歳

までの子の育児休業の承認が必要な事情を記入） 

 

 

既に育児休業

をした期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

請 求 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

配 偶 者 
氏     名  

育児休業の期間   年  月  日から  年  月  日まで 

備 考 
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　第１号様式（裏）記入上の注意第１項中「非常勤職員

の任期の更新等に伴う再度の育児休業」を「川崎市職員

の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）第

３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業及び育

児休業の期間の延長」に改め、同様式（裏）記入上の注

意第３項中「非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の」

を「条例第３条第７号に掲げる事情に該当してする」に

改め、同様式（裏）記入上の注意第５項中「（当該請求

に係る子の出生の日から57日間に、職員（当該期間内

に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該

請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除

く。）」を削る。

　第２号様式を削り、第３号様式中「印」を削り、同様

式を第２号様式とし、同様式の次に次の１様式を加える。
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第３号様式第３号様式 

  

  

 

押 印 欄 

育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書 

年  月  日   

 川崎市病院事業管理者 様 

所 属                   

職名・氏名                   

職 種   職員コード                   

 川崎市職員の育児休業等に関する条例第11条第6号の規定に基づき、再度の育児短時間

勤務の承認の請求をする予定ですので、育児短時間勤務の計画について次のとおり提出し

ます。 

 なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

 請 求 に 係 る 子  

 子 の 氏 名   生 年 月 日 年  月  日生 

 請 求 者 の 計 画 

 請 求 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

 再 度 の 請 求 予 定 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

備 考   

(注)1 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合

は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出すること。 

  2 請求期間には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。 

  3 変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。 
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　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第18号

　川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する規程（平成17年３月31日病院局規程第15号）の一部

を次のように改正する。

　別表第５の17の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改め、同表備考12関係第４号、同表備

考16関係第４号、同表備考17関係第３号及び同表備考18

関係第３号中「すべて」を「全て」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第19号

　川崎市病院局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　

　　　川崎市病院局会計年度任用職員の勤務時間、

　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市病院局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規程（令和２年３月31日病院局規程第４号）の一

部を次のように改正する。

　別表第５の15の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第20号

　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程等の一部

を改正する規程を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規

　　　程等の一部を改正する規程

　 （川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程の一部

改正）

第 １条　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程

（平成17年川崎市病院局規程第30号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１中

「

種類 基準 金額 適用範囲

待機

手当

１回に

つき
２,000円

病院に勤務する医師等（病院長が別

に定める診療科等に勤務する医師等

に限る。）が次に掲げる区分に従い、

緊急の診療、処置又は手術に対応す

るために自宅等において待機をした

とき。

　ア 　午後５時から翌日の午前８時

30分まで

　イ 　午前８時30分から午後５時ま

で（日曜日及び土曜日並びに休

日に限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

種類 基準 金額 適用範囲

待機

手当

１回に

つき

ア　医師等　

　　２,000円

イ　医師等以外

　　500円

病院に勤務する医師等、看護

師、診療放射線技師及び臨床

工学技士（病院長が別に定め

る診療科等に勤務する職員に

限る。）が次に掲げる区分に

従い、緊急の診療、処置又は

手術に対応するために自宅等

において待機をしたとき。

（ア） 　午後５時から翌日の

午前８時30分まで

（イ） 　午前８時30分から午

後５時まで（日曜日及

び土曜日並びに休日に

限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別表第１に次のように加える。

種類 基準 金額 適用範囲

時間外

緊急手術

手当

⑴
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　25,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　12,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　６,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　３,000円

オ 　診療報酬点数が１,000点未満の場合　１,500

円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として従事した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急の手術又は処置（以下「緊

急手術等」という。）（診療報酬点数１,000点未満の処

置を除く。）を行ったとき。

（ア ）　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ） 　開始時間が午前８時から午後５時59分まで（日

曜日及び土曜日並びに休日に限る。）
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時間外

緊急手術

手当

⑵
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　15,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　６,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　３,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　１,500円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として補助した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急手術等を行ったとき。

（ア） 　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ） 　開始時間が午前８時から午後５時59分まで（日

曜日及び土曜日並びに休日に限る。）

⑶
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　15,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　６,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　３,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　１,500円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として従事した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急手術等に伴う麻酔を行った

とき。

（ア）　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ）　開始時間が午前８時から午後５時59分まで（日

曜日及び土曜日並びに休日に限る。）

　別表第２に次のように加える。

種類 基準 金額 適用範囲

時間外

緊急手術

手当

⑴
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　25,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　12,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　６,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　３,000円

オ 　診療報酬点数が１,000点未満の場合　１,500

円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として従事した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急の手術又は処置（以下「緊

急手術等」という。）（診療報酬点数１,000点未満の処

置を除く。）を行ったとき。

（ア） 　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ） 　開始時間が午前８時から午後５時59分まで

（日曜日及び土曜日並びに休日に限る。）

⑵ 
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　15,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　６,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　３,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　１,500円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として補助した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急手術等を行ったとき。

（ア） 　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ） 　開始時間が午前８時から午後５時59分まで

（日曜日及び土曜日並びに休日に限る。）

　別表第２に次のように加える。

　⑼ 　時間外緊急手術手当

　　 　（川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関す

る規程の一部改正）

第 ２条　川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関す

る規程（令和２年川崎市病院局規程第５号）の一部を

次のように改正する。

　別表第２中

「

種類 基準 金額 適用範囲

待機

手当

１回に

つき
２,000円

病院に勤務する医師等（病院長が別

に定める診療科等に勤務する医師等

に限る。）が次に掲げる区分に従い、

緊急の診療、処置又は手術に対応す

るために自宅等において待機をした

とき。

ア 　午後５時から翌日の午前８時30

分まで

イ 　午前８時30分から午後５時まで

（日曜日及び土曜日並びに休日に

限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

「

種類 基準 金額 適用範囲

待機

手当

１回に

つき

ア　医師等

　　２,000円

イ　医師等以外

　　　500円

　病院に勤務する医師等、看

護師、診療放射線技師及び臨

床工学技士（病院長が別に定

める診療科等に勤務する職員

に限る。）が次に掲げる区分

に従い、緊急の診療、処置又

は手術に対応するために自宅

等において待機をしたとき。

（ア）　午後５時から翌日の

午前８時30分まで

（イ）　午前８時30分から午

後５時まで（日曜日及び土曜

日並びに休日に限る。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。
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時間外

緊急手術

手当

⑶ 
１件に

つき

ア 　診療報酬点数が30,000点以上の場合　15,000

円

イ 　診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の

場合　６,000円

ウ 　診療報酬点数が５,000点以上10,000点未満の

場合　３,000円

エ 　診療報酬点数が１,000点以上５,000点未満の

場合　１,500円

　病院に勤務する医師等（複数の医師等が従事した場

合にあっては、主として従事した医師等に限る。）が次

に掲げる区分に従い、緊急手術等に伴う麻酔を行った

とき。

（ア） 　開始時間が午後６時から翌日の午前７時59分

まで

（イ） 　開始時間が午前８時から午後５時59分まで

（日曜日及び土曜日並びに休日に限る。）

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局規程第21号

　川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程

の一部を改正する規程を次のとおり制定する。

　　令和４年９月30日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

　　　川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手

　　　当支給規程の一部を改正する規程

　川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程

（平成17年川崎市病院局規程第33号）の一部を次のよう

に改正する。

　第６条第２項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（次に掲げる育児休業を除く。）をしてい

る職員」に改め、同号に次のように加える。

　　ア 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から川崎市職員の育児休業等に関する条例

（平成４年川崎市条例第２号。以下「育児休業条

例」という。）第３条の２に規定する期間内にあ

る育児休業であって、当該育児休業の承認に係る

期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休

業

　　イ 　当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出

生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業以外の育児休業であって、当

該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

　第６条第４項第４号中「をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員

を除く。）」を「（第２項第４号ア及びイに掲げる育児休

業を除く。）をしている職員」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第41号

　　　入　札　公　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　（ア）　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
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　　　（イ） 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ ）　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（エ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院移動型X線装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 納入日から72箇月間

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療関連業務」

種　目 「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和４年10月13日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告第42号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告第42号

　　　入　札　公　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年９月26日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

　　 　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（ア） 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（イ） 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中ではないこと。

　　　（ウ） 　法令等に従い、本件契約を確実に履行す

る資格及び能力を有すること。

　　　（エ） 　本書に定める各種書面の提出、現場説明

会への出席等の競争参加者の義務を誠実に

履行すること。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓

口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、再度入札を行

います。ただし、その前回の入札が参加者心得の

規定により無効とされた者及び開札に立会わない

者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する移動型X線装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和４年10月13日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第41号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン用ウイルス対策ソフトライセンス

履行場所 川崎市川崎区砂子１－８－９ （川崎市病院局経営企画室）

履行期間 契約締結日から令和４年11月４日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「コンピュータ」

種　目 「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和４年度川崎病院給食用米穀の単価契約（11月～３月期）

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年11月１日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「食料品」

種　目 「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他

競争参加申込時に、銘柄など納品予定米が仕様書中「１　品名」に定める仕様を満

たすことがわかる書面を提出すること。

（書面審査の結果によっては、サンプル品の提出を求める場合がございます。）

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和４年度井田病院給食用米穀の単価契約（11月～３月期）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年11月１日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「食料品」

種　目 「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他

競争参加申込時に、銘柄など納品予定米が仕様書中「１ 品名」に定める仕様を満た

すことがわかる書面を提出すること。

（書面審査の結果によっては、サンプル品の提出を求める場合がございます。）

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受付けます。

現 場 説 明 会 令和４年10月７日までに適宜通知します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用するデフィブリレータの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する自己血回収装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで
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競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用するディスクパブリッシャーの調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１ （川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種 「医療機器」

種　目 「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年９月26日から令和４年10月３日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年10月13日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　────────────────────────────────

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第11号

 局内一般　

 消防署　

　川崎市消防局公文書管理規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

　　令和４年９月15日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

　　　川崎市消防局公文書管理規程の一部を改正

　　　する訓令

　川崎市消防局公文書管理規程（昭和61年消防局訓令第

10号）の一部を次のように改正する。

　第10条を第10条の２とし、第９条の次に次の１条を加

える。

　（公文書の作成）

第 10条　事案の処理に当たっては、公文書を作成するも

のとする。ただし、事案が特に軽易なものにあっては、

口頭により決裁を受けて処理することができる。

２ 　事案の処理と同時に公文書を作成することが困難な

場合にあっては、口頭により決裁を受けて処理するも

のとし、事後速やかに公文書を作成するものとする。

　 　第15条第１項中「事案の処理に当たっては、公文書

を作成するものとし」を「第10条の規定に基づき」に

改める。

　 　第19条第１項第１号中「決裁又は専決の権限を有す

るもの（以下「決裁責任者という。）」を「決裁又は専

決の権限を有する者（以下「決裁責任者」という。）」

に改め、同条第２項第１号中「、紙決裁にあっては起

案者は重要と認められるものについて起案者は決裁責

任者の認印を受けること。」を「、紙決裁にあっては

起案者は重要と認められるものについて決裁責任者の

認印を受けること。」に改め、同項第２号中「、紙決

裁にあっては起案者は不在であった者の認印を受ける
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こと。」を「、紙決裁にあっては代理した者はその趣

旨を上司に報告すること。」に改め、同項に次の１号

を加える。

　⑶ 　後閲により処理した場合、電子決裁にあっては不

在であった者は文書管理システムにおいて当該公文

書の内容を確認し、紙決裁にあっては起案者は不在

であった者の認印を受けること。

　第21条を次のように改める。

　（事後の公文書の作成）

第 21条　第10条第２項の規定に基づき事後に公文書を作

成するときは、この章の規定に準じて行うものとする。

　第21条の２を削る。

　第22条第２項を削る。

　第11号様式を次のとおり改める。
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（事後の公文書の作成） 

第２１条 第１０条第２項の規定に基づき事後に公文書を作成するときは、こ

の章の規定に準じて行うものとする。 

第２１条の２を削る。 

第２２条第２項を削る。 

第１１号様式を次のとおり改める。
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　　　附　則（令和４年９月15日消防局訓令第11号）

　（施行期日）

１ 　この訓令は、令和４年10月１日から施行する。

　（経過処置）

２ 　令和元年５月１日から施行の日までに総務部庶務課

文書主任に引き継ぎされた重要な公文書については、

文書所管課へ返却するものとする。

　 　なお、令和元年より前に起案された重要な公文書に

ついては、従前の例により、総務部庶務課で保管する

ものとする。

　　　───────────────────

川崎市消防局訓令第12号

 局内一般　

 消防署　

　川崎市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

　　令和４年９月26日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

　　　川崎市消防職員服務規程の一部を改正する

　　　訓令

　川崎市消防職員服務規程（平成10年消防局訓令第５

号）の一部を次のように改正する。

　第10条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市

役所ＩＣカード」に改め、同条中第４項を削り、第５項

を第４項とする。

　第３号様式を次のように改める。

　　縦　　５．４センチメートル

　　横　　８．55センチメートル

　　地色　白

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この訓令は、令和４年10月１日から施行する。

　（川崎市消防職員出勤記録整理規程の一部改正）

２ 　川崎市消防職員出勤記録整理規程（昭和45年消防局

訓令第７号）の一部を次のように改正する。

　 　第３条第１項第２項ア中「川崎市職員ＩＣカード」

を「川崎市役所ＩＣカード」に改める。

　　　───────────────────

川崎市消防局訓令第13号

 局内一般　

 消防署　

　川崎市消防職員の育児休業等に関する規程の一部を改

正する訓令を次のように定める。

　　令和４年９月30日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

　　　川崎市消防職員の育児休業等に関する規程

　　　の一部を改正する訓令

　川崎市消防職員の育児休業等に関する規程（平成４年

消防局訓令第８号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「行い、条例第３条第８号」を「、条

例第３条第７号」に、「条例第２条の３第３号に掲げる

場合又は条例第２条の４に規定する場合」を「次に掲げ

る場合」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場

合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る

子の１歳到達日（当該請求をする非常勤職員が同条

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業

（同号に規定する地方等育児休業をいう。）の期間

の末日とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

のいずれかの日））以前の日である場合

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当する場合であって、

当該請求をする日が当該請求に係る子の１歳６箇月

到達日以前の日である場合

　第２条第２項中「非常勤職員が条例第３条第８号」を

「任期を定めて採用された職員が条例第３条第７号」に

改め、同条第３項を削る。

　第３条を次のように改める。

　（育児休業の期間の延長の請求手続）

第 ３条　法第３条第１項の規定による育児休業の期間の

延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第３

条第７号に規定する職員が任期を更新されることに伴

い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児

休業の期間の末日とされている日の翌日の１月（次に

掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっ

ては、２週間）前までに行うものとする。

　⑴ 　当該請求に係る子の出生の日から条例第３条の２

に規定する期間内にしている育児休業（当該期間内

に延長後の育児休業の期間の末日とされる日がある

川崎市消防職員服務規程の一部を改正する訓令 

川崎市消防職員服務規程（平成１０年消防局訓令第５号）の一部を次のように

改正する。 

第１０条第２項中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカード」に改

め、同条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

第３号様式を次のように改める。 

 

 
 （発行年月日）    （カード固有番号） 

 
川 崎 市 役 所 Ｉ Ｃ カ ー ド 

 
 

 
 

 
（氏 名 カ ナ） 

（職員コード） 

縦  ５．４センチメートル 

横  ８．５５センチメートル 

地色 白 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （川崎市消防職員出勤記録整理規程の一部改正） 

２ 川崎市消防職員出勤記録整理規程（昭和４５年消防局訓令第７号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第１項第２項ア中「川崎市職員ＩＣカード」を「川崎市役所ＩＣカー

ド」に改める。 
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こととなるものに限る。）

　⑵ 　条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してし

ている育児休業

　⑶ 　条例第２条の４の規定に該当してしている育児休

業

２ 　前条第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の

請求について準用する。

　 　第４条第２項中「第３号様式」を「第２号様式」に

改める。

　 　第６条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条各

号列記以外の部分に次のただし書を加える。

　 　ただし、当該各号に規定する育児休業（第４号につ

いては、引き続いて承認する育児休業に限る。）が当

該育児休業に係る子の出生の日から条例第３条の２に

規定する期間内にあるものである場合にあっては、通

知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通

知書の交付に代えることができる。

　 　第６条第４号中「引き続き」を「引き続いて」に改

める。

　 　第６条の４第１項中「育児休業等計画書は第２号様

式」を「育児短時間勤務計画書は第３号様式」に改め

る。

　第１号様式（表）を次のように改める。
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第１号様式第１号様式 

（表） 

所属                  消防局 

 

押  印  欄 

 

担任 

 

係長 

 

課長 

 

部長 

 

局長 

 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

  年  月  日 

 消 防 長 様 

 

所   属          

氏   名          

職員コード          

 次のとおり育児休業の承認を請求します。 

請求に係る子 

氏  名  

続 柄 等  

生年月日 年  月  日生 

請 求 の 内 容 

□ 育児休業の承認（次に掲げる育児休業の承認を除く。） 

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児

休業（地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「法」という。）

第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場合の

ものに限る。） 

□ 育児休業の期間の最初の延長 

□ 育児休業の期間の再度の延長 

（同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休

業（法第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場

合のものに限る。）、育児休業の期間の再度の延長、非常勤職員の

１歳６箇月までの子の育児休業の承認又は非常勤職員の２歳までの

子の育児休業の承認が必要な事情を記入） 

 

 

既に育児休業

をした期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

年  月  日から  年  月  日まで 

請 求 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

配 偶 者 
氏     名  

育児休業の期間   年  月  日から  年  月  日まで 

備 考 
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　第１号様式（裏）記入上の注意第１項中「非常勤職員

の任期の更新等に伴う再度の育児休業」を「川崎市職員

の育児休業等に関する条例（以下「条例」という。）第

３条第７号に掲げる事情に該当してする育児休業及び育

児休業の期間の延長」に改め、同様式（裏）記入上の注

意第３項中「非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の」

を「条例第３条第７号に掲げる事情に該当してする」に

改め、同様式（裏）記入上の注意第５項中「（当該請求

に係る子の出生の日から57日間に、職員（当該期間内

に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該

請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除

く。）」を削る。

　第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、同

様式の次に次の１様式を加える。
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第３号様式第３号様式 

 所属→                      消防局 

押 印 欄 

担任 係長 課長 部長 局長 

育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書 

年  月  日   

 

 消 防 長 様 

所 属             

氏 名             

職員コード             

 

 川崎市職員の育児休業等に関する条例第11条第6号の規定に基づき、再度の再度の育児

短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児短時間勤務の計画について次のとおり

提出します。 

 なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

請 求 に 係 る 子 

子 の 氏 名   生年月日 年  月  日生 

請 求 者 の 計 画 

請 求 期 間      年  月  日から  年  月  日まで 

再度の請求予定期間      年  月  日から  年  月  日まで 

備 考   

     (注)1 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合      

は記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出すること。 

     2 請求者の請求期間には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入する            

こと。 

         3  変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。 
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　　　附　則

　この訓令は、令和４年10月１日から施行 

監 査 公 表

 ４川監公第９号　

 令和４年10月11日　

　　　監査の結果について（公表）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及

び第４項の規定により監査を行いましたので、同条第９

項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表

します。

 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　浅　野　文　直　　

 同　　　　　　　山　田　晴　彦　　
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に

処
理

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
請
負
者

は
、
産

業
廃

棄
物

の
中

間
処

理
に

お
い

て
、

処
分

を
委

託

す
る

こ
と

と
し

た
が

、
委

託
契

約
が
必

要
な

と
こ
ろ

委
託

契
約

を
結
ば
ず

に
処

分
を

行

わ
せ

て
お

り
、

監
督

員
は

、
請
負
者

が
適

正
に
産

業
廃

棄
物

を
処

分
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

。
 

産
業

廃
棄

物
処

理
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監
督

員
は

、
関

係
法

令
等

を
遵
守

し
、

処
理

状
況

を
適
切

に
確

認
さ

れ
た

い
。

 

（
工

事
番

号
１

４
）

（
建

設
緑

政
局

緑
政

部
み

ど
り

の
保
全

整
備
課

多
摩

川
管

理
事

務
所

）
 

 

────────────────────────────────────────────────────

1
 

 １
 

監
査

の
種

類
 

定
期

（
工

事
）

監
査

 

２
 

監
査

の
対

象
 

 
環

境
局

、
建

設
緑

政
局

、
港

湾
局

 

３
 

監
査

の
範

囲
 

 
令

和
２

年
度

及
び

令
和

３
年

度
に

完
了

し
た

工
事

及
び

設
計

等
業

務
委

託
 

４
 

監
査

の
期

間
 

 
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
４

年
９

月
２

６
日

ま
で

 

５
 

監
査

の
方

法
 

監
査

の
範

囲
に

示
し

た
工

事
及

び
業

務
委

託
２

４
１

件
の

う
ち

、
工

事
４

４
件

、
業

務

委
託

６
件

、
合

計
５

０
件

を
抽

出
し

、
工

事
に

関
す

る
事

務
等

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

関
係

書
類

の
審

査
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
職

員
か

ら
説

明
を

聴
取

し
た

。
 

な
お

、
監

査
実

施
状

況
は

別
表

第
１

、
監

査
実

施
工

事
等

の
一

覧
は

別
表

第
２

の
と

お

り
で

あ
る

。
 

６
 

監
査

の
着

眼
点

 

（
１

）
計

画
 

事
業

計
画

等
は

明
確

か
。

ま
た

、
各

種
協

議
及

び
手

続
は

適
正

に
行

わ
れ

て

い
る

か
。

 

（
２

）
設

計
 

関
係

法
令

等
の

適
用

、
設

計
基

準
等

の
整

備
状

況
及

び
運

用
は

適
正

か
。

 

（
３

）
積

算
 

数
量

、
単

価
、

歩
掛

り
は

正
確

か
。

ま
た

、
そ

の
算

出
根

拠
は

明
確

か
。

 

（
４

）
契

約
 

契
約

の
方

法
及

び
手

続
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
 

（
５

）
施

工
 

関
係

法
令

等
に

基
づ

き
設

計
図

書
ど

お
り

適
正

に
施

工
さ

れ
て

い
る

か
。

 

（
６

）
検

査
 

検
査

は
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

 

（
７

）
維

持
修

繕
 

維
持

修
繕

の
時

期
及

び
内

容
は

適
正

か
。

 

（
８

）
業

務
委

託
 

委
託

料
の

積
算

は
正

確
か

。
ま

た
、

委
託

成
果

は
適

正
か

。
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こ
の

う
ち

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
品
質

管
理

の
た

め
に

行
う
圧
縮
強

度
試
験

に
つ

い
て

み
た

と
こ
ろ

、
川

崎
市
土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

（
以
下
「

施
工

管
理

基
準
」

と
い

う
。

）
に

定
め

る
川

崎
市
土
木

工
事
試
験

実
施

要
領

（
以
下
「
試
験

実
施

要
領
」

と
い

う
。

）
に

よ
る

と
、
圧
縮
強

度
試
験

は
、

公
的
試
験
機

関
に

お
い

て
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
れ
以
外

の
機

関
で

行
わ

れ
て

い
た

。
 

こ
れ

は
、

施
工

管
理

基
準

及
び
試
験

実
施

要
領

の
内

容
に

つ
い

て
、

監
督

員
の

確
認

不
足

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
に
当

た
り

、
監
督

員
は

、
品
質

管
理

が
適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
関

係
基

準
等

の
内

容
を

十
分

に
確

認
さ

れ
た

い
。

 

（
工

事
番

号
２

２
）

（
建

設
緑

政
局
道
路
河

川
整

備
部
南

部
都

市
基
盤

整
備

事
務
所

）
 

（
４

）
そ

の
他

改
善

を
要

す
る

も
の

 

改
善

措
置

を
要

す
る

も
の

の
う

ち
軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

適
正

に
執

行
す
べ

き
も

の
が

あ
っ

た
。

そ
の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ア
 

工
事

設
計

要
領

書
の

改
訂

等
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

工
事

設
計

要
領

書
（

環
境

局
施

設
部

）
の

改
訂

及
び

運
用

が
適
切

に
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
１

）
（

環
境

局
施

設
部

施
設

建
設
課

）
 

（
工

事
番

号
２

）
（

環
境

局
施

設
部

施
設

整
備
課

）
 

イ
 

積
算

内
容

の
確

認
を

十
分

に
行

う
べ

き
も

の
 

工
事

費
の

積
算

に
お
け

る
共
通

費
の

算
定

に
誤

り
が

あ
っ

た
事
例

 

（
工

事
番

号
６

）
（

環
境

局
施

設
部

施
設

整
備
課

）
 

ウ
 

廃
棄

物
の

処
理

に
つ

い
て

施
工

管
理

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

廃
棄

物
を
請
負
者

の
責
任

に
お

い
て

適
正

に
処

理
さ
せ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
８

）
（

建
設

緑
政

局
緑

政
部
み

ど
り

の
保
全

整
備
課

）
 

（
工

事
番

号
４

６
）

（
港

湾
局

川
崎

港
管

理
セ
ン
タ
ー

整
備
課

）
 

 

────────────────────────────────────────────────────
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 （
２

）
掘
削

時
の
安
全

に
関

す
る
指
導

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

麻
生
区

内
都

市
計

画
道
路
尻

手
黒

川
線
道
路
築
造

（
切
廻

し
道
路

）
工

事
は

、
切
回

し
道
路

等
を
築
造

す
る

も
の

で
あ

り
、
東
扇
島
堀
込

部
排
水

管
移

設
（

そ
の

２
）

工
事

は
、
排
水

管
を
移

設
す

る
も

の
で

あ
る

。
ほ

か
３

件
の

工
事

は
、
道
路
照

明
灯

を
更
新

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

こ
れ

ら
の

工
事

に
お

い
て

、
掘
削

時
の
安
全

対
策

に
つ

い
て
み

た
と

こ
ろ

、
建

設
工

事
公
衆
災
害
防
止

対
策

要
綱
土
木

工
事
編

に
よ

る
と

、
地
盤

を
掘
削

す
る

場
合

に
お

い

て
は

、
切

取
り
面

に
そ

の
箇
所

の
土
質

に
見

合
っ

た
勾
配

を
保

っ
て
掘
削

で
き

る
場

合

を
除

き
、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ
ー
ト
ル

を
超
え

る
場

合
に

は
、
原
則

と
し

て
、
土

留
工

を
施

す
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ
ー
ト
ル

を
超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
土
留

工
に

よ
る
安
全

対
策

が
施

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
 

監
督

員
は

、
掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ
ー
ト
ル

を
超
え

る
工

事
現

場
の

状
況

を
把
握

し
て

い
た

が
、
土
留

工
に

つ
い

て
、
請
負
者

と
の

協
議

を
適
切

に
行

っ
て

お
ら
ず

、
請

負
者

に
対

し
て
指

示
が
遅

れ
た

も
の

と
工

事
全
体

に
対

し
て
指

示
を

十
分

に
行
え

て
い

な
か

っ
た

も
の

が
あ

っ
た

。
 

掘
削

時
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監
督

員
は

、
事
故

の
未
然
防
止

に
努

め
る

よ
う

、

請
負
者

と
必

要
な

協
議

を
行

う
と

と
も

に
、
請
負
者

に
対

し
て
安
全

管
理

の
徹
底

に
つ

い
て
指
導

さ
れ

た
い

。
 

（
工

事
番

号
１

７
、

２
０

）
（

建
設

緑
政

局
道
路
河

川
整

備
部

施
設

維
持
課

）
 

（
工

事
番

号
２

３
）

（
建

設
緑

政
局
道
路
河

川
整

備
部
南

部
都

市
基
盤

整
備

事
務
所

）
 

（
工

事
番

号
２

８
）

（
建

設
緑

政
局
道
路
河

川
整

備
部
北

部
都

市
基
盤

整
備

事
務
所

）
 

（
工

事
番

号
３

７
）

（
港

湾
局

川
崎

港
管

理
セ
ン
タ
ー

整
備
課

）
 

（
３

）
コ
ン
ク
リ
ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

本
工

事
は

、
既
存
道
路
舗
装

等
の

改
良

及
び

地
下
機
械
式
駐
輪

場
の
新

た
な

整
備

を

行
う

も
の

で
あ

る
。
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別
表
第
２
　
監
査
実
施
工
事
等
の
一
覧

当
初

契
約

金
額

(円
)

最
終

契
約

金
額

(円
)

7
6
,4

5
0
,0

0
0

同
上 2
3
,2

2
3
,2

0
0

同
上

1
5
3
,6

5
9
,0

0
0

同
上 1
6
,0

6
0
,0

0
0

同
上 9
4
,6

0
0
,0

0
0

9
9
,0

0
6
,6

0
0

1
8
5
,7

5
7
,0

0
0

1
9
1
,7

9
1
,6

0
0

1
9
9
,4

1
9
,0

0
0

2
0
9
,6

8
4
,2

0
0

5
1
,1

5
0
,0

0
0

5
4
,4

2
2
,5

0
0

2
4
,7

2
8
,0

0
0

2
6
,5

0
4
,5

0
0

3
7
,0

2
6
,0

0
0

3
9
,4

4
6
,0

0
0

9
4
,4

3
5
,0

0
0

1
4
4
,7

6
9
,9

0
0

8
8
,8

4
7
,0

0
0

1
0
7
,7

4
6
,1

0
0

1
0
1
,9

5
9
,0

0
0

1
5
0
,5

1
6
,3

0
0

5
,7

8
6
,0

0
0

同
上

1
1
1
,3

8
6
,0

0
0

1
1
2
,1

8
9
,0

0
0

工
事

番
号

件
　

　
　

名
履

行
場

所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者

又
は

受
託

者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

1
王

禅
寺

処
理

セ
ン

タ
ー

電
灯

設

備
改

修
工

事

川
崎

市
麻

生
区

王
禅

寺
１
２
８
５

電
灯

設
備

改
修

㈱
岡

田
電

設
一

般

競
争

R
2
.1

2
.4

R
3
.3

.2
2

2
南

部
リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
照

明

器
具

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

工
事

川
崎

市
川

崎
区

夜
光

３

－
１
－

３
照

明
器

具
更

新
エ

ー
ス

ラ
イ

ズ

㈱

一
般

競
争

R
3
.1

.1
8

R
3
.3

.2
9

3
浮

島
処

理
セ

ン
タ

ー
屋

上
防

水

改
修

工
事

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
５
０
９
－

１
屋

上
防

水
改

修
㈱

Ｎ
ＩＴ

Ｔ
Ｏ

一
般

競
争

R
2
.8

.2
8

R
3
.3

.1
5

4

浮
島

処
理

セ
ン

タ
ー

Ｎ
ｏ
．

２
ダ

ス
ト
切

出
コ

ン
ベ

ヤ
そ

の
他

補

修
工

事

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
５
０
９
番

地
１

飛
灰

処
理

設
備

補
修

ＪＦ
Ｅ

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ
㈱

随
意

契
約

R
3
.8

.2
3

R
.4

.2
.2

8

5
堤

根
処

理
セ

ン
タ

ー
各

炉
ボ

イ

ラ
水

管
そ

の
他

補
修

工
事

川
崎

市
川

崎
区

堤
根

５

２
番

地

各
炉

ボ
イ

ラ
水

管
及

び
2
号

炉
Ｅ

Ｐ
杯

抽
出

コ
ン

ベ
ア

部
品

補
修

三
菱

重
工

環

境
・
化

学
エ

ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ

㈱

随
意

契

約
R
3
.4

.1
R
3
.1

2
.1

7

6
浮

島
処

理
セ

ン
タ

ー
空

気
調

和

設
備

改
修

そ
の

２
工

事

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
５
０
９
番

地
１

空
調

設
備

更
新

東
都

熱
工

業

㈱

一
般

競
争

R
3
.9

.3
R
4
.3

.2
5

7
浮

島
処

理
セ

ン
タ

ー
外

壁
改

修

そ
の

他
工

事
（
そ

の
１
）

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
５
０
９
－

１

外
壁

改
修

屋
上

防
水

改
修

他

㈱
Ｉ＆

Ｉ
一

般

競
争

R
3
.7

.3
0

R
4
.3

.1
4

8
久

末
篭

場
谷

特
別

緑
地

保
全

地
区

斜
面

安
定

整
備

工
事

川
崎

市
高

津
区

久
末

１

４
１
２
－

１
ほ

か

植
生

シ
ー

ト
　

A
=
6
0
2
㎡

崩
壊

土
砂

対
応

型
軽

量
防

護
柵

L
=
7
0
m

竹
柵

工
　

L
=
1
2
9
m

他

㈲
一

興
業

一
般

競
争

R
1
.1

2
.2

R
2
.5

.2
8

9
（
仮

称
）
富

士
見
公
園
子
供
広

場
北
側
予

定
地

整
備

工
事

川
崎

市
川

崎
区

富
士

見
２
丁
目

３
番

地
内

敷
地
造

成
工

　
一
式

構
造
物
撤
去

工
　

一
式

園
路
広

場
整

備
工

　
一
式

他

㈱
三
秀

一
般

競
争

R
3
.3

.8
R
3
.7

.3
0

1
0

王
禅

寺
四
ツ

田
特

別
緑

地
保

全
地

区
施

設
整

備
工

事

川
崎

市
麻

生
区

王
禅

寺
地
内

緑
地

整
備

じ
ゃ

か
ご

　
L
=
5
0
ｍ

ふ
と
ん

か
ご

（
1
段

）
　

L
=
2
0
m

他

宝
建

工
業

㈱
一

般

競
争

R
3
.2

.2
5

R
3
.6

.2
9

1
1

多
摩

川
河

川
敷

（
上
平
間

地
区

ほ
か

）
台
風

１
９
号
災
害
復
旧

工

事

川
崎

市
中
原

区
上
平

間
地
内

ほ
か

路
床
盛

土
　
V

=
6
4
m

3

グ
ラ
ウ

ン
ド

整
備

　
A

=
2
,7

1
4
m

2

ダ
ス

ト
舗
装

　
A

=
1
0
,6

3
2
m

2

他

幸
伸

工
業

㈱
一

般

競
争

R
2
.1

.2
8

R
2
.7

.3
0

1
2
多
摩

川
緑

地
公
園
施

設
等
災

害
復
旧

工
事

川
崎

市
幸

区
小
向

地

内
ほ

か

基
盤

整
備

（
土

工
・
舗
装
な
ど

）
一
式

施
設

整
備

（
標
識
柱

・
ベ

ン
チ
な
ど

）

一
式

幸
伸

工
業

㈱
一

般

競
争

R
2
.1

1
.2

R
3
.3

.2
4

1
3
多
摩

川
マ

ラ
ソ

ン
コ

ー
ス

（
上
流

側
）
災
害
復
旧

工
事

川
崎

市
高

津
区

久
地

二
丁
目

地
内

ほ
か

ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

A
=
9
,0

2
9
m

2

ダ
ス

ト
舗
装

A
=
1
4
,9

3
4
m

2

矢
島
建

設
工

業
㈱

一
般

競
争

R
3
.3

.9
R
3
.7

.2
6

1
4
多
摩

川
緑

地
中
瀬
第

１
球

場
ほ

か
バ
ッ

ク
ネ
ッ

ト
補

修
工

事

川
崎

市
川

崎
区
中
瀬

１

丁
目

地
内

ﾊ
ﾞｯ
ｸ
ﾈ
ｯ
ﾄ更

新
　

Ｎ
=
2
基

川
崎

緑
土

㈱
指

名

競
争

R
3
.4

.1
R
3
.6

.1
4

1
5

早
野
聖

地
公
園
中
ノ

谷
の
杜
北

側
尾

根
壁

面
型
墓

所
第
６
期

整

備
工

事

川
崎

市
麻

生
区
早
野
７

３
２

ﾚ
ﾝ
ｶ
ﾞ舗
装

　
A

=
1
0
5

張
芝

(ｺ
ｳ
ﾗ
ｲ
ｼ
ﾊ
ﾞ)
　

A
=
1
4
1
ｍ

2

墓
所

　
6
4
対

他

㈱
チ
ョ
ウ

エ
イ

一
般

競
争

R
2
.9

.2
9

R
3
.3

.2
4
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エ
 
高
所
作

業
時

の
安
全

に
関

す
る
指
導

を
適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

高
所
作

業
時

の
墜
落
防
止

措
置

の
徹
底

が
な

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
２

５
）

（
建

設
緑

政
局
道
路
河

川
整

備
部
北

部
都

市
基
盤

整
備

事
務

所
）

 

オ
 

積
算

内
容

の
確

認
を

十
分

に
行

う
べ

き
も

の
 

土
留

工
の

積
算

に
当

た
り

、
資
材

の
賃

料
等

を
一

部
計
上

し
て

い
な

か
っ

た
事
例

 

（
工

事
番

号
２

６
）

（
建

設
緑

政
局
道
路
河

川
整

備
部
北

部
都

市
基
盤

整
備

事
務

所
）

 

カ
 

工
期
延

期
に

係
る

手
続

き
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

書
面

に
よ

る
工

期
延

期
に

係
る
指

示
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

（
工

事
番

号
３

８
）

（
港

湾
局

川
崎

港
管

理
セ
ン
タ
ー

整
備
課

）
 

 

別
表

第
１

 
監

査
実

施
状

況
 

 
 

 

監
査

の
対

象
 

監
査

の
範

囲
 

監
査

実
施

工
事

等
 

件
数

 
契

約
金

額
(
千

円
)
 

件
数

 
契

約
金

額
(
千

円
)
 

環
境

局
 

工
 

 
事

 
3
0
 

1
,
6
1
0
,
1
2
7
 

7
 

7
4
9
,
1
6
8
 

業
務

委
託

 
2
 

5
6
,
3
9
0
 

1
 

9
,
6
4
0
 

建
設

緑
政

局
 

工
 

 
事

 
9
3
 

3
1
,
8
1
4
,
6
1
3
 

2
2
 

2
,
1
6
2
,
4
1
0
 

業
務

委
託

 
3
3
 

4
1
2
,
5
1
5
 

3
 

3
7
,
3
2
7
 

港
湾

局
 

工
 

 
事

 
6
6
 

7
,
7
8
6
,
0
8
6
 

1
5
 

4
,
2
0
2
,
1
7
6
 

業
務

委
託

 
1
7
 

2
0
0
,
5
6
6
 

2
 

2
8
,
7
9
7
 

合
 

計
 

2
4
1
 

4
1
,
8
8
0
,
2
9
7
  

5
0
 

7
,
1
8
9
,
5
1
8
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当
初

契
約

金
額

(円
)

最
終

契
約

金
額

(円
)

工
事

番
号

件
　

　
　

名
履

行
場

所
概

　
　

　
要

請
　

 負
　

 者

又
は

受
託

者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

2
,1

7
2
,5

0
0
,0

0
0

2
,2

2
2
,8

3
0
,5

0
0

4
9
8
,3

0
0
,0

0
0

5
0
3
,2

3
2
,4

0
0

1
1
2
,2

2
2
,0

0
0

1
1
4
,4

1
9
,8

0
0

2
5
,1

2
4
,0

0
0

同
上 3
1
,6

4
7
,0

0
0

3
1
,7

0
5
,3

0
0

4
0
,5

5
7
,0

0
0

同
上 6
0
,8

3
0
,0

0
0

6
1
,2

7
6
,6

0
0

7
5
,5

7
0
,0

0
0

8
1
,3

5
3
,8

0
0

1
0
8
,9

6
6
,0

0
0

同
上

2
0
2
,4

0
0
,0

0
0

同
上 1
9
,9

1
0
,0

0
0

同
上

4
5
9
,8

0
0
,0

0
0

4
9
0
,1

9
6
,3

0
0

1
4
,8

5
0
,0

0
0

同
上

1
5
4
,0

0
0
,0

0
0

同
上 1
1
,2

3
0
,5

6
0

同
上

3
1

東
扇

島
堀
込

部
護
岸
築
造

そ

の
１
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
地
先

護
岸
築
造

工

ハ
イ
ブ

リ
ッ

ト
ケ

ー
ソ

ン
（
9
函

）
一
式

東
亜

・
あ
お

み
・
大
本

・
株

木
ＪＶ

一
般

競
争

R
1
.7

.2
R
3
.3

.1
5

3
2

コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ

ル
改
良

そ
の

７
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
９
２
番

地
内

コ
ン
テ
ナ
蔵
置

場
所
、

R
T
G
走

行

路
、
中
央
通
路

の
整

備

佐
藤
渡
辺

・
加

藤
土
建

ＪＶ

一
般

競
争

R
1
.1

0
.1

5
R
3
.3

.1
1

3
3

東
扇

島
－
７
．

５
ｍ
岸

壁
補

修
そ

の
５
ほ

か
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
地
内

ほ
か

防
食

工
（
被
覆

防
食

）
　

一
式

浮
島

防
波

堤
護
岸
復
旧

（
上

部
工
、

付
帯
施

設
復
旧
、
等

）
一
式

東
亜
建

設
工

業
㈱
横
浜
支

店

一
般

競
争

R
3
.3

.9
R
3
.9

.2
7

3
4

浮
島

２
期
廃
棄
物
埋
立

護
岸

外

周
道
路

新
設

（
そ

の
１
）
工

事

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
地
先

延
長

L
=
8
8
m

幅
員
W

=
1
0
～

4
5
.5

m

他

㈱
藤
木

工
業

一
般

競
争

R
3
.1

2
.6

R
4
.3

.2
8

3
5
臨
港
道
路

南
岸
道
路

改
良

（
そ

の
１
）
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
地
内

舗
装

工
　

一
式

区
画
線

工
　

一
式

大
恵
建

設
㈱

一
般

競
争

R
3
.4

.3
0

R
3
.9

.1
6

3
6

南
渡

田
地

区
１
１
号
陸
閘

ほ
か

改
良

工
事

川
崎

市
川

崎
区
浅
野

町
地
内

ほ
か

陸
閘
ゲ

ー
ト
製
作

工
　

一
式

陸
閘
ゲ

ー
ト
据
付

工
　

一
式

構
造
物
撤
去

工
　

一
式

他

大
川
原
建

設

㈱

一
般

競
争

R
3
.9

.1
0

R
4
.3

.2
8

3
7

東
扇

島
堀
込

部
排

水
管
移

設

（
そ

の
２
）
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
地
内

管
き
ょ

工
(開
削

)内
径

1
,0

0
0
m

m

L
=
1
4
9
.8

m

ﾏ
ﾝ
ﾎ
ｰ
ﾙ

工
　

Ｎ
=
２
箇

所

他

㈱
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｄ
Ａ

一
般

競
争

R
3
.4

.1
R
3
.1

2
.1

5

3
8
千
鳥

町
鉄
道
敷

護
岸

改
良

そ

の
４
工

事

川
崎

市
川

崎
区
千
鳥

町
地
先

コ
ン

ク
リ
ー

ト
被
覆

工

L
＝

４
６
．

１
ｍ

吉
川
海

事
興

業
㈱

一
般

競
争

R
3
.5

.1
9

R
3
.1

1
.9

3
9

東
扇

島
小

型
船
溜

防
波

堤
築

造
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
地
先

鋼
管
矢
板

工
　

 一
式

鋼
杭

工
　

 一
式

頭
部
連
結
材

設
置

工
　

一
式

他

東
亜
建

設
工

業
㈱
横
浜
支

店

一
般

競
争

R
3
.9

.1
0

R
4
.3

.1
1

4
0
ガ

ン
ト
リ
ー

ク
レ

ー
ン
走

行
装
置

改
修

そ
の

他
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
９
２
番

地
走

行
装
置

改
修

ＪＦ
Ｅ
テ

ク
ノ

ス

㈱

随
意

契
約

H
3
1
.4

.1
R
3
.3

.1
2

4
1

川
崎
港
海
底

ト
ン
ネ

ル
設

備
改

修
そ

の
４
２
（
排

水
ポ

ン
プ

）
工

事

川
崎

市
川

崎
区
千
鳥

町
、

東
扇

島
及

び
同

地

先

排
水
ポ

ン
プ

改
修

上
田
動
力

工

業
㈱

一
般

競
争

R
2
.9

.1
8

R
3
.2

.1
9

4
2

川
崎
港

コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ

ル
・

ト
ラ

ン
ス
フ
ァ

ー
ク
レ

ー
ン

１
号
機

更
新

工
事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
９
２
番

地
ト
ラ

ン
ス
フ
ァ

ー
ク
レ

ー
ン

更
新

ＪＦ
Ｅ

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ
ン

グ
㈱

一
般

競
争

R
2
.9

.1
6

R
4
.3

.1
6

4
3

コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ

ル
受
変

電

棟
消
火

設
備

更
新

工
事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
９
２
番

地
消
火

設
備

更
新

高
橋

防
災

㈱
一

般

競
争

R
3
.1

0
.1

1
R
4
.3

.4

4
4

コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ

ル
ガ

ン
ト

リ
ー

ク
レ

ー
ン

２
号
機
ケ

ー
ブ

ル

リ
ー

ル
ほ

か
改

修
工

事

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
９
２
番

地

ケ
ー
ブ

ル
リ
ー

ル
改

修

他

ＪＦ
Ｅ
テ

ク
ノ

ス

㈱

随
意

契
約

R
3
.6

.1
8

R
4
.3

.1
8

4
5

麻
生

区
内

都
市
計
画
道
路
世

田
谷

町
田
線
道
路
詳
細

設
計

委
託

川
崎

市
麻

生
区
古
沢

８

０
番

地
先

　
ほ

か
１
箇

所

道
路
詳
細

設
計

（
A

)L
=
4
2
4
.7

 ｍ

電
線
共

同
溝
詳
細

設
計

L
 =

㈱
セ

リ
オ

ス
東

京
支
店

一
般

競
争

R
2
.1

2
.2

2
R
4
.3

.1
5
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約
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)

最
終

契
約
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(円
)

工
事

番
号

件
　

　
　

名
履

行
場

所
概

　
　

　
要

請
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又
は

受
託

者

契
約

方
法

契
約

年
月

日
完

成
年

月
日

3
7
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0
0
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0
0

同
上 4
3
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3
7
,0

0
0

4
5
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9
8
,2

0
0

4
8
,0

2
6
,0

0
0

4
8
,2

9
2
,2

0
0

1
9
,7

7
8
,0

0
0

同
上 1
5
,4

3
3
,0

0
0

同
上

1
6
5
,1

2
1
,0

0
0

1
8
7
,4

3
2
,3

0
0

5
7
4
,5

6
0
,0

0
0

5
8
3
,1

1
1
,4

0
0

5
0
,4

9
0
,0

0
0

5
4
,7

2
9
,4

0
0

1
0
5
,6

2
2
,0

0
0

1
1
2
,9

1
9
,4

0
0

2
7
,1

8
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人 事 委 員 会 規 則

　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

　　令和４年９月21日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第17号

　　　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規

　　　則の一部を改正する規則

　川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（昭和46

年川崎市人事委員会規則第12号）の一部を次のように改

正する。

　別表第３の17の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改め、同表備考12関係第４号、同表備

考16関係第４号、同表備考17関係第３号、同表備考18関

係第３号及び同表備考19関係第４号中「すべて」を「全

て」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和４年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和４年９月21日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　

川崎市人事委員会規則第18号

　　　川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇

　　　等に関する規則の一部を改正する規則

　川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する

規則（令和元年川崎市人事委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。

　別表第５の15の項中「８週間目に当たる日」を「１年

を経過する日」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和４年10月１日から施行する。

職員共済組合規則

川崎市共済規則第１号

　川崎市職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則を

ここに公告する。

　　令和４年９月30日

 川崎市職員共済組合

 理事長　伊　藤　弘　　

　　　川崎市職員共済組合貸付規則の一部を改正

　　　する規則

　川崎市職員共済組合貸付規則（昭和43年川崎市共済規

則第２号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１項第１号本文中「給与で」を「ものとして」

に、「掲げる給与」を「定めるもの」に改め、同号ウ中「第

２条第５号」を「第２条第１項第６号及び第７号」に、

「給与につき、地方公務員法第25条第３項第１号に規定

する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの

に相当する給与」を「報酬（地方自治法（昭和22年法律

第67号）第203条の２第１項に規定する報酬をいう。）」

に改める。

　　　附　則（令和４年９月30日共済規則第１号）

　この規則は、令和４年10月１日から施行する。

職員共済組合規程

川崎市共済規程第２号

　川崎市職員共済組合貸付規則施行規程の一部を改正す

る規程をここに公告する。

　　令和４年９月30日

 川崎市職員共済組合

 理事長　伊　藤　弘　　

　　　川崎市職員共済組合貸付規則施行規程の一

　　　部を改正する規程

　川崎市職員共済組合貸付規則施行規程（昭和43年川崎

市共済規程第２号）の一部を次のように改正する。

　様式第１号から様式第２の２号を次のように改める。

　　　附　則（令和４年９月30日共済規程第２号）

　この規程は、令和４年10月１日から施行する。
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様式第１号 

  

  押 印 欄 
貸付決定番号   

 

  

貸付限度額 万円 

  

貸付決定金額       0 0 0 0 円 

貸 付 日 年  月  日 差額貸付額               円 

 

  貸 付 金 申 込 書(普 通・特 別) 

年  月  日 

 (宛先) 

   川崎市職員共済組合理事長 

 

 下記のとおり川崎市職員共済組合貸付規則に基づいて借り受けたいので次のとおり申込みます。 

申 込 金 額       万円 
償還回数 回 一回の償還額※ 円 

 ＊ 「償還回数」又は「一回の償還額」のどちらかを選択してください。 

申
込
理
由 

普通貸付 11 出 産(本人・被扶養者)  12 自動車(本人) 団体信用生命保険 

１ 加入する 
 

２ 加入しない 
特別貸付 

51 医 療  52 入 学  53 結 婚 

54 葬 祭  71 修 学 

対象者氏名   年齢   続柄   

申

込

者 

支払コード 職 員 コ ー ド 職 名 氏

名 

フリガナ 

                          
                    印 

※申込人自ら署名する場合は押印不要です 

生年月日       年    月    日 

所
属 

      局      部           課(係) 

所属

電話 
(内線        ) 

現
住
所 

〒   －                           電話番号 

－    －     

採用年月日 

 

年  月  日 

組合員期間 

 

年  月 

給料月額 

 

   表   級   号          円 

貸付金

振込先 

金融機関名 支 店 名 普通預金口座番号 口 座 名 義 人 (カタカナ) 

銀行 支店 
                

 

 (注) 太枠線内を記入してください。 

    ※ 貸付申込時の適用利率で計算しているため、今後適用利率が変われば償還額も変わります。 

    ※「給料月額」について、令和４年１０月１日以降組合員適用となった短時間勤務職員においては、 

     「報酬月額」と読み替えて記入してください（（ 表 級 号）の記入は不要です。）。 
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様式第２号 

(表) 

  

  押 印 欄 
貸付決定番号   

 

  

貸付限度額 万円 

  

貸付決定金額       0 0 0 0 0 円 

貸 付 日 年  月  日 差額貸付額                 円 

 

  貸 付 金 申 込 書(住 宅・介 護・災 害) 

年  月  日 

 (宛先) 

   川崎市職員共済組合理事長 

 

 下記のとおり川崎市職員共済組合貸付規則に基づいて借り受けたいので次のとおり申込みます。 

申

込

内

容 

申 込 金 額         万円 

償還回数 一回の償還額※ 

 

どちらかを選択して記入してくださ

い 

内
訳 

定 期 償 還 分         万円 回 円 

期末手当等償還分         万円 回 円 

申
込
理
由 

 1 新 築  2 増 築  3 改 築  4 住宅購入 

 

 5 土地購入 6 敷地購入 7 介 護 

団体信用生命保険 

 

 

1 加入する  2 加入しない 

申

込

者 

支払コード 職 員 コ ー ド 職 名 氏

名 

フリガナ 

                          
                    印 

※申込人自ら署名する場合は押印不要です 

生年月日       年    月    日 

所
属 

      局      部           課(係) 

所属

電話 
(内線        ) 

現
住
所 

〒   －                           電話番号 

―    ―     

採用年月日 

 

年  月  日 

組合員期間 

 

年  月 

給料月額 

 

   表   級   号          円 

貸付金

振込先 

金融機関名 支 店 名 普通預金口座番号 口 座 名 義 人 (カタカナ) 

銀行 支店 
                

 
 
 (注) 太枠線内を記入してください。裏面にも記載事項がありますので続けてご記入下さい。 

    「給料月額」について、令和４年１０月１日以降組合員適用となった短時間勤務職員においては、 

    「報酬月額」と読み替えて記入してください（（ 表 級 号）の記入は不要です。）。 
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(裏) 

新居に同居予定の

家 族 構 成 

本人・配偶者・子・父 

母・兄弟姉妹・(  ) 

計  人 

現 在 の 住

宅 の 状 況 

1 持家  2 賃貸住宅(民間)  3 給与住宅 

4 公営住宅  5 親所有の家に同居 

6 その他(               ) 

貸

付

対

象

物

件

の

状

況 

登 記 表 示   

住 居 表 示   

建物の構造 

主 柱 屋 根 階 数 構 成 間 取 り 

1 鉄筋コンクリート 

2 鉄骨鉄筋コンクリート 

3 軽量鉄骨 

4 木造 

5 その他 

1 瓦 葺 

2 スレート葺 

3 陸屋根 

4 カラーベスト 

5 その他 

1 平 屋 

2 地上  階 

3 地上  階 

  地下  階 

マンションの場合 

階  号室 

L・D・K・S 

建物 

延床       m2 

マンション 

専有面積     m2 

敷 地 

1 所 有 地 

2 借 地      地積      m2     地目        

3 購入予定地 

物件の種類 
1 専用住宅(戸建)     2 二世帯住宅     3 共同住宅(マンション) 

4 店舗・事務所併用住宅(同居の親族が使用するもの) 

 

資

金

計

画 

共済借入金 

本 人                   
 

円 

  

 

＊共済組合記入欄 

共有者                   
 

円 

差

額

貸

付 

貸 付 額                 
 

円 

                    
 

円 
返 済 元 金                 

 

円 

住宅金融公庫 

本 人                   
 

円 
利 息                 

 

円 

共有者                   
 

円 
返済元利金                 

 

円 

その他借入金 

本 人                   
 

円 
差額貸付額                 

 

円 

共有者                   
 

円 
既
貸
付 

貸付決定番号   

自 己 資 金                   
 

円 
貸 付 日   

                    
 

円 
貸 付 額   

                    
 

円 
  

合 計                   
 

円 
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（小数点以下切り捨て） 

（小数点以下切り捨て） 

借借 入入 状状 況況 等等 申申 告告 書書  

     年   月   日 

（宛先）川崎市職員共済組合理事長 

 

貸付申込日現在、私の債務整理の状況、借入金の状況、給料に占める返済割合は、下記のとおり相違あ

りません。なお、事実確認のために関係書類等の提出を求められた場合は、これに応じます。 

また、私が川崎市職員共済組合の債務について破産手続又は再生手続を開始し、川崎市職員共済組合が

その事実を確認した場合若しくは貸付規則又は施行規程に違反した場合は、任命権者及び所属長へ当該事

実を連絡することについて同意します。 

 

所     属 職 員 コ ー ド  職  名 氏  名（（必必ずず自自署署ししててくくだだささいい。。）） 

    

過去に債務整理（自己破産・個人民事再生・任意整理）    

の手続きをしたこと又は今後する予定がありますか。    （ 

 

    借借    入入    金金    明明    細細  （下記の「記入上の注意」をお読みのうえ御記入ください。）  

借 入 先 借 入 額 現在の残高 返済額（給料） 返済額（期末手当等） 

共済組合（今回分除く） 万円 円                     円 円 

職員厚生会 万円 円 円 円 

住宅金融支援機構 万円 円 円 円 

銀 行 万円 円 円 円 

その他（        ） 万円 円 円 円 

今回の共済組合の貸付 万円 円                     円 円 

今回の共済組合以外
・ ・

の貸付 万円 円 円 円 

合  計 万円 円 （Ｂ）        円 （Ｅ）        円 

 

貸付申込時の給料（本俸）に占める毎月返済金額の返済割合（３０％を超える場合は貸付できません。） 

Ａ．給料月額（本俸） Ｂ．返済額（給料） 返済割合（B／A×100） 

円 円 ％ 

 

※令和４年１０月１日以降組合員適用となった短時間勤務職員については、給料を「報酬」と読み替えて記入してください。 

 

貸付申込時の年収に占める年間返済金額の返済割合（３０％を超える場合は貸付できません。） 

Ｃ．年収額{Ａ×１２＋Ａ×４} Ｄ．返済額{Ｂ×１２＋Ｅ×２} 返済割合（Ｄ／Ｃ×100） 

円 円 ％ 

  

・・虚虚偽偽のの申申告告ををししたた場場合合ににはは、、原原則則ととししてて貸貸付付金金をを即即時時償償還還ししてていいたただだききまますす。。  

  

＊「借入金明細」記入上の注意 

1 今回の共済貸付申込時に借受されている全ての借入金について、正確に、漏れなく記入してください。 

  また、借入金がある場合は償還予定表等返済状況のわかる資料を添付してください。 

2 共済修学貸付の返済額は、在学中で利息のみ支払っている場合でも卒業後の元利金償還額を記入してください。 

3 その他の（ ）には借入先を記入し、複数ある場合は額を合算し、主な借入先を（ ）に記入してください。 

4 返済額が一定でないものは、今回申込時現在の返済額を記入してください。 

5 今回の共済組合以外の貸付には、今回の共済貸付と同じ事由で借り入れる（予定）額を記入してください。 

様式第２の２号 

ある ・ ない 

 （該当する方に○をつけてください。） 

 

あるに該当する場合

は貸付できません。 

 

　　　　　　　　　────────────────────────────────
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職員共済組合告示

川崎市共済告示第２号

　川崎市職員共済組合定款（昭和37年12月１日共済告示

第４号）の一部を変更したのでここに告示する。

　　令和４年９月30日

 川崎市職員共済組合

 理事長　伊　藤　弘　　

　川崎市職員共済組合定款（昭和37年12月１日川崎市共

済告示第４号）の一部を次のように変更する。

　第９条第２項の表中「、危機管理本部」の次に「、川

崎市職員共済組合事務局」を加える。

　第12条第２項の表中「、危機管理本部」の次に「、川

崎市職員共済組合事務局」を加える。

　　　附　則（令和４年９月30日共済告示第２号）

１ 　この変更は、令和４年10月１日から施行する。

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第140号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第141号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第142号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年度 科目 期別
この公告により

滞納処分に着手しうる日

件数・

備考

令和

４年度

国民健康

保険料
１期 令和４年10月１日（１期）

計23

件

令和

４年度

国民健康

保険料
２期 令和４年10月１日（２期）

計35

件

令和

４年度

国民健康

保険料
３期 令和４年10月１日（３期）

計１

件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第143号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第49号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月15日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ



（第1,852号）令和4年(2022年)10月11日 川 崎 市 公 報

－3788－

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第50号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月15日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第51号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第52号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第53号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律

第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月29日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第47号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第48号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

 なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

年度 科目 期別
この公告により

滞納処分に着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

介護

保険料
第３期 令和４年10月１日 ３件

令和

４年度

介護

保険料
第４期 令和４年10月１日 ３件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第49号
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　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

年度 科目 期別
この公告により

滞納処分に着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料
第１期 令和４年10月１日 計２件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第50号

　次の保険料等に係る滞納処分書類を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条・高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第112条

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

保険料等に係る滞納処分書類　　　　

　　差押調書（謄本）　　　１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第51号

　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第52号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

ため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月21日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第53号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明のため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月21日

 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第62号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について、住民票を

職権消除しましたので、同条第４項の規定により、その

者に通知しなければならないところ住所及び居所が不明

のため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月15日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
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市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第63号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明のため、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月15日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第64号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第65号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年度 科目 期別 滞納処分に着手し得る日
件数・

備考

令和

４年度

介護

保険料
第１期分

令和４年10月１日

（第１期分）

計１

件

令和

４年度

介護

保険料
第３期分

令和４年10月１日

（第３期分）

計１

件

令和

４年度

介護

保険料
第４期分

令和４年10月１日

（第４期分）

計２

件

令和

４年度

介護

保険料
第５期分

令和４年10月１日

（第５期分）

計９

件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第66号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年度 科目 期別
滞納処分に

着手し得る日

件数・

備考

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料
第１期分

令和４年10月１日

（第１期分）
計２件

令和

４年度

後期高齢者

医療保険料
第２期分

令和４年10月１日

（第２期分）
計２件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第67号

　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月30日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　（別紙省略）　

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第32号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
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者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市宮前区長　南　昭　子　　

　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第42号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第43号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します｡

　　令和４年９月30日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第44号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年９月30日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第44号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第45号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和４年９月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

　（別紙省略）

正 誤
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　川崎市公報第1,851号（令和4年9月26日発行）3,479ペ

ージ中「川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する

条例の一部の施行期日を定める規則（第56号）」は「川

崎市健康増進法施行細則の一部を改正する規則（第56

号）」の誤り。


